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評価書様式 
様式１－２－１ 中期目標管理法人 中期目標期間評価 評価の概要様式 

 
１．評価対象に関する事項 
法人名 独立行政法人鉄道建設・運輸施設整備支援機構 
評価対象中期目

標期間 
中期目標期間実績評価 第３期中期目標期間 
中期目標期間 平成２５～２９年度 

 
２．評価の実施者に関する事項 
主務大臣 国土交通大臣 
 法人所管部局 鉄道局、海事局、総合政策局 担当課、責任者 鉄道事業課 石原課長、総務課企画室 近藤室長、交通支援課 片山課長 
 評価点検部局 政策統括官 担当課、責任者 政策評価官 日向政策評価官 
主務大臣  
 法人所管部局  担当課、責任者  
 評価点検部局  担当課、責任者  

 
３．評価の実施に関する事項 
・平成３０年６月２６日～２８日：外部有識者４名から意見聴取を実施。 
・同年７月１８日：理事長、監事ヒアリングを実施。 
 
 
 
 

 
４．その他評価に関する重要事項 
特になし。 
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様式１－２－２ 中期目標管理法人 中期目標期間評価 総合評定様式 

 
１．全体の評定 
評定 
（Ｓ、Ａ、Ｂ、Ｃ、

Ｄ） 

Ｂ：全体として概ね中期目標における所期の目標を達成しているものと認められる。 （参考：見込評価）※期間実績評価時に使用 
Ｂ：全体としておおむね中期目標における所期の目

標を達成していると認められている。 
評定に至った理由 見込評価時と比して、項目別評定を一部下げたものがあるが、全般的にはＢ評定が大多数を占めており、また全体の評定を引き下げる事象もなかったことから、評価基準に基

づきＢとした。 
 
２．法人全体に対する評価 
法人全体の評価 項目別評定のとおり、整備新幹線整備事業については、見込評価時よりも評定を一段階引き下げることとしたが、各業務において中期目標における所期の目標を達成している

と認められ、全体として順調な組織運営が行われていると評価する。 
全体の評定を行う上で

特に考慮すべき事項 
特に全体の評定に影響を与える事象はなかった。 

 
３．課題、改善事項など 
項目別評定で指摘した

課題、改善事項 
整備新幹線整備事業については、現在建設している整備新幹線の一部（九州・北陸）について、事業費の増嵩が見込まれており、関係者間で定期的に進捗会議等を開催し十分

な情報共有を行うことなど、関係者が一体となって、コスト削減・抑制、工程管理の徹底を図っていくことや、地元自治体や観光関係者等の関係者と協議・調整を行い、地域

の特性を踏まえた駅の設計に努めていくことが必要。 
その他改善事項 特になし。 

主務大臣による改善命

令を検討すべき事項 
特になし。 

 
４．その他事項 
監事等からの意見 ・鉄道建設事業について、事業費の徹底した管理が重要。このためには、リスクを洗い出して機構全体で共有し改善につなげる努力が必要。 

・鉄道建設事業について、関係者への適時適切な説明と連携が必要。会議体等での情報共有・連携や、国民に対する積極的な情報発信も必要。 
その他特記事項 （外部有識者からの意見） 

・整備新幹線整備事業については、整備環境が大きく異なり、多様な特徴を持つ整備新幹線事業を開業に導くなど、地域経済への貢献は期間を通して極めて高く評価されるも

のの、平成 29 年度における九州新幹線整備事業において発生したコスト増の妥当性についてはなお検討を要すると思われる。 
・我が国鉄道技術の海外展開に向けた取組みに対する技術協力については、日本の技術を海外に普及させるべく鉄道の国際規格策定の会議の場をリードするような人材の育成

が急務である。 
・船舶共有建造業務における財務内容の改善については、未収金の発生防止と繰越欠損金の縮減に中期計画期間中にわたり継続的に成果を上げたことは評価できる。 
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様式１－２－３ 中期目標管理法人 中期目標期間評価 項目別評定総括表様式 

 
中期目標 年度評価 中期目標期間評

価 
項目別

調書№ 
備考欄  中期目標 年度評価 中期目標期

間評価 
項目別

調書№ 
備考欄 

 ２５

年度 
２６

年度 
２７

年度 
２８

年度 
２９

年度 
見込評

価 
期間実

績評価 
  ２５

年度 
２６

年度 
２７

年度 
２８

年度 
２９

年度 
見込

評価 
期間

実績

評価 
Ⅰ．国民に対して提供するサービスその他の業務の質の向上に関する事項  Ⅱ．業務運営の効率化に関する事項 
 整備新幹線整備事業 Ａ Ａ Ａ Ｂ Ｃ Ａ Ｂ 1.(1)①    組織の見直し Ａ Ｂ Ｂ Ｂ Ｂ Ｂ Ｂ 2.(1)  

都市鉄道利便増進事

業等 Ｂ Ｂ Ｂ Ｂ Ｂ Ｂ Ｂ 1.(1)② 
   経費・事業費の削減 

Ａ Ｂ Ｂ Ｂ Ｂ Ｂ Ｂ 2.(2) 
 

鉄道建設業務に関す

る技術力を活用した

受託業務等の支援 
Ｓ Ｂ Ｂ Ｂ Ｂ Ｂ Ｂ 1.(1)③ 

   調達等合理化の取組 

(～H26 年度「随意契約

の見直し」) 

Ｃ Ｂ Ｂ Ｂ Ｂ Ｂ Ｂ 2.(3) 

 

鉄道建設に係る業務

の質の向上に向けた

取組み 
Ｓ Ｂ Ｂ Ｂ Ｂ Ｂ Ｂ 1.(1)④ 

   資産の有効活用 
Ａ Ｂ Ｂ Ｂ Ｂ Ｂ Ｂ 2.(4) 

 

我が国鉄道技術の海

外展開に向けた取組

みに対する技術協力 
Ａ Ｂ Ｂ Ｂ Ａ Ｂ Ｂ 1.(1)⑤ 

  Ⅲ．財務内容の改善に関する事項 

 鉄道施設の貸付・譲

渡の業務等 Ａ Ｂ Ｂ Ｂ Ｂ Ｂ Ｂ 1.(2) 
   予算、収支計画及び資

金計画 Ａ Ｂ Ｂ Ｂ Ｂ Ｂ Ｂ 3.(1)  

鉄道助成業務 
Ａ Ｂ Ｂ Ｂ Ｂ Ｂ Ｂ 1.(3) 

   財務内容の改善（円滑

な資金調達と確実な貸

付金の回収） 
Ａ Ｂ Ｂ Ｂ Ｂ Ｂ Ｂ 3.(2) 

 

中央新幹線建設資金

貸付等業務    Ｂ Ｂ Ｂ Ｂ 1.(4) 
   短期借入金の限度額 

Ｂ Ｂ Ｂ Ｂ Ｂ Ｂ Ｂ 4. 
 

船舶共有建造業務を

通じた政策効果のよ

り高い船舶の代替建

造促進 

Ｓ Ｂ Ｂ Ｂ Ｂ Ｂ Ｂ 1.(5)① 

       

    

  

 船舶建造等における

技術支援 Ａ Ｂ Ｂ Ｂ Ｂ Ｂ Ｂ 1.(5)② 
             

 高度船舶技術の実用

化の促進 Ａ Ｂ Ｂ   Ｂ Ｂ 1.(5)③ 
             

 船舶共有建造業務に

おける財務内容の改

善 
Ｓ Ａ Ａ Ａ Ａ Ａ Ａ 1.(5)④ 

  Ⅷ．その他業務運営に関する重要事項 

地域公共交通出資等

業務   Ｂ Ｂ Ｂ Ｂ Ｂ 1.(6) 
   内部統制の充実・強化 

Ｃ Ｂ Ｂ Ｂ Ｂ Ｂ Ｂ 5.(1)

① 
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年金費用等の支払及

び資産処分の円滑な

実施等 

Ａ Ｂ Ｂ Ｂ Ｂ Ｂ Ｂ 1.(7)① 

   情報セキュリティ対策

の推進 Ｂ Ｂ Ｂ Ｂ 5.(1)

② 

 

旅客鉄道株式会社等

の経営自立のための

措置等 

Ａ Ｂ Ｂ Ｂ Ｂ Ｂ Ｂ 1.(7)② 

   情報公開の推進 
Ｂ Ｂ Ｂ Ｂ 5.(1)

③ 

 

             環境への配慮 
Ｂ Ｂ Ｂ Ｂ 5.(1)

④ 

 

             人事に関する計画 Ａ Ｂ Ｂ Ｂ Ｂ Ｂ Ｂ 5.(2)  
 
※重要度を「高」と設定している項目については各評語の横に「○」を付す。 

難易度を「高」と設定している項目については各評語に下線を引く。 
 【注意】評価については、Ｈ２５年度はＳＳ・Ｓ・Ａ・Ｂ・Ｃ、Ｈ２６年度～はＳ・Ａ・Ｂ・Ｃ・Ｄの５段階評価 
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様式１－２－４－１ 中期目標管理法人 中期目標期間評価 項目別評定調書（国民に対して提供するサービスその他業務の質の向上に関する事項）様式 

 
１．当事務及び事業に関する基本情報 

１．（１）① 整備新幹線整備事業 

業務に関連する政策・施

策 
政策目標 Ⅵ 国際競争力、観光交流、広域・地域官連携等の確

保・強化  
施策目標 23 整備新幹線の整備を推進する 

当該事業実施に係る根拠（個

別法条文など） 
・独立行政法人鉄道建設・運輸施設整備支援機構法（平成 14 年法律第 180 号）第 13 条

第 1項第 1号、第 2号及び第 10 号 

・全国新幹線鉄道整備法（昭和 45年法律第 71 号） 

当該項目の重要度、難易

度 
 関連する政策評価・行政事業

レビュー 
 

 
２．主要な経年データ 
 ①主要なアウトプット（アウトカム）情報  ②主要なインプット情報（財務情報及び人員に関する情報） 

指標等 達成目標 基準値 
（前中期目標期間最

終年度値等） 

２５年度 ２６年度 ２７年度 ２８年度 ２９年度  ２５年度 ２６年度 ２７年度 ２８年度 ２９年度 

        予算額（千円） 858,520,362 842,968,601 753,766,003 782,555,777 676,331,212 
        決算額（千円） 855,409,670 818,624,036 734,811,517 747,390,864 638,145,307 

        経常費用（千円） 418,854,716 345,291,749 360,827,806 376,066,640 366,394,087 
        経常利益（千円） 867,968 949,622 713,656 414,464 439,290 
        行政サービス実施コ

スト（千円） 
84,799,943 86,904,633 130,286,139 140,214,620 140,090,823 

        従事人員数 1,466 1,459 1,454 1,449 1,444 
注）予算額、決算額は支出額を記載。人件費については共通経費分を除き各業務に配賦した後の金額を記載 

３．中期目標期間の業務に係る目標、計画、業務実績、中期目標期間評価に係る自己評価及び主務大臣による評価 
 中期目標 中期計画 主な評価指標等 法人の業務実績・自己評価 主務大臣による評価 

業務実績 自己評価 （見込評価） （期間実績評価） 

 （１）鉄道建設等業務 

 機構は、公的資金による鉄道

建設事業を行っており、これを

実現するため、調査・計画の作成

から地方公共団体等関係機関と

の円滑な協議・調整、用地取得交

渉、各種構造物の設計・施工まで

の業務を一貫して実施するな

ど、鉄道建設業務に関する総合

的なマネジメントを行える我が

国唯一の公的な整備主体であ

る。このため、良質な鉄道を経済

的に安全にかつ所定の工期どお

りに建設することが重要な目的

であるとの認識に基づき、これ

らの実施に当たっては、環境保

（１）鉄道建設等業務 

機構は、鉄道建設業務に関す

る総合的なマネジメントを行え

る我が国唯一の公的な整備主体

として、国民生活の向上や経済

社会の発展、地球環境にやさし

い交通ネットワークの構築に資

する良質な鉄道を所定の工期内

に安全にかつ経済的に建設する

ことを推進する。これらの実施

に当たっては、環境保全、都市計

画との整合等鉄道建設に関わる

課題へ適切に対応するととも

に、技術力の向上、技術開発の推

進と公表、鉄道建設に係る総合

的なコスト構造改善、工事関係

＜主な定量的指標＞ 

・設定なし 

 

＜その他の指標＞ 

・設定なし 

 

＜評価の視点＞ 

・中期目標における所期の目標

を達成しているかどうか等。 

＜主要な業務実績＞ 

 北陸新幹線（長野・金沢間）につい

ては、中期計画の目標としている平成

26 年度末（平成 27 年 3月 14 日）に開

業した。 

北海道新幹線（新青森・新函館北斗

間）については、中期計画の目標とし

ている平成 27年度末（平成 28年 3月

26 日）に開業した。   

北海道新幹線（新函館北斗・札幌

間）、北陸新幹線（金沢・敦賀間）及び

九州新幹線（武雄温泉・長崎間）につ

いては、完成に至るまでの全体工程を

踏まえ、地元協議、中心線測量及び用

地取得等を進めるとともに、路盤工事

の進捗を図った。 

＜自己評価＞ 

評定：Ｂ 

根拠：北陸新幹線（長野・金沢間）は

平成 26 年度末までに、北海道新幹

線（新青森・新函館北斗間）は平成

27年度末までに鉄道施設を完成さ

せた。両新幹線とも、複数の地方公

共団体と営業主体を跨ぐ巨大イン

フラ事業であり、いずれも開業直

後から、開業前年同時期の旅客が

大きく増加するなど、国民経済の

発展及び国民生活領域の拡大並び

に地域の振興に大きく寄与してい

る。 

さらに、工事期間中には東日本

大震災が発生し、工事の進捗に影

評定 Ａ 評定 Ｂ 

＜評定に至った理由

＞ 

機構は平成２６年

度末に北陸新幹線

（長野・金沢間）の

鉄道施設、また平成

２７年度末には北海

道新幹線（新青森・

新函館北斗間）の鉄

道施設を完成させ

た。両新幹線とも、

複数の自治体と営業

主体を跨ぐ巨大イン

フラ事業であり、い

ずれも開業直後か

＜評定に至った理由

＞ 

機構は平成２６年

度末に北陸新幹線

（長野・金沢間）の鉄

道施設、また平成２

７年度末には北海道

新幹線（新青森・新函

館北斗間）の鉄道施

設を完成させた。両

新幹線とも、複数の

自治体と営業主体を

跨ぐ巨大インフラ事

業であり、いずれも

開業直後から、開業
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全、都市計画との整合等鉄道建

設に関わる課題へ適切に対応す

るとともに、技術力の向上、技術

開発の推進と公表、鉄道建設に

係る総合的なコスト構造改善、

工事関係事故防止に係る啓発活

動を通じた鉄道建設の業務の質

の確保を図りつつ、新幹線の建

設、都市鉄道利便増進事業、民鉄

線及び受託事業等における所要

の業務を推進する。 

 

①工事完成予定時期を踏まえた

事業の着実な進捗 

新幹線の建設や都市鉄道利便

増進事業等について、工事完成

予定時期を踏まえ、着実な進捗

を図る。また、新幹線の建設に係

る進捗状況について、公表する。 

事故防止に係る啓発活動を通じ

た鉄道建設の業務の質の確保を

図りつつ、整備新幹線整備事業、

都市鉄道利便増進事業、民鉄線

及び受託事業等における所要の

業務を遂行する。 

 

 

 

 

 

 

①整備新幹線整備事業 

 

高速輸送体系の形成が国土の

総合的かつ普遍的開発に果たす

役割の重要性にかんがみ、新幹

線鉄道による全国的な鉄道網の

整備を図り、もって国民経済の

発展及び国民生活領域の拡大並

びに地域の振興に資することを

目的として、事業の着実な進捗

を図り、北陸新幹線（長野・金沢

間）は平成２６年度末、北海道新

幹線（新青森・新函館北斗間）は

平成２７年度末までに鉄道施設

を完成させる。北海道新幹線（新

函館北斗・札幌間）、北陸新幹線

（金沢・敦賀間）及び九州新幹線

（武雄温泉・長崎間）について、

工事完成予定時期を踏まえ、建

設工事等の業務を着実に推進す

る。 

また、整備新幹線の工事の進

捗状況については、ホームペー

ジ等で公表する。 

また、整備新幹線工事の進捗状況を

ホームページで公表した。 

響があったが、被災地の復興に配

慮しつつ、完成に至るまでの全体

工程を踏まえた工程管理を徹底

し、新幹線工事を着実に進捗させ

た。また、北海道新幹線（新函館北

斗・札幌間）、北陸新幹線（金沢・

敦賀間）及び九州新幹線（武雄温

泉・長崎間）については、工事完成

予定時期を踏まえ、建設工事等の

業務を着実に推進した。 

一方で、現在整備中の線区にお

いて、社会経済情勢等の変化に伴

う建設コストの上昇や労働者不足

等の工事実施を取り巻く不確定要

素が増している状況下、機構とし

てはコスト縮減や事業費管理等に

努めていたものの、国土交通省・地

方公共団体・営業主体等との会議

体の設置等の関係者との連携のた

めの措置は講じていなかった。 

 

＜課題と対応＞ 

社会経済情勢等の変化に伴う建設

コストの上昇や関係者との協議等に

より事業費が上振れすることもあっ

たことから、コスト縮減により一層

努めるとともに、工事の進捗に影響

する不確定要素について、関係者間

で定期的に進捗会議等を開催し十分

な情報共有を行うことにより、着実

に事業を進めていく。 

現在整備中の 3 線区については、

平成 27 年 1 月の政府・与党申合せに

おいて、沿線地方公共団体の最大限

の取組みを前提に、完成・開業時期

の前倒しを図ることとされているこ

とから、用地取得の早期完了、トン

ネル掘削土の受入れ地の確保などの

課題について、沿線地方公共団体及

び関係者との調整を進め対応してい

く。 

 また、過去の事故を踏まえ、事故

防止の啓発活動を行い、着実に事業

を進めていく。 

ら、開業前年同時期

の旅客が大きく増加

するなど、国民経済

の発展及び国民生活

領域の拡大並びに地

域の振興に大きく寄

与している。 

しかし、建設中に

は東日本大震災の発

生により、資材の納

入が滞るなど、遅れ

が生じたが、代替品

の使用や施行可能な

工区との柔軟の調整

をすることで工期の

短縮を行う一方で、

同震災により被災し

た東北新幹線の復旧

工事のため、北陸新

幹線で使用していた

軌道工事車両等を貸

し出すなど、早期復

旧に協力しながら

も、無事、計画通り

に工事を完成させ

た。 

また、両新幹線と

も工事が極めて困難

な区間があるような

状況おいても、機構

は、難題を解決する

ため、創意工夫や新

たな技術開発を行

い、また、その建設

技術等が学会等の表

彰を数多く受けてお

り、機構の対応力の

高さを示しており、

評価に値するもので

ある。 

また、金沢駅や新

函館北斗駅について

は地方公共団体との

調整を密にし、機能

性のみならず地域の

特性を生かしたデザ

インの駅を完成させ

ている。 

このような成果は

前年同時期の旅客が

大きく増加するな

ど、国民経済の発展

及び国民生活領域の

拡大並びに地域の振

興に大きく寄与して

いる。 

特に建設中には東

日本大震災の発生に

より、資材の納入が

滞るなど、遅れが生

じたが、代替品の使

用や施行可能な工区

との柔軟の調整をす

ることで工期の短縮

を行う一方で、同震

災により被災した東

北新幹線の復旧工事

のため、北陸新幹線

で使用していた軌道

工事車両等を貸し出

すなど、早期復旧に

協力しながらも、無

事、計画通りに工事

を完成させた。 

一方で現在建設中

の３線において、社

会経済情勢等の変化

に伴い、建設資材の

需給逼迫などによる

建設コストの上昇や

関係者との協議等に

よる、事業費の増加

が見込まれているこ

とについては、神奈

川東部方面線の反省

を踏まえた工程・コ

スト管理を徹底する

仕組み（会議体の設

置等）が不十分であ

った点は、改善策を

講じる必要がある。

このため、工程管理

に加え、更なる増嵩

を発生させないよう

厳格なコスト管理が

必要であり、関係者

間で定期的に進捗会

議等を開催し十分な
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機構の持つ高い技術

力のみならず、柔軟

な応用力、厳しい工

程管理により初めて

可能となったもので

あり、独立行政法人

として、このような

能力を高い水準で維

持し、国民の要請に

対して答えたこと

は、所期の目的を大

きく上回る成果を得

ているものと認めら

れるのでＡ評価とし

た。 

 

＜今後の課題＞ 

今後も、開業予定

時期を踏まえ、関係

者間で十分に連携し

つつ、適切に事業を

実施していくことが

必要。 

 

＜その他事項＞ 

（外部有識者からの

意見） 

・中期目標の書きぶ

りが定性的なので、

評価も定性的になる

がＡ評価で妥当。東

日本大震災による影

響にもかかわらず予

定通りに開業したこ

とや、新しい技術や

工夫を初めて実用化

した点などが評価で

きる。 

・中期計画期間にお

いて、北陸及び北海

道新幹線の計画区間

の開業を達成すると

ともに、それらの延

伸区間と九州新幹線

の工事完成に向けた

工事を着実に進捗さ

せたことは高く評価

できる。 

・整備新幹線を計画

情報共有を行うこと

などにより、関係者

が一体となって、コ

スト削減・抑制、工程

管理徹底のための改

善をすべきである。 

また、北海道新幹

線の新函館北斗駅に

ついては、開業後に

ホーム上で利用者の

滞留が発生すること

が判明するなど利用

者目線にたった設計

という面において十

分ではなかった点が

認められる。このた

め、地元自治体のみ

ならず、インバウン

ドの増加を踏まえた

観光関係者等を含

め、より多くの関係

者と協議・調整を行

い、地域の特性を踏

まえた駅の設計に努

めていくべきであ

る。 

以上のとおり、高

く評価すべき点もあ

る一方で、今後の事

業の進捗に改善を要

する点も認められる

ことから、これらを

総合的に勘案し、Ｂ

評定とした。 

 

＜今後の課題＞ 

関係者間で定期的

に進捗会議等を開催

し十分な情報共有を

行い、建設資材の需

給の逼迫やトンネル

発生土の受入地確保

など、関係者が一体

となって課題の早期

調整に努め、コスト

削減・抑制、工程管理

の徹底を図ってい

く。 

地元自治体や観光
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通りに完成させた

が、その社会的イン

パクトが非常に大き

いことは、乗客数が

在来線の特急のそれ

ぞれ３倍（北陸新幹

線）、２倍（北海道新

幹線）であることか

ら明確にわかる。 

・時期を得た、まと

まりのある成果に至

ったと考えます。 

関係者等の関係者と

協議・調整を行い、地

域の特性を踏まえた

駅の設計に努めてい

く。 

 

＜その他事項＞ 

（外部有識者からの

意見） 

・東日本大震災復興

事業の影響による資

材と人員確保の困難

を克服し、予定通り

事業を実施したこと

は評価できる。 

・機構の最重要事業

の一つを期待通りに

達成し、事後評価の

結果を将来に繋げる

PDCA サイクルを回す

体制も形成。建設費

の増加は外部要因が

少なからずあり、評

価に参入しにくい要

因はあるが、A評価を

支持したい。日本で

最もインフラに対し

て厳しい気候条件の

なかで、所定の品質

を確保する技術の展

開と契約を実施でき

たことは、中長期の

コスト低減に大きく

貢献するものと考え

る。その実証は 10～

20 年後の鉄道資産の

性能により検証され

る。 

・整備環境が大きく

異なり、多様な特徴

を持つ整備新幹線事

業を開業に導くな

ど、地域経済への貢

献は期間を通して極

めて高く評価される

ものの、平成 29年度

における九州新幹線

整備事業において発

生したコスト増の妥
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当性についてはなお

検討を要すると思わ

れる。 

 
４．その他参考情報 
特になし。 
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様式１－２－４－１ 中期目標管理法人 中期目標期間評価 項目別評定調書（国民に対して提供するサービスその他業務の質の向上に関する事項）様式 

 
１．当事務及び事業に関する基本情報 

１．（１）② 都市鉄道利便増進事業等 

業務に関連する政策・施

策 
政策目標 Ⅷ 都市・地域交通等の快適性、利便性の向上 
施策目標 26 鉄道網を充実活性化させる 

当該事業実施に係る根拠（個

別法条文など） 
１．神奈川東部方面線 

・独立行政法人鉄道建設・運輸施設整備支援機構法（平成 14 年法律第 180 号）第 13

条第 1項第 5号 

・都市鉄道等利便増進法（平成 17年法律第 41 号） 

・鉄道事業法（昭和 61年法律第 92号） 

２．民鉄線 

・独立行政法人鉄道建設・運輸施設整備支援機構法（平成 14 年法律第 180 号）第 13

条第 1項第 5号及び附則第 11条第 4項 

・鉄道事業法（昭和 61年法律第 92号） 

当該項目の重要度、難易

度 
 関連する政策評価・行政事業

レビュー 
 

 
２．主要な経年データ 
 ①主要なアウトプット（アウトカム）情報  ②主要なインプット情報（財務情報及び人員に関する情報） 

指標等 達成目標 基準値 
（前中期目標期間最

終年度値等） 

２５年度 ２６年度 ２７年度 ２８年度 ２９年度  ２５年度 ２６年度 ２７年度 ２８年度 ２９年度 

        予算額（千円） 858,520,362 842,968,601 753,766,003 782,555,777 676,331,212 
        決算額（千円） 855,409,670 818,624,036 734,811,517 747,390,864 638,145,307 

        経常費用（千円） 418,854,716 345,291,749 360,827,806 376,066,640 366,394,087 
        経常利益（千円） 867,968 949,622 713,656 414,464 439,290 
        行政サービス実施コ

スト（千円） 
84,799,943 86,904,633 130,286,139 140,214,620 140,090,823 

        従事人員数 1,466 1,459 1,454 1,449 1,444 
注）予算額、決算額は支出額を記載。人件費については共通経費分を除き各業務に配賦した後の金額を記載 
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３．中期目標期間の業務に係る目標、計画、業務実績、中期目標期間評価に係る自己評価及び主務大臣による評価 
 中期目標 中期計画 主な評価指標等 法人の業務実績・自己評価 主務大臣による評価 

業務実績 自己評価 （見込評価） （期間実績評価） 
 （１）鉄道建設等業務 

機構は、公的資金による鉄

道建設事業を行っており、こ

れを実現するため、調査・計画

の作成から地方公共団体等関

係機関との円滑な協議・調整、

用地取得交渉、各種構造物の

設計・施工までの業務を一貫

して実施するなど、鉄道建設

業務に関する総合的なマネジ

メントを行える我が国唯一の

公的な整備主体である。この

ため、良質な鉄道を経済的に

安全にかつ所定の工期どおり

に建設することが重要な目的

であるとの認識に基づき、こ

れらの実施に当たっては、環

境保全、都市計画との整合等

鉄道建設に関わる課題へ適切

に対応するとともに、技術力

の向上、技術開発の推進と公

表、鉄道建設に係る総合的な

コスト構造改善、工事関係事

故防止に係る啓発活動を通じ

た鉄道建設の業務の質の確保

を図りつつ、新幹線の建設、都

市鉄道利便増進事業、民鉄線

及び受託事業等における所要

の業務を推進する。 

 

①工事完成予定時期を踏まえ

た事業の着実な進捗 

新幹線の建設や都市鉄道利

便増進事業等について、工事

完成予定時期を踏まえ、着実

な進捗を図る。また、新幹線

の建設に係る進捗状況につい

て、公表する。 

②都市鉄道利便増進事業等 

機構が公的資金で鉄道を整

備し、完成後に保有、鉄道事業

者は、受益に応じた施設使用

料にて営業する公設民営の考

え方に基づき実施する都市鉄

道利便増進事業の神奈川東部

方面線（相鉄・ＪＲ直通線、相

鉄・東急直通線）は、完成予定

時期を踏まえ、公的整備主体

として関係機関との連携・調

整を図り、建設工事等の業務

を着実に推進する。 

また、民鉄線の小田急小田

原線の大改良工事は、安全か

つ着実な事業の推進のため関

係者との連携を図りながら、

必要な予算確保等の処置を講

じ、工事完成予定時期を踏ま

え、着実に推進する。 

 

＜主な定量的指標＞ 

・設定なし 

 

＜その他の指標＞ 

・設定なし 

 

＜評価の視点＞ 

・中期目標における所期の目

標を達成しているかどうか

等。 

＜主要な業務実績＞ 
１．神奈川東部方面線 
相鉄・ＪＲ直通線区間については、平

成 26 年度に民有地の取得を完了して

おり、関係機関との協議を進めながら

トンネル構築工事や開削駅工事等の路

盤工事を推進し、平成 27 年度には西谷

トンネルの土木工事を完成させた。平

成 28 年度には軌道工事に着手し、平成

29 年度は駅舎建築工事等の設備工事

の進捗を図った。 
相鉄・東急直通線区間については、用

地取得を進めるとともに、関係機関と

の協議を進めながら平成 27 年度まで

に全ての路盤工事に着手する等路盤工

事の着実な推進を図った。 
 
２．民鉄線 
 小田急小田原線については、平成 25
年 3 月に急行線部の工事が完成したた

め急行線の供用を開始しており、平成

30 年 3 月に東北沢・世田谷代田間の緩

行線部の工事が完成し施設等の譲渡を

行い、供用が開始された。これにより、

事業区間全体（東北沢・和泉多摩川間）

の複々線化が完成したことになり、平

成 30 年度末の事業完了に向け、着実な

推進を図った。 

＜自己評価＞ 
評定：Ｂ 

根拠：都市鉄道利便増進事業の神奈川

東部方面線の速達性向上計画は、社

会経済情勢の変化及び想定できなか

った現地状況に対応するため、今中

期目標期間中において 2 度の計画変

更を行った。それぞれの変更認定を

受けるに当たっては、工期延伸、事業

費増嵩に関する事項に留まらず、各

種のコスト縮減の取組みなども踏ま

え、国・地方公共団体・鉄道事業者に

対し説明し、協議・調整を行った。こ

れらの取組みの結果、各時点におけ

る本事業の工期・事業費に対する理

解を得られ、変更の合意に至ること

ができた。また、各時点において適切

な変更認定が得られ、これに基づく

工程・事業費の適切な管理に取り組

んだことで、執行中の工事の中止な

ど、事業の大きな停滞を回避するこ

とができ、計画した工事を着実に進

めることができた。また、改定を行う

に当たって、プロジェクト遂行の確

実性を確保するため、工程・事業費の

管理に臨む体制を構築した。 

民鉄線の小田急小田原線の大改良

工事については、平成 25年 3 月に急

行線用の施設が完成したため、複線

による供用を開始し、平成 30年 3月

に複々線運行に必要な鉄道施設・設

備の工事を完了させ、複々線による

供用が開始された。また、平成 30 年

度末の事業完了に向け、事業の着実

な推進を図った。 

 
＜課題と対応＞ 
１．神奈川東部方面線 
平成 25 年度に相鉄・ＪＲ直通線区間

において、東海道貨物線横浜羽沢駅に

おける関係者との協議に時間を要した

ことから、開業時期を平成 27 年度から

平成 30 年度に変更した。平成 26 年度

に関係者との協議が整い、東海道貨物

線横浜羽沢駅構内工事に着手し、工事

評定 Ｂ 評定 Ｂ 
＜評定に至った理由＞ 
 
「神奈川東部方面線」
事業については平成２
５年４月及び平成２８
年８月に事業費の増加
及び開業時期の遅れに
ついて公表があったも
のの、社会情勢の変化
や想定できなかった現
地状況に対応するた
め、機構は、十分なコス
ト削減を図り、地元・関
係者との粘り強い協議
など行うことで適切な
事業費と工期を設定
し、これを踏まえて着
実に建設工事を行って
いる。２７年度には西
谷トンネルがしゅん功
となり、２８年度は、西
谷駅、羽沢駅等の掘削
工事等や羽沢トンネル
工事を進めていること
など、事業を着実に進
捗させていることか
ら、Ｂ評価とした。 
 
＜今後の課題＞ 
今後も、新たな完成

予定時期を踏まえ、工
程・事業費の管理を徹
底しつつ、事業を適切
に進めることが必要。 
 
＜その他事項＞ 
（外部有識者からの意
見） 
・工事計画の遅れがみ
られることは残念だ
が、予期できない現地
状況への対応によって
変更された事業計画に
基づいて、工事の着実
な進捗を図っているこ
とは評価できる。 

＜評定に至った理由＞ 
 
「神奈川東部方面線」
事業については平成２
５年４月及び平成２８
年８月に事業費の増加
及び開業時期の遅れに
ついて公表があったも
のの、社会情勢の変化
や想定できなかった現
地状況に対応するた
め、機構は、十分なコス
ト削減を図り、地元・関
係者との粘り強い協議
など行うことで適切な
事業費と工期を設定
し、これを踏まえて着
実に建設工事を行って
いる。平成２７年度に
は西谷トンネルがしゅ
ん功となり、平成２８
年度は、西谷駅、羽沢駅
等の掘削工事等や羽沢
トンネル工事を進める
とともに、平成２９年
度は駅舎建築工事に着
手するなど着実に進捗
させている。 
また、民鉄線の小田

急小田原線の大改良工
事については、平成２
５年３月に急行線用の
施設が完成したため複
線による供用を開始
し、平成３０年３月に
複々線運行に必要な鉄
道施設・設備の工事を
完了させ、複々線によ
る供用を開始すること
で、会社による大幅な
運行本数の増加等のダ
イヤ改正につながって
おり、事業の最終年度
である平成３０年度末
の事業完了に向け、事
業の着実な推進を図っ
ている。 
以上から、中期目標

における所期の目標を
達成していると認めら
れ、Ｂ評定とした。 
 
＜今後の課題＞ 
今後も、新たな第４

期中期目標のもと、完
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を着実に推進した。 
平成 28 年度は、新たに相鉄・ＪＲ直

通線区間では、本線にかかる用地の取

得が難航したことや、安全対策設備の

検討に時間を要したため、開業時期が

平成 30 年度から平成 31 年度下期に変

更となり、また、相鉄・東急直通線区間

では、本線にかかる用地の取得が難航

したことや、調査の結果、当初の想定

よりも地質が軟弱で補助工法が必要と

なったことなどにより、開業時期が平

成 31 年度から平成 34 年度下期に変更

となった。また、昨今の建設需要増大

等を背景とした建設物価の高騰、土壌

汚染対策法の改正をはじめとする法令

改正、地質調査の結果を踏まえた工法

変更等があり建設費が増加となった。 
これらを踏まえ、引き続き関係者と

の調整を十分に行いながら新たな完成

予定時期を踏まえ、一日も早い開業を

目指し、工程・事業費の管理を徹底し、

コスト縮減に最大限努力を払いつつ事

業を進める。 
また、過去の事故を踏まえ、事故防止

の啓発活動を行い、着実に事業を進め

ていく。 
 

２．民鉄線 
小田急小田原線については、平成 29

年度中の複々線化完成を達成すること

ができた。平成 30 年度末の事業完了に

向け、引き続き関係者との調整を十分

に行いながら、工程・事業費の管理を

徹底し事業を進める。 

成予定時期を踏まえ、
工程・事業費の管理を
徹底しつつ、事業を適
切に進めることが必
要。 
 
＜その他事項＞ 
（外部有識者からの意
見） 
・神奈川東部方面線に
ついては、中期計画中
に開業時期及び建設費
の変更が生じたが、そ
の原因とその後の対応
について十分な説明が
必要である。 
・相鉄・JR 直通線、相
鉄・東急直通線の利便
増進事業では、様々な
困難を乗り越えて、関
係者の理解の下、工事
が進捗していることは
喜ばしいことである。
工期は長期にわたって
いるが機構の努力は高
く評価されなければな
らない。 

 
４．その他参考情報 
 特になし。 
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様式１－２－４－１ 中期目標管理法人 中期目標期間評価 項目別評定調書（国民に対して提供するサービスその他業務の質の向上に関する事項）様式 

 
１．当事務及び事業に関する基本情報 

１．（１）③ 鉄道建設に関する技術力を活用した受託業務等の支援 

業務に関連する政策・施

策 
政策目標 Ⅷ 都市・地域交通等の快適性、利便性の向上 
施策目標 26 鉄道網を充実活性化させる 

当該事業実施に係る根拠（個

別法条文など） 
[受託業務] 

・独立行政法人鉄道建設・運輸施設整備支援機構法（平成 14 年法律第 180 号）第 13

条第 1項及び第 3項 

・鉄道事業法（昭和 61年法律第 92号） 

[鉄道分野の技術力を活用した支援] 

・独立行政法人鉄道建設・運輸施設整備支援機構法（平成 14 年法律第 180 号）第 13

条第 3項第 2号 

当該項目の重要度、難易

度 
 関連する政策評価・行政事業

レビュー 
 

 
２．主要な経年データ 
 ①主要なアウトプット（アウトカム）情報  ②主要なインプット情報（財務情報及び人員に関する情報） 

指標等 達成目標 基準値 
（前中期目標期間最

終年度値等） 

２５年度 ２６年度 ２７年度 ２８年度 ２９年度  ２５年度 ２６年度 ２７年度 ２８年度 ２９年度 

        予算額（千円） 858,520,362 842,968,601 753,766,003 782,555,777 676,331,212 
        決算額（千円） 855,409,670 818,624,036 734,811,517 747,390,864 638,145,307 

        経常費用（千円） 418,854,716 345,291,749 360,827,806 376,066,640 366,394,087 
        経常利益（千円） 867,968 949,622 713,656 414,464 439,290 
        行政サービス実施コ

スト（千円） 
84,799,943 86,904,633 130,286,139 140,214,620 140,090,823 

        従事人員数 1,466 1,459 1,454 1,449 1,444 
注）予算額、決算額は支出額を記載。人件費については共通経費分を除き各業務に配賦した後の金額を記載 

３．中期目標期間の業務に係る目標、計画、業務実績、中期目標期間評価に係る自己評価及び主務大臣による評価 
 中期目標 中期計画 主な評価指標等 法人の業務実績・自己評価 主務大臣による評価 

業務実績 自己評価 （見込評価） （期間実績評価） 
 ②鉄道建設業務に関する技術力

を活用した受託業務等の支援 

機構が有する鉄道分野の技術

力、調査能力を広く総合的に活

用した鉄道建設に係る受託業務

等及び地域鉄道事業者等への技

術支援等を実施する。また、受

託工事について、工事完成予定

時期を踏まえ、着実な進捗を図

る。なお、機構の支援が真に必

要な場合のみに実施することを

③鉄道建設業務に関する技術力

を活用した受託業務等の支援 

機構が有する総合的技術力、

中立性を活かして社会に貢献す

る観点から、受託工事について、

工事完成予定時期を踏まえ、着

実に推進する。受託調査につい

ては、国土交通省の関連施策と

の連携を図りつつ、地方公共団

体や鉄道事業者等からの要請を

踏まえ、鉄道計画に関する調査

＜主な定量的指標＞ 

・設定なし 

 

＜その他の指標＞ 

・設定なし 

 

＜評価の視点＞ 

・中期目標における所期の目標

を達成しているかどうか等。 

＜主要な業務実績＞ 

［受託業務］ 

 鉄道建設に係る新たな工事の受託に

当たっては、機構が支援する必要性が高

いものに限定して実施することとして

いる。具体的には、平成 20 年 12 月に設

置した外部有識者からなる第三者委員

会である「鉄道工事受託審議委員会」（委

員長：杉山武彦、(公財)高速道路調査会

理事長）において鉄道工事の受託基準を

策定するとともに、当該基準に基づき受

＜自己評価＞ 

［受託業務］ 

評定：Ａ 

根拠：北陸新幹線（長野・金沢間）及

び北海道新幹線（新青森・新函館北

斗間）の開業を迎えた今中期目標期

間中において、受託業務を着実に進

捗し、4件の受託工事（山梨リニア

実験線、三陸鉄道、仙台高速鉄道東

西線、つくばエクスプレス線）を完

了させた。 

評定 Ｂ 評定 Ｂ 
＜評定に至った理由
＞ 
本中期目標期間内

において、機構は４
件（山梨リニア実験
線、三陸鉄道、仙台
高速鉄道東西線、つ
くばエクスプレス
線）の受託工事を完
了させた。また、地
方公共団体等からの
要請に対応し、６件

＜評定に至った理由
＞ 
今中期目標期間に

おいて、機構は４件
（山梨リニア実験
線、三陸鉄道、仙台高
速鉄道東西線、つく
ばエクスプレス線）
の受託工事を完了さ
せた。また、地方公共
団体等からの要請に
対応し、８件の鉄道
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担保するために第三者委員会に

おいて策定した具体的な基準を

適切に運用するとともに、受託

工事に係るコスト縮減の状況等

について検証を行い、その結果

について公表する。 

 

の支援を実施する。 

なお、鉄道事業者から新たな

工事の受託要請があった場合

は、外部有識者からなる「鉄道

工事受託審議委員会」において

審議し、同委員会の意見を踏ま

えながら、受託の可否について

決定する。また、受託工事に係

るコスト縮減について、同委員

会において随時検証し、その結

果をホームページ等で公表す

る。 

さらに、大規模災害等の発生

時においてもこれまでの復旧・

復興支援の経験を活かし、国や

地方公共団体等からの要請があ

った場合は、その支援等に積極

的に取り組む。 

また、機構がこれまでに培っ

てきた鉄道分野の総合的な技術

力を活用して、地域鉄道事業者

等へ技術支援を実施する。 

具体的には、「鉄道ホームドク

ター制度」として、地域鉄道事

業者等の要請に応じて、その鉄

道施設の保全・改修等に係る技

術的な事項について、適切かつ

極力きめ細やかに助言するとと

もに、地域鉄道事業者、地方公

共団体等の要請に応じて、鉄道

施設等に係る技術的な情報の提

供等、地域における交通計画の

策定等に資する支援を実施す

る。 

さらに、地域鉄道事業者、地

方公共団体及び国土交通省等の

地域鉄道に係わる諸機関と緊密

に連携して、機構の技術支援に

係る情報を発信し、その一層の

利用を促進する。 

託の可否について審議した上で、その意

見を踏まえて受託の判断を行った。ま

た、受託工事に係るコスト縮減の状況や

その効果についても同委員会にて随時

検証し、その結果をホームページで公表

した。 

 

１．三陸鉄道 

北リアス線・南リアス線の復旧工事に

ついて、わずか 2年半という短期間で土

木・軌道工事を完了させ、平成 26 年 4 月

5 日に南リアス線、平成 26 年 4月 6日に

北リアス線の全線運行再開を果たした。

また、平成 26 年 9 月に全ての復旧工事

を完了させた。 

 

２．仙台高速鉄道 

東西線の建設工事について、土木・軌

道工事を完了させ、平成 26 年 12 月に仙

台市に施設を引き渡した。 

 

３．山梨リニア実験線 

建設工事について、迅速かつ着実に工

事等を実施したことにより、予定してい

た平成 25 年末よりも早い時期（平成 25

年 8 月 29 日）に山梨リニア実験線全線

で走行試験を開始することができた。 

 

４．えちぜん鉄道 

連続立体交差事業に伴う仮線は、路盤

工事、電気工事、設備工事を完成させ、

平成 27 年 9 月にえちぜん鉄道(株)に引

き渡した。また、計画線は、土木構造物

を平成 29 年度初めに完成させるととも

に、設備工事（建築、電気及び軌道工事）

を着実に推進した。 

 

５．つくばエクスプレス 

つくばエクスプレス線車両基地入出

庫線複線化のための土木、軌道及び電気

工事を完成させ、平成 29 年 3 月に首都

圏新都市鉄道(株)に施設を引き渡した。 

 

６．中央新幹線 

建設工事について、関係機関との連

携・調整を図りながら、事業を着実に推

進した。 

 

７．鉄道整備計画に関する調査 

また、えちぜん鉄道連続立体交差

事業についても平成 30 年度の完成

を目指し、着実に工事を進捗させて

いる。 

さらに、今期においては、三陸鉄

道（北リアス線・南リアス線）の復

旧工事に取り組み、大規模災害の復

旧工事を迅速かつ確実に推進し完

了させたことにより、機構が有する

総合的技術力、中立性を活かして社

会に貢献した。 

 

［鉄道分野の技術力を活用した支援］ 

評定：Ｂ 

根拠：中期目標における所期の目標を

達成していると考えられるため。 

 

＜課題と対応＞ 

［受託業務］ 

・昨今の社会情勢の変化に伴い、建設

コストの上昇や労働力不足等工事実

施に関する課題を踏まえ、今後の工事

の実施について関係者との調整を十

分に行い、事業を進めていく。 

 

［鉄道分野の技術力を活用した支援］ 

・なし 

の鉄道整備の計画に
関する調査等を実施
した。 
このうち、三陸鉄

道の復旧工事にあた
っては、現地に建設
所を設置することで
短期間での工事完了
に努めるほか、本社
内に復旧支援チーム
を立ち上げ、技術開
発検討を行い、地震
と津波に強い構造物
の技術開発及び実用
化を図るなど、壊滅
的な打撃を受けた同
社路線が２年半を経
て全面復旧したこと
に大きく貢献した。
このことから、機構
は、２６年４月には
三陸鉄道（株）社長
から表彰を受けたこ
とは大きく評価でき
るが、中期期間中全
般的には、所期の目
的を大きく上回ると
まではいえず、Ｂ評
価とした。 
 
＜今後の課題＞ 
特になし。 
 
＜その他事項＞ 
（外部有識者からの
意見） 
・４件の受託業務の
うち、東日本大震災
の影響を直接受ける
ことになった２つの
事業については、難
易度が上がる中適切
に事業を管理してい
る。 
・機構の技術力を活
用して受託した６路
線の業務の内、４路
線の業務を完了させ
て地域の発展に貢献
したことは高く評価
できる。 
・三陸鉄道の復旧工
事を迅速に推進し、
完了させたことは、
震災復興のシンボル
として東北地方被災
地に明るい気持ちを
起こさせた。 

整備の計画に関する
調査等を実施した。 
このうち、三陸鉄

道の復旧工事にあた
っては、現地に建設
所を設置することで
短期間での工事完了
に努めるほか、本社
内に復旧支援チーム
を立ち上げ、技術開
発検討を行い、地震
と津波に強い構造物
の技術開発及び実用
化を図るなど、壊滅
的な打撃を受けた同
社路線が２年半を経
て全面復旧したこと
に大きく貢献した。
このことから、機構
は、平成２６年４月
には三陸鉄道（株）社
長から表彰を受けた
ことは大きく評価で
きる。 
さらに、現在実施

している工事につい
ても、えちぜん鉄道
連続立体交差事業に
伴う仮線工事の完
成・引渡しに続いて、
計画線土木構造物を
完成させ、設備工事
を着実に推進させる
とともに、中央新幹
線建設工事について
も、着実に推進して
いるなど、中期目標
における所期の目標
をを達成していると
認められ、Ｂ評定と
した。 
 
＜今後の課題＞ 
特になし。 
 
＜その他事項＞ 
（外部有識者からの
意見） 
・東日本大震災復興
事業の影響による資
材と人員確保の困難
を克服し、予定通り
事業を実施したこと
は評価できる。 
・着実な受託業務の
達成を得ている。 
・極めて難易度の高
い多様な 4 つの事業
を、北陸・北海道新幹
線の開業期に完了さ
せたことは特筆に値
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平成 25 年度から平成 29年度までに、

地方公共団体及び鉄道事業者から要請

のあった7件の鉄道整備の計画に関する

調査を実施した。 

 

［鉄道分野の技術力を活用した支援］ 

鉄道事業者、地方公共団体等からの要

請を踏まえ、「鉄道ホームドクター制度」

を通じ、鉄道施設の補修等に関わる資料

提供、アドバイス等の技術支援を行っ

た。 

また、鉄道事業者、地方公共団体等か

らの要請に応じ、「交通計画支援システ

ム（ＧＲＡＰＥ）」を活用した分析及び資

料を提供するとともに、鉄道助成等の情

報及び資料を提供した。 

さらに、機構が主催する「地方鉄道支

援に関する情報交換会」及び鉄道協会等

が主催する各種会議において、支援事業

の取組状況などの情報交換や機構の技

術的支援の情報発信を実施し、鉄道ホー

ムドクター制度の一層の利用促進を図

った。 

する。 

 
４．その他参考情報 
特になし。 
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様式１－２－４－１ 中期目標管理法人 中期目標期間評価 項目別評定調書（国民に対して提供するサービスその他業務の質の向上に関する事項）様式 

 
１．当事務及び事業に関する基本情報 

１．（１）④ 鉄道建設に係る業務の質の向上に向けた取組み 

業務に関連する政策・施

策 
政策目標 Ⅷ 都市・地域交通等の快適性、利便性の向上 
施策目標 26 鉄道網を充実活性化させる 

当該事業実施に係る根拠（個

別法条文など） 
[品質の向上][技術開発の推進][開発成果の公表] 

・独立行政法人鉄道建設・運輸施設整備支援機構法（平成 14 年法律第 180 号）第 13

条第 1項第 1号、第 2号及び第 10号 

[工事関係事故防止活動の推進] 

・労働安全衛生法（昭和 47 年法律第 57号） 

当該項目の重要度、難易

度 
 関連する政策評価・行政事業

レビュー 
 

 
２．主要な経年データ 
 ①主要なアウトプット（アウトカム）情報  ②主要なインプット情報（財務情報及び人員に関する情報） 

指標等 達成目標 基準値 
（前中期目標期間最

終年度値等） 

２５年度 ２６年度 ２７年度 ２８年度 ２９年度  ２５年度 ２６年度 ２７年度 ２８年度 ２９年度 

        予算額（千円） 858,520,362 842,968,601 753,766,003 782,555,777 676,331,212 
        決算額（千円） 855,409,670 818,624,036 734,811,517 747,390,864 638,145,307 

        経常費用（千円） 418,854,716 345,291,749 360,827,806 376,066,640 366,394,087 
        経常利益（千円） 867,968 949,622 713,656 414,464 439,290 
        行政サービス実施コ

スト（千円） 
84,799,943 86,904,633 130,286,139 140,214,620 140,090,823 

        従事人員数 1,466 1,459 1,454 1,449 1,444 
注）予算額、決算額は支出額を記載。人件費については共通経費分を除き各業務に配賦した後の金額を記載 

３．中期目標期間の業務に係る目標、計画、業務実績、中期目標期間評価に係る自己評価及び主務大臣による評価 
 中期目標 中期計画 主な評価指標等 法人の業務実績・自己評価 主務大臣による評価 

業務実績 自己評価 （見込評価） （期間実績評価） 
 ③鉄道建設に係る業務の質の向上に

向けた取組み 

鉄道建設に係る業務について、経

済性を確保しながら品質の維持・一

層の向上を図るとともに、安全にか

つ工期どおりに建設するため、以下

の取組みを推進する。 

まず、施工管理の徹底や職員の技

術力向上のための取組み等を通じ

て、経済性を確保しながら品質の維

持・一層の向上を図る。 

また、良質な鉄道を経済的に安全

にかつ工期どおりに建設する能力を

④鉄道建設に係る業務の質の向上に

向けた取組み 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

良質な鉄道を建設するために、必

要に応じて技術基準類の整備と工事

＜主な定量的指標＞ 

・設定なし 

 

＜その他の指標＞ 

・設定なし 

 

＜評価の視点＞ 

・中期目標における所期の目標を達

成しているかどうか等。 

＜主要な業務実績＞ 

［品質の向上］ 

鉄道建設に係る技術基準類の制

定・改定作業（39 件）を実施し、関

係者に周知・徹底した。 

また、経験年数を踏まえた段階的

な技術系統別の研修や施工監理講

習を引き続き実施し、業務の質の向

上に努めた。 

業務に関連する資格取得につい

て、既資格取得者による指導等の支

援を継続して実施し、業務に関連す

る技術士等の資格取得を促進した。 

＜自己評価＞ 

［品質の向上］ 

評定：Ｂ 

根拠：中期目標における所

期の目標を達成している

と考えられるため。 

 

［技術開発の推進］ 

評定：Ａ 

根拠：中期目標における所

期の目標を達成している

ことに加え、土木学会技

術賞など基幹学会の高い

評定 Ｂ 評定 Ｂ 
＜評定に至った理由
＞ 
鉄道建設にかかる

業務の質の向上につ
いては、一層の品質
向上とコスト縮減等
を図るため、各路線
のニーズに基づき、
業務分野ごとに、技
術開発を推進し、機
構が行った事業や開
発した技術は、土木
学会技術賞や鉄道建
築協会賞をはじめ
様々な賞を受賞して

＜評定に至った理由
＞ 
鉄道建設にかかる

業務の質の向上につ
いては、一層の品質
向上とコスト縮減等
を図るため、各路線
のニーズに基づき、
業務分野ごとに、技
術開発を推進し、機
構が行った事業や開
発した技術は、土木
学会技術賞や鉄道建
築協会賞をはじめ
様々な賞を受賞して
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高める観点から、一層高度な技術の

開発を推進するとともに、その成果

について積極的な広報及び効果的な

活用に努める。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

さらに、鉄道建設コストについて、

建設後の安全性確保を前提として、

国の公共事業コスト構造改善の趣旨

を踏まえて実施しているコスト縮減

策の効果を検証した上で、一層の縮

減に努めるとともに、その取組み・

効果をホームページ等国民に分かり

やすい形で公表する。 

 

 

また、鉄道建設工事に当たって

は、工事の安全性の維持・向上を目

指し、工事発注機関として、毎年度

具体的な重点実施項目を定め、受注

者に対して指導等を図ることによ

り、工事関係事故防止に係る啓発活

動を推進する。 

 

の検査を充実させる対策を進め、品

質管理・施工監理について徹底を図

るとともに、鉄道建設業務の遂行に

必要な技術力の向上及び承継のため

に、講習や資格取得の支援等を通じ

て、持続的な業務の質の向上に努め

る。 

また、これまでに蓄積してきた施

工経験を基に、各業務分野において

事業を推進する過程で必要となる調

査、設計、施工技術の開発・改良に

係る技術開発を推進し、その成果を

鉄道建設業務に活用するとともに、

建設技術に係る各種学会等へ積極的

に参加して、その発表会等を通じて

公表していく。 

 

さらに、国の公共事業コスト構造

改善の趣旨を踏まえつつ、現在実施

している総合コスト構造改善策の効

果を検証した上で、技術開発等によ

り、一層の鉄道建設コスト縮減に努

めるとともに、コスト縮減の取組み・

効果については、引き続きホームペ

ージ等国民に分かりやすい形で公表

する。 

 

また、工事発注機関として、過去

に発生した事故の種別や原因を分析

し、再発防止のため、重点実施項目

を定め、受注者に対する指導及び情

報の共有化を図ることにより、工事

関係事故防止に係る啓発活動の推進

に努める。 

 

 

［技術開発の推進］ 

 品質向上とコスト縮減等を図る

ため、各路線のニーズに基づき、調

査、土木（山岳トンネル、都市トン

ネル、橋りょう、土構造）、設備（軌

道、機械、建築、電気）の業務分野

ごとに技術開発を推進した。また、

技術開発テーマにおける成果の活

用も行った。 

さらに、機構が行った事業や開発

した技術に対して、土木学会技術賞

や鉄道建築協会賞をはじめ様々な

賞を受賞した。 

 

［開発成果の公表］ 

 鉄道分野を中心とした技術の発

展に貢献するため、機構職員が(公

社)土木学会をはじめとする学会等

の各種委員会に広く参加した。これ

により、学会の技術基準類（土木学

会トンネル標準示方書）の制定・改

定に貢献した。 

鉄道建設技術に関する開発成果

を広く社会へ還元するため、各種学

会等への論文発表・投稿により開発

成果を公表した。 

今中期目標期間中は全体の論文

発表・投稿は 540 件であり、これら

の論文発表・投稿のうち、105 件（う

ち英文 29 件）は外部の専門家によ

る査読付きである。また、投稿した

論文のうち、28 件（うち英文 1件）

については学会等から各種の賞を

授与された。 

 

［鉄道建設コストの縮減］ 

 毎年度、コスト構造改善策を策定

し実行した。これにより、平成 19 年

度と比較した平成 29 年度の総合コ

スト改善額（注 1）は約 196 億円、

総合コスト改善率（注 2）は約 5.8％

となった。 

 また、コスト構造改善の実施状況

について、毎年度のコスト構造改善

の実施状況をホームページで図を

用いた具体的事例として示し、国民

にわかりやすい形で公表した。 

このほか、「コスト構造改善プロ

位置づけの賞を複数受賞

しているため。 

 

［開発成果の公表］ 

評定：Ｂ 

根拠：中期目標における所

期の目標を達成している

と考えられるため。 

 

［鉄道建設コストの縮減］ 

評定：Ｂ 

根拠：中期目標における所

期の目標を達成している

と考えられるため。 

 

［工事関係事故防止活動の

推進］ 

評定：Ｂ 

根拠：中期目標における所

期の目標を達成している

と考えられるため。 

 

＜課題と対応＞ 

［品質の向上］ 

・なし 

 

［技術開発の推進］ 

・なし 

 

［開発成果の公表］ 

・なし 

 

［鉄道建設コストの縮減］ 

・なし 

 

［工事関係事故防止活動の

推進］ 

 期中末に事故が多発した

ことを受けて、事故状況の

分析等を反映した事故防止

重点実施項目を本社事故防

止委員会で決定し、それに

基づき各工区の事故防止具

体策を策定するよう受注者

に対して指示した。特に死

亡事故や第三者災害を引き

起こす恐れのあるトンネル

工事及び桁架設について

は、個別の項目について事

いる。 
このような開発成

果を広く社会へ還元
するため、各種学会
等への論文発表・投
稿により開発成果を
公表し、本中期期間
中の全体の論文発
表・投稿は４７９件
のうち２１件につい
ては学会等から各種
の賞を授与されるな
ど、技術開発やその
公表等の取り組みに
ついては大いに評価
できる。 
その他、鉄道建設

コスト縮減策の効果
を検証した上で、一
層のコスト縮減等に
努め、工事の安全性
の維持・向上を目指
し、工事発注機関と
して、毎年度具体的
な重点実施項目を定
め、受注者に対して
指導等を図ることに
より、工事関係事故
防止に係る啓発活動
を推進するなど、所
期の目標を達成して
いるものと認められ
Ｂ評価とした。 
 
＜今後の課題＞ 
特になし。 
 
＜その他事項＞ 
（外部有識者からの
意見） 
・技術開発の推進で
は恒常的に高い評価
を受けており、Ａ評
価が適当である。 
・とりわけ、ニーズ
に対応した技術開発
に取り組んだ結果、
関連する学会や協会
より卓越した成果と
して評価され、数多
くの受賞の英に輝い
たことは、高く評価
できる。 
・着実な成果と思い
ます。社会実装を忘
れずに継続したテー
マ設定を今後も続け
て欲しい。 

いる。 
このような開発成果
を広く社会へ還元す
るため、各種学会等
への論文発表・投稿
により開発成果を公
表し、本中期期間中
の全体の論文発表・
投稿５４０件のうち
２４件については学
会等から各種の賞を
授与されるなど、技
術開発やその公表等
の取り組みについて
は大いに評価でき、
所期の目標を十分に
達成しているものと
認められる。 
その他、鉄道建設

コスト縮減について
は、毎年度着実にコ
スト削減を図り、平
成２９年度について
は５．８％のコスト
縮減を図っている。
また、その効果を検
証した上で、一層の
コスト縮減等に努め
ている。 
工事の安全性の維

持・向上を目指し、工
事発注機関として、
毎年度具体的な重点
実施項目を定め、受
注者に対して指導等
を図ることにより、
工事関係事故防止に
係る啓発活動を推進
するなど、中期目標
における所期の目標
を達成していると認
められ、Ｂ評定とし
た。 
 
＜今後の課題＞ 
特になし。 
 
＜その他事項＞ 
（外部有識者からの
意見） 
・中期計画を着実に
実施している。 
・技術開発において
は、設計施工に関わ
る実務への実装まで
を達成しているもの
も複数あり、品質確
保とコスト縮減の両
者を備えたものがあ
る。 
・中期では受賞は 23
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ジェクトチーム会議」を毎年度開催

し、各地方機関において実施してい

るコスト構造改善施策の全社的な

情報共有を図り、実施状況の検証を

行うことにより、更なるコスト構造

改善施策の実施に努めた。 

（注 1）「総合コスト改善額」とは、

平成 19 年度における標準的な公共

事業のコストを基準として算出し

た工事コスト改善額、ライフサイク

ルコスト（将来の維持管理費）の改

善額及び社会的コスト（Co2 排出低

減量の貨幣換算）の改善額の合計 

（注 2）「総合コスト改善率」とは、

（工事コスト改善額＋ライフサイ

クルコストの改善額＋社会的コス

トの改善額）／（発注工事費＋工事

コスト改善額 

 

［工事関係事故防止活動の推進］ 

 過去に発生した事故の分析結果

及び当該年度の工事内容を考慮し

て、「事故防止対策委員会」（委員長：

副理事長）において各年度の重点実

施項目を設定するとともに、各地方

機関においても重点実施項目を設

定し、建設所における安全協議会を

通じ周知徹底を図った。 

また、重点実施項目の取組状況確

認のため、各地方機関を対象とした

本社幹部による工事事故防止監査

を実施した。 

さらに、事故が発生した際にはそ

の都度速報を受けるとともに、事故

原因の究明や再発防止策の検討を

行い、これらを各地方機関を通じ受

注者へ情報提供を行い、同種事故の

再発防止の安全意識の向上を図っ

た。 

このほか、事故対策本部設置･運

営訓練を実施した。 

故防止具体策を策定するこ

とで重大事故防止の啓発活

動を行うこととした。 

件に上っており、機
構の技術開発力の優
秀さを実証してい
る。 

 
４．その他参考情報 
 特になし。 
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様式１－２－４－１ 中期目標管理法人 中期目標期間評価 項目別評定調書（国民に対して提供するサービスその他業務の質の向上に関する事項）様式 

 
１．当事務及び事業に関する基本情報 

１．（１）⑤ 我が国鉄道技術の海外展開に向けた取組みに対する技術協力 

関連する政策・施策 政策目標 Ⅻ 国際協力、連携等 
施策目標 43 国際協力、連携等を推進する 

当該事業実施に係る根拠（個

別法条文など） 
 

当該項目の重要度、難易

度 
 関連する政策評価・行政事業

レビュー 
 

 
２．主要な経年データ 
 ①主要なアウトプット（アウトカム）情報  ②主要なインプット情報（財務情報及び人員に関する情報） 

指標等 達成目標 基準値 
（前中期目標期間最

終年度値等） 

２５年度 ２６年度 ２７年度 ２８年度 ２９年度  ２５年度 ２６年度 ２７年度 ２８年度 ２９年度 

        予算額（千円） 858,520,362 842,968,601 753,766,003 782,555,777 676,331,212 
        決算額（千円） 855,409,670 818,624,036 734,811,517 747,390,864 638,145,307 

        経常費用（千円） 418,854,716 345,291,749 360,827,806 376,066,640 366,394,087 
        経常利益（千円） 867,968 949,622 713,656 414,464 439,290 
        行政サービス実施コ

スト（千円） 
84,799,943 86,904,633 130,286,139 140,214,620 140,090,823 

        従事人員数 1,466 1,459 1,454 1,449 1,444 
注）予算額、決算額は支出額を記載。人件費については共通経費分を除き各業務に配賦した後の金額を記載 

３．中期目標期間の業務に係る目標、計画、業務実績、中期目標期間評価に係る自己評価及び主務大臣による評価 
 中期目標 中期計画 主な評価指標等 法人の業務実績・自己評価 主務大臣による評価 

業務実績 自己評価 （見込評価） （期間実績評価） 
 ④我が国鉄道技術の海外展開に向

けた取組み 

 我が国は鉄道分野について世界

に誇れる高い技術力を有してお

り、唯一の新幹線建設主体である

機構が有する同分野の技術力を広

く総合的に活用し、国土交通省の

関連施策との連携を図りながら、

海外の鉄道関係者に対する支援を

積極的に推進するとともに、我が

国の鉄道システムの海外展開（コ

ンサルティング機能強化を含む）

に向けた国、関係団体等による取

組みに対して、機構の技術力や知

見を活用できる範囲で協力を行

う。 

⑤我が国鉄道技術の海外展開に向

けた取組みに対する技術協力 

国等が進める我が国鉄道技術の

海外展開、及びそれに伴うコンサ

ルティング機能強化に向けた取組

みに対し協力する。具体的には、機

構がこれまでに培ってきた総合的

な技術力や経験を活用して、専門

家派遣、各国の要人や研修員受入

れ等の人的支援を行う。 

さらに、機構が我が国公的機関

の一つとして実施する国際貢献と

して、必要に応じて海外の鉄道建

設関係の機関等との技術的な交流

等を実施する。 

＜主な定量的指標＞ 

・設定なし 

 

＜その他の指標＞ 

・設定なし 

 

＜評価の視点＞ 

・中期目標における所期の目標を

達成しているかどうか等。 

＜主要な業務実績＞ 

国土交通省等関係機関と連携

を図りつつ、海外への専門家派

遣及び各国研修員等の受入れを

実施し、同省が進める我が国鉄

道技術の海外展開に協力した。

今中期目標期間中には、専門家

派遣は 27か国、計 178 名、研修

員等受入は 45か国、735 名とな

った。特に、新幹線インフラの

海外展開として初めての国家的

なプロジェクトであるインド高

速鉄道プロジェクトには、機構

は構想段階から協力し、平成 27

年 12 月には日印でムンバイ・ア

ーメダバード間について新幹線

システムの導入で日印政府間が

＜自己評価＞ 

評定：Ｂ 

根拠：中期目標における所期の

目的を達成していると考えら

れるため。 

 

＜課題と対応＞ 

・なし 

 

評定 Ｂ 評定 Ｂ 
＜評定に至った理由＞ 
国土交通省等関係機

関と連携を図りつつ、
海外への専門家派遣及
び各国研修員等の受入
を実施するほか、鉄道
にかかる国際会議への
出席、規格の国際標準
化に向けた取り組みな
ど、政府が進める我が
国鉄道技術の海外展開
に協力した。 
海外高速鉄道プロジ

ェクトへの技術協力に
ついては、特に、インド
高速鉄道案件には構想
段階から職員を派遣す
るなど積極的に協力
し、平成２７年１２月
の日印でムンバイ～ア

＜評定に至った理由＞ 
 機構は、国土交通省
等関係機関と連携を図
りつつ、海外への専門
家派遣及び各国の研修
員等の受入れを実施す
るほか、各種の国際会
議に出席し、日本の鉄
道建設に係る技術力の
アピール等に努めた。
さらに、鉄道技術の国
際標準化に向けた取り
組みなど、政府が進め
る我が国鉄道技術の海
外展開に協力した。 
 特に、インド高速鉄
道プロジェクトについ
ては、構想段階から職
員を派遣するなど積極
的に協力し、新幹線シ
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合意され、平成 28年 3月には高

速鉄道に係る制度整備支援プロ

ジェクトが開始、平成 28 年 12

月より、高速鉄道建設事業詳細

設計調査が開始され、人的な支

援を行っている。 

ーメダバード間につい
て、新幹線システムの
導入で日印政府間が合
意の一助となるととも
に、さらに、合意を受け
て、機構職員へのＪＩ
ＣＡへの派遣や、技術
基準／設計支援委員会
に機構職員が参加させ
るなど、継続的に協力
しているところ、本プ
ロジェクトに大きく貢
献することなど、所期
の目標を達成している
ものと認められること
からＢ評価とした。 
 
＜今後の課題＞ 
特になし。 
 
＜その他事項＞ 
（外部有識者からの意
見） 
・中期目標には「連携」
とあるが、機構が国土
交通省の対等なパート
ナーとして機能してい
るようにはみえない。
連携して海外事業を開
拓するには機構の法人
としての独立性を高め
権限を強める方向で再
検討する必要があるの
ではないか。 
・継続的な取り組みは
評価できる。 
・我が国鉄道インフラ
の国際展開に資するよ
うな体制を本格的に充
実すべき時期に来てい
るのではないか。国と
しての対応が求められ
ている。 
・インド高速鉄道の対
応は今後、益々、日本に
とっても重きが置かれ
るものと予想されま
す。 

ステムを利用して整備
すること等を内容とす
る日印両政府間の協力
覚書の締結の一助とな
った。また、当該覚書の
締結後も、機構職員の
ＪＩＣＡへの派遣や、
技術基準／設計支援委
員会への機構職員の参
加など、継続的に協力
し、本プロジェクトの
推進に大きく貢献して
いる。 
 このほか、今中期目
標期間中には、専門家
派遣は２７か国、計１
７８人、研修員等の受
入れは４５か国、計７
３５人となるなど、専
門家派遣、各国の要人
や研修員受入れ等の人
的支援を着実に実施し
ていると認められるこ
とから、Ｂ評定とした。 
 
＜今後の課題＞ 
特になし。 
 
＜その他事項＞ 
（外部有識者からの意
見） 
・日本の技術を海外に
普及させるべく鉄道の
国際規格策定の会議の
場をリードするような
人材の育成が急務であ
る。 
・インド高速鉄道への
支援は、日本のインフ
ラ輸出の先兵としての
試金石となろう。人材
育成を含む中期的視点
から、今後も有効な事
業執行を期待する。 
・目標通りの成果を上
げた。 
・今後、海外インフラ
展開法が施行され、本
来業務として海外業務
を行っていく際には、
報酬を得て業務を行っ
ていくことが必要であ
ると考える。 

 
４．その他参考情報 
 特になし。 
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様式１－２－４－１ 中期目標管理法人 中期目標期間評価 項目別評定調書（国民に対して提供するサービスその他業務の質の向上に関する事項）様式 

 
１．当事務及び事業に関する基本情報 

１．（２） 鉄道施設の貸付・譲渡の業務等 

業務に関連する政策・施

策 
政策目標 Ⅷ 都市・地域交通等の快適性、利便性の向上 
施策目標 26 鉄道網を充実活性化させる 

当該事業実施に係る根拠（個

別法条文など） 
独立行政法人鉄道建設・運輸施設整備支援機構法（平成 14年法律第 180 号)第 13 条第

1項、附則第 9条及び附則第 11 条第 1項第 1号 

当該項目の重要度、難易

度 
 関連する政策評価・行政事業

レビュー 
 

 
２．主要な経年データ 
 ①主要なアウトプット（アウトカム）情報  ②主要なインプット情報（財務情報及び人員に関する情報） 

指標等 達成目標 基準値 
（前中期目標期間最

終年度値等） 

２５年度 ２６年度 ２７年度 ２８年度 ２９年度  ２５年度 ２６年度 ２７年度 ２８年度 ２９年度 

        予算額（千円） 858,520,362 842,968,601 753,766,003 782,555,777 676,331,212 
        決算額（千円） 855,409,670 818,624,036 734,811,517 747,390,864 638,145,307 

        経常費用（千円） 418,854,716 345,291,749 360,827,806 376,066,640 366,394,087 
        経常利益（千円） 867,968 949,622 713,656 414,464 439,290 
        行政サービス実施コ

スト（千円） 
84,799,943 86,904,633 130,286,139 140,214,620 140,090,823 

        従事人員数 1,466 1,459 1,454 1,449 1,444 
注）予算額、決算額は支出額を記載。人件費については共通経費分を除き各業務に配賦した後の金額を記載 

３．中期目標期間の業務に係る目標、計画、業務実績、中期目標期間評価に係る自己評価及び主務大臣による評価 
 中期目標 中期計画 主な評価指標等 法人の業務実績・自己評価 主務大臣による評価 

業務実績 自己評価 （見込評価） （期間実績評価） 
 ⑤鉄道施設の貸付・譲渡の業務

等 

鉄道施設に係る貸付料及び譲

渡代金による調達資金の確実な

回収に当たっては、毎年度回収

計画を策定し、確実な回収を図

る。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（２）鉄道施設の貸付・譲渡の

業務等 

整備新幹線事業として実施し

ている北陸新幹線（長野・金沢

間）及び北海道新幹線（新青森・

新函館北斗間）について、それ

ぞれの完成後、各営業主体に対

して貸付を行う。また、主要幹

線及び大都市交通線で国土交通

大臣が指定する貸付期間が経過

した区間について、貸付してい

る各鉄道事業者に対して譲渡を

行う。 

鉄道事業者に対して貸付又は

譲渡した鉄道施設について、機

構の調達資金を確実に返済・償

還するため、毎年度、事業者ご

＜主な定量的指標＞ 

・設定なし 

 

＜その他の指標＞ 

・設定なし 

 

＜評価の視点＞ 

・中期目標における所期の目標

を達成しているかどうか等。 

＜主要な業務実績＞ 

北陸新幹線（長野・金沢間）及び北海

道新幹線（新青森・新函館北斗間）につ

いて、それぞれの完成後、各営業主体

に対して貸付を行った。また、主要幹

線及び大都市交通線で国土交通大臣が

指定する貸付期間（40年間）が経過し

た区間について、貸付している各鉄道

事業者に対して譲渡を行った。 

鉄道事業者に対し貸付を行っている

鉄道施設の貸付料及び鉄道事業者に対

し譲渡を行った鉄道施設の譲渡代金に

ついて、各年度の要回収額を全額回収

した。 

なお、国土交通大臣が指定する譲渡

代金の償還期間（25 年間）が変更され

た事業者については、毎年度決算終了

＜自己評価＞ 

評定：Ｂ 

根拠：中期目標における所期の目

標を達成していると考えられる

ため。 

 

＜課題と対応＞ 

・なし 

 

評定 Ｂ 評定 Ｂ 
＜評定に至った理由＞ 
本中期期間におい

て、鉄道施設にかかる
貸付料及び譲渡代金の
要回収額についてはい
ずれも全額回収する予
定であり、所期の目標
を達成していることか
らＢ評価とした。 
 
＜今後の課題＞ 
特になし。 
 
＜その他事項＞ 
（外部有識者からの意
見） 
・所期の目的を達成し
ている。 

＜評定に至った理由＞ 
見込評価時から引き

続き計画に沿った着実 
な実施が行われている
ことから、中期目標に
おける所期の目標を達
成していると認めら
れ、Ｂ評定とした。 
 
＜今後の課題＞ 
特になし。 
 
＜その他事項＞ 
（外部有識者からの意
見） 
・中期計画を着実に実
施している。 
・目標通りの成果を上
げた。 
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さらに、並行在来線への支援

のため、特例業務勘定から建設

勘定への繰入れにより、日本貨

物鉄道株式会社に対して貨物調

整金を交付する。 

 

とに貸付料及び譲渡代金の回収

計画を設定し、その全額を確実

に回収する。なお、償還期間の

変更を実施した事業者について

は、毎年度決算終了後経営状況

等の把握を図り、償還確実性を

検証する。 

 

さらに、並行在来線への支援

のため、特例業務勘定から建設

勘定への繰入れにより、日本貨

物鉄道株式会社に対して貨物調

整金を交付する。 

後ヒアリング等により経営状況等の把

握を図り、償還確実性を検証した。 

さらに、並行在来線への支援のため

の貨物調整金について、各年度特例業

務勘定から建設勘定への繰入れによ

り、国土交通大臣の承認を受けた金額

をＪＲ貨物に対して交付した。 

 
４．その他参考情報 
 特になし。 
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様式１－２－４－１ 中期目標管理法人 中期目標期間評価 項目別評定調書（国民に対して提供するサービスその他業務の質の向上に関する事項）様式 

 
１．当事務及び事業に関する基本情報 

１．（３） 鉄道助成業務 

業務に関連する政策・施

策 
政策目標 Ⅷ 都市・地域交通等の快適性、利便性の向上 
施策目標 26 鉄道網を充実活性化させる 

当該事業実施に係る根拠（個

別法条文など） 
独立行政法人鉄道建設・運輸施設整備支援機構法（平成 14 年法律第 180 号）第 13 条

第 2項及び附則第 11 条第 3項 

当該項目の重要度、難易

度 
 関連する政策評価・行政事業

レビュー 
 

 
２．主要な経年データ 
 ①主要なアウトプット（アウトカム）情報  ②主要なインプット情報（財務情報及び人員に関する情報） 

指標等 達成目標 基準値 
（前中期目標期間最

終年度値等） 

２５年度 ２６年度 ２７年度 ２８年度 ２９年度  ２５年度 ２６年度 ２７年度 ２８年度 ２９年度 

第三者委員会

の開催 

毎年(計画) 

2 回以上 

－ （実績） 

2 回開催 

（実績） 

3 回開催 

（実績） 

2 回開催 

（実績） 

2 回開催 

（実績） 

2 回開催 
予算額（千円） 

613,656,242 589,300,286 533,034,255 1,994,877,091 
1,729,469,329 

職員研修の実

施 

毎年(計画) 

10 回以上 

－ （実績） 

13 回開催 

（実績） 

11 回開催 

（実績） 

14 回開催 

（実績） 

14 回開催 

（実績） 

14 回開催 

決算額（千円） 
611,153,268 587,019,504 526,763,460 1,989,761,019 

1,731,315,418 

        経常費用（千円） 644,087,824 622,765,967 563,498,738 515,507,742 244,377,289 
        経常利益（千円） △58,604,503 △60,894,601 △63,264,708 △55,305,216 △42,131,864 
        行政サービス実施コ

スト（千円） 
148,575,015 160,051,914 160,332,442 154,498,843 

148,481,367 

        従事人員数 45 45 45 45 34 
注）予算額、決算額は支出額を記載。人件費については共通経費分を除き各業務に配賦した後の金額を記載 

３．中期目標期間の業務に係る目標、計画、業務実績、中期目標期間評価に係る自己評価及び主務大臣による評価 
 中期目標 中期計画 主な評価指標等 法人の業務実績・自己評価 主務大臣による評価 

業務実績 自己評価 （見込評価） （期間実績評価） 
 （２）鉄道助成業務 

機構では、交通インフラ・ネットワ

ークの機能拡充・強化に資するため、

整備新幹線、都市鉄道・主要幹線鉄道

等、鉄道技術開発及び鉄道の安全・防

災対策に対する補助等による支援及

び新幹線譲渡代金、無利子貸付資金等

の回収を適正かつ効率的に実施する。 

 

①確実な処理・適正かつ効率的な執行 

鉄道関係業務の資金の移動（勘定間

繰入・繰戻）及び補助金交付について、

第三者委員会の助言等も活用しなが

ら、法令その他による基準に基づき確

実に処理するとともに、標準処理期間

（３）鉄道助成業務 

機構は、交通インフラ・ネットワー

クの機能拡充・強化に資するため、整

備新幹線、都市鉄道・主要幹線鉄道等、

鉄道技術開発及び鉄道の安全・防災対

策に対する補助等による支援及び新

幹線譲渡代金、無利子貸付資金等の回

収を適正かつ効率的に実施していく。 

 

勘定間繰入・繰戻及び補助金交付業

務等について、法令その他による基準

及び標準処理期間（補助金等支払請求

から支払まで３０日以内、国の補助金

の受入から給付まで７業務日以内）を

遵守しつつ、誤処理なく適正にかつ効

＜主な定量的指標＞ 

・勘定間繰入・繰戻及び補助金交付業

務等の処理（補助金等支払請求から支

払まで 30 日以内、国の補助金受入か

ら給付まで 7業務日以内）、第三者委

員会の開催（2 回以上）、職員研修の

実施（10 回以上）、債権回収・債務償

還の実施（約定期日及び金額の延滞な

し） 

 

＜その他の指標＞ 

・設定なし 

 

＜評価の視点＞ 

・中期目標における所期の目標を達

＜主要な業務実績＞ 

 鉄道助成に係る勘定間繰

入・繰戻及び補助金交付・受

入については、全ての受払い

について適正に執行した。 

業務の充実強化について

は、「鉄道助成業務の審査等

に関する第三者委員会」（委

員長：杉山雅洋、早稲田大学

名誉教授）を開催し、委員会

からの改善意見は、適宜、業

務運営へ反映した。 

審査ノウハウの継承と職

員のスキルアップのため、職

員研修等を開催し、情報の共

＜自己評価＞ 

評定：Ｂ 

根拠：中期目標における所

期の目標を達成している

と考えられるため。 

 

＜課題と対応＞ 

・なし 

 

評定 Ｂ 評定 Ｂ 
＜評定に至った理由＞ 
鉄道助成に係る補助

等のによる支援、新幹
線譲渡代金等の回収に
ついて適正に執行しす
るほか、「鉄道助成業務
の審査等に関する第三
者委員会」の開催や、職
員研修等の実施により
業務遂行に係る効率性
の向上に努めている。
また、新幹線に係る債
務等についても確実に
償還しており。所期の
目標を達成しているこ
とからＢ評価とした。 
 

＜評定に至った理由＞ 
見込評価時から引き

続き計画に沿った着実 
な実施が行われている
ことから、中期目標に
おける所期の目標を達
成していると認めら
れ、Ｂ評定とした。 

 
＜今後の課題＞ 
特になし。 
 
＜その他事項＞ 
（外部有識者からの意
見） 
・中期計画を着実に実
施している。 
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内に適正かつ効率的に執行する。 

 

 

 

 

 

 

 

 

②助成制度に関する情報提供等の推

進 

鉄道事業者等による各種助成制度

の効果的な活用を支援するため、情報

提供や周知活動を積極的に推進する。 

 

③債権の確実な回収等 

新幹線譲渡代金、無利子貸付資金

等について、確実な回収を図るとと

もに、既設四新幹線に係る債務等に

ついて、約定等に沿った償還を行

う。 

率的に執行する。また、「鉄道助成業

務の審査等に関する第三者委員会」か

らの改善意見は１年以内に業務運営

に反映させること、及び審査ノウハウ

の承継、スキルアップのための職員研

修等を実施することにより、業務遂行

に係る効率性の向上等、鉄道助成業務

の更なる充実強化を図る。 

 

また、助成制度に対する鉄道事業者

等の理解促進を図るための周知活動

を行うとともに、助成対象事業の効果

的な実施を支援するための技術情報

等を収集・提供する。 

 

さらに、新幹線譲渡代金、無利子貸

付資金等について約定等に基づく確

実な回収を図り、既設四新幹線に係る

債務等について約定等に沿った償還

を行う。 

成しているかどうか等。 有化を図った。 

助成事業の理解促進を図

るための周知活動を行うと

ともに、助成対象事業の効果

的な実施を支援するための

情報収集・分析を実施した。 

補助金の不正受給・不正使

用の防止を徹底するため、法

令遵守とともに、不正受給・

不正使用を行った場合の措

置について改めて周知した。 

補助金等審査マニュアル

に基づく審査業務を厳正に

実施した。 

債権の回収については、約

定等に基づき、新幹線譲渡代

金等を回収するとともに、新

幹線に係る債務・特例業務勘

定債務についても確実に償

還した。 

＜今後の課題＞ 
特になし。 
 
＜その他事項＞ 
（外部有識者からの意
見） 
・適切な取り組みは評
価できる。 

・目標通りの成果を上
げた。 

 
４．その他参考情報 
特になし。 
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様式１－２－４－１ 中期目標管理法人 中期目標期間評価 項目別評定調書（国民に対して提供するサービスその他業務の質の向上に関する事項）様式 

 
１．当事務及び事業に関する基本情報 

１．（４） 中央新幹線建設資金貸付等業務 

関連する政策・施策  当該事業実施に係る根拠（個

別法条文など） 
独立行政法人鉄道建設・運輸施設整備支援機構法（平成 14 年法律第 180 号）附則第 11

条第 1項第 4号 
当該項目の重要度、難易

度 
 関連する政策評価・行政事業

レビュー 
 

 
２．主要な経年データ 
 ①主要なアウトプット（アウトカム）情報  ②主要なインプット情報（財務情報及び人員に関する情報） 

指標等 達成目標 基準値 
（前中期目標期間最

終年度値等） 

２５年度 ２６年度 ２７年度 ２８年度 ２９年度  ２５年度 ２６年度 ２７年度 ２８年度 ２９年度 

        予算額（千円） 613,656,242 589,300,286 533,034,255 1,994,877,091 1,729,469,329 
        決算額（千円） 611,153,268 587,019,504 526,763,460 1,989,761,019 1,731,315,418 

        経常費用（千円） 644,087,824 622,765,967 563,498,738 515,507,742 244,377,289 
        経常利益（千円） △58,604,503 △60,894,601 △63,264,708 △55,305,216 △42,131,864 
        行政サービス実施コ

スト（千円） 
148,575,015 160,051,914 160,332,442 154,498,843 148,481,367 

        従事人員数 45 45 45 45 34 
注）予算額、決算額は支出額を記載。人件費については共通経費分を除き各業務に配賦した後の金額を記載 

３．中期目標期間の業務に係る目標、計画、業務実績、中期目標期間評価に係る自己評価及び主務大臣による評価 
 中期目標 中期計画 主な評価指標等 法人の業務実績・自己評価 主務大臣による評価 

業務実績 自己評価 （見込評価） （期間実績評価） 
 （３）中央新幹線建設資金貸

付等業務 

平成２８年８月２日に閣議

決定された、「未来への投資を

実現する経済対策」等も踏ま

え、独立行政法人鉄道建設・運

輸施設整備支援機構法（平成

１４年法律第１８０号）附則

第１１条第１項第４号の規定

に基づき、中央新幹線の速や

かな建設を図るため、財政融

資資金を借り入れ、中央新幹

線に係る全国新幹線鉄道整備

法（昭和４５年法律第７１号）

第６条第１項に規定する建設

主体に対し、当該建設に要す

る費用に充てる資金の一部を

（４）中央新幹線建設資金貸

付等業務 

平成２８年８月２日に閣議

決定された、「未来への投資を

実現する経済対策」等も踏ま

え、独立行政法人鉄道建設・運

輸施設整備支援機構法（平成

１４年法律第１８０号。以下

「機構法」という。）附則第１

１条第１項第４号の規定に基

づき、中央新幹線の速やかな

建設を図るため、財政融資資

金を借り入れ、中央新幹線に

係る全国新幹線鉄道整備法

（昭和４５年法律第７１号）

第６条第１項に規定する建設

主体に対し、当該建設に要す

＜主な定量的指標＞ 

・設定なし 

 

＜その他の指標＞ 

・設定なし 

 

＜評価の視点＞ 

・中期目標における所期の目

標を達成しているかどうか

等。 

＜主要な業務実績＞ 

本業務は、平成 28年 11 月の

機構法の改正・施行により、機

構の新たな業務として実施さ

れることとなった。 

これを受け、中央新幹線の建

設に係る財政融資資金を借り

入れ、中央新幹線の建設主体で

あるＪＲ東海に対し、当該建設

に要する費用に充てる資金の

一部として、平成 28 年度及び

平成 29 年度において、1.5 兆円

ずつ、計 3兆円の貸付けを実施

した。 

また、本業務の実施に当たっ

ては、貸付金の償還が行われる

まで、継続的に償還確実性の確

＜自己評価＞ 

評定：Ｂ 

根拠：中期目標における所期の目標を

達成していると考えられるため。 

 

＜課題と対応＞ 

・なし 

 

評定 Ｂ 評定 Ｂ 
＜評定に至った理由＞ 
新規に追加された本業務

を適切に実施するため、機
構法の改正等の動きを踏ま
えつつ、限られた時間内で
貸付実施のための実施体制
の確立を図るとともに、財
政融資資金を借り入れ、中
央新幹線の建設主体である
ＪＲ東海に対し、当該建設
に要する費用に充てる資金
の一部として、平成２８、２
９年度において、１．５兆円
ずつ、計３兆円の貸付けを
実施した。 
また、本業務を行うに当た
っては、貸付金の償還が行
われるまで、継続的に償還
確実性の確認を行う必要が
あることから、貸付けを行

＜評定に至った理由＞ 
平成２８年度に新規に

追加された本業務を適切
に実施するため、財政融
資資金を借り入れ、中央
新幹線の建設主体である
ＪＲ東海に対し、当該建
設に要する費用に充てる
資金の一部として、平成
２８、２９年度において、
１．５兆円ずつ、計３兆円
の貸付けを実施した。 
また、本業務を行うに当
たっては、貸付金の償還
が行われるまで、継続的
に償還確実性の確認を行
う必要があることから、
貸付けを行った事業の進
捗状況、建設主体の財務
状況等を把握し、債権の
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貸し付ける。 

 

 

 

本業務を行うに当たって

は、貸付けを行った事業の進

捗状況、建設主体の財務状況

等を把握しつつ、貸付利息の

確実な回収を図る。 

る費用に充てる資金の一部の

貸付けを行う。 

 

本業務を行うに当たって

は、貸付金の償還が行われる

まで、継続的に償還確実性の

確認を行う必要があることか

ら、貸付けを行った事業の進

捗状況、建設主体の財務状況

等を毎年度把握する。これに

より、債権の確実な保全及び

約定等に沿った回収を行う。 

認を行う必要があることから、

建設主体の財務状況及び貸付

けを行った事業の進捗状況を

確認し、約定に沿った貸付利息

の確実な回収を実施したた。 

った事業の進捗状況、建設
主体の財務状況等を把握
し、債権の確実な保全及び
約定等に沿った貸付利息の
確実な回収を実施してお
り、中期目標の所期の目標
を達成しているものと認め
られＢ評定とした。 
 
＜今後の課題＞ 
特になし。 
 
＜その他事項＞ 
（外部有識者からの意見） 
・所期の目的を達成してい
る。 

確実な保全及び約定等に
沿った貸付利息の確実な
回収を実施しており、中
期目標における所期の目
標を達成していると認め
られ、Ｂ評定とした。 
 
＜今後の課題＞ 
特になし。 
 
＜その他事項＞ 
（外部有識者からの意
見） 
・中期計画を着実に実施
している。 
・目標通りの成果を上げ
た。 

 
４．その他参考情報 
 特になし。 
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様式１－２－４－１ 中期目標管理法人 中期目標期間評価 項目別評定調書（国民に対して提供するサービスその他業務の質の向上に関する事項）様式 

 
１．当事務及び事業に関する基本情報 

１．（５）① 船舶共有建造業務を通じた政策効果のより高い船舶の代替建造促進 

業務に関連する政策・施

策 
政策目標 Ⅵ 国際競争力、観光交流、広域・地域間連携等の確保・

強化 
施策目標 19 海上物流基盤の強化等総合的な物流体系整備の推

進、みなとの振興、安定的な国際海上輸送の確保を

推進する 

当該事業実施に係る根拠（個

別法条文など） 
独立行政法人鉄道建設・運輸施設整備支援機構法（平成 14 年法律第 180 号）第 13 条

第 1項第 7号及び第 8号 

当該項目の重要度、難易

度 
 関連する政策評価・行政事業

レビュー 
 

 
２．主要な経年データ 
 ①主要なアウトプット（アウトカム）情報  ②主要なインプット情報（財務情報及び人員に関する情報） 

指標等 達成目標 基準値 
（前中期目標期間最

終年度値等） 

２５年度 ２６年度 ２７年度 ２８年度 ２９年度  25 年度 26 年度 27 年度 28 年度 29 年度 

政策効果の

より高い船

舶の建造隻 
数比率 

90％以上 － 100％ 100％ 100％ 94％ 100％ 

予算額（千円） 

79,896,018 82,553,130 113,230,064 54,355,974 49,024,381 

        決算額（千円） 68,753,133 66,072,594 104,312,163 41,096,969 46,985,952 
        経常費用（千円） 25,887,471 26,181,474  25,204,316 24,798,273 24,127,507 
        経常利益（千円） 2,459,674 6,736,183   4,556,292 4,520,647 4,146,310 
        行政サービス実施コ

スト（千円） 
△2,034,114 △6,470,461 △4,356,084 △5,032,449 △4,118,024 

        従事人員数 55 55 55 54 54 
注）予算額、決算額は支出額を記載。人件費については共通経費分を除き各業務に配賦した後の金額を記載 
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３．中期目標期間の業務に係る目標、計画、業務実績、中期目標期間評価に係る自己評価及び主務大臣による評価 
 中期目標 中期計画 主な評価指標等 法人の業務実績・自己評価 主務大臣による評価 

業務実績 自己評価 （見込評価） （期間実績評価） 
 （４）船舶共有建造等業務 

内航海運は、我が国経済に不

可欠の役割を果たしており、環

境負荷や効率性にも優れる。他

方で、中小事業者が多数を占め

る内航海運事業者の輸送効率

や運航コストを向上させ、経営

基盤を強化する必要がある。そ

のため、機構の船舶共有建造業

務を通じ、国内海運政策の実現

に寄与する船舶への代替建造

を推進しつつ、船舶の老朽化へ

も対処する。 

 

 

 

①船舶共有建造業務を通じた

政策効果のより高い船舶の代

替建造促進 

代替建造の促進については、

今後の国内海運政策の実現に

寄与するために必要となる措

置について検討し実施する。 

また、代替建造の促進のた

め、機構が共有建造制度を実施

するに当たっては、環境対策、

物流の効率化、少子高齢化対策

や離島航路の整備対策等の国

内海運政策の実現に寄与する

ため、政策意義の高い船舶の建

造を推進することとし、特に物

流効率化、環境負荷低減等に資

するため、スーパーエコシッ

プ、１６％ＣＯ２排出削減船等

の環境にやさしい船舶の建造

に重点化する。 

その際は、船舶共有建造業務

の財務改善に必要な事業量を

確保しつつ、民業圧迫にならな

いよう配慮する。 

（５）船舶共有建造等業務 

内航海運は、我が国の経済活

動にとって必要不可欠である

とともに、環境にやさしく効率

的な輸送機関である。他方で、

船舶の老朽化が進んでいるこ

とから、中小事業者が多数を占

める内航海運事業者の船舶の

老朽化に対応し、輸送効率や運

航コストを向上させる必要が

ある。 

そのため、船舶共有建造業務

により、国内海運政策の実現に

寄与する船舶への代替建造を

促進する。 

 

①船舶共有建造業務を通じた

政策効果のより高い船舶の代

替建造促進 

代替建造の促進については、

環境対策、物流の効率化、少子

高齢化対策や離島航路の整備

対策等の国内海運政策の実現

に寄与するために政策意義の

高い船舶の建造を推進する。 

特に、物流効率化、環境負荷

低減等に資するため、環境にや

さしい船舶（スーパーエコシッ

プ、先進二酸化炭素低減化船、

高度二酸化炭素低減化船、フル

ダブルハルタンカー（海洋汚染

防止対策船）等）については、

政策効果のより高い船舶の建

造隻数比率を中期目標期間中

において９０％以上とする。 

また、海運事業者や荷主に対

し、スーパーエコシップをはじ

めとする環境にやさしい船舶

について、効果・利点をわかり

やすく適切に周知･説明すると

ともに、その船型、構造上の先

進性、特殊性にかんがみ、設計

に伴う技術的な支援等を重点

的に行うよう努める。 

＜主な定量的指標＞ 

・政策効果のより高い船舶の建

造隻数比率 

 

＜その他の指標＞ 

・設定なし 

 

＜評価の視点＞ 

・中期目標における所期の目標

を達成しているかどうか等。 

＜主要な業務実績＞ 

 国内海運政策の実現に寄与するた

め、相対的な金利優遇等の実施により

今中期目標期間中に建造決定した船

舶は、全て離島航路整備対策、環境対

策等の政策課題に適合した船舶とな

っており、中でも環境にやさしい船舶

(スーパーエコシップ、以下「ＳＥＳ」

という。）、先進二酸化炭素低減化船、

高度二酸化炭素低減化船、フルダブル

ハルタンカー（海洋汚染防止対策船）

等の数値目標対象船舶のうち政策効

果のより高い船舶の建造隻数比率は

99％となった。 

＜自己評価＞ 

評定：Ｂ 

根拠：中期目標における所期の目

標を達成していると考えられる

ため。 

 

＜課題と対応＞ 

船舶共有建造制度についてオペ

レーター、オーナーへの訪問など

様々な機会を捉えて周知するとと

もに、国内海運政策の実現に寄与

するため、政策課題や事業者ニー

ズに対応した制度改善を図ってい

く。 

 これにより、社会経済状況の変

化に対応しつつ、政策効果のより

高い船舶の建造を行うとともに、

多様な政策要件の船舶建造にも対

応していく。 

 

評定 Ｂ 評定 Ｂ 
＜評定に至った理由＞ 
中期目標における「船

舶共有建造業務を通じた

政策効果のより高い船舶

の代替建造促進」におい

て定められている具体的

な数値目標は「政策効果

のより高い船舶の建造隻

数比率を９０％以上とす

る。」とされているとこ

ろ、業務実績は平成２５

年度から２７年度まで１

００％、２８年度は９

４％となっており、所期

の目標は達成していると

認められる。 
 以上のことを踏まえ、

中期目標における所期の

目標の達成が見込まれる

としてＢとしたもの。 
 
＜今後の課題＞ 
特になし。 
 
＜その他事項＞ 
（外部有識者からの意

見） 
・ほぼ所期の計画を達成

しており、成果は評価で

きる。 
・今後のＳＥＳ船の普及

促進、将来予想される自

律航行船舶の開発など内

航海運活性化に向けた国

の政策が期待される。 

＜評定に至った理由＞ 
中期目標における「船

舶共有建造業務を通じ

た政策効果のより高い

船舶の代替建造促進」に

おいて定められている

具体的な数値目標は「政

策効果のより高い船舶

の建造隻数比率を９

０％以上とする。」とさ

れているところ、業務実

績は平成２５年度から

平成２７年度まで、及び

平成２９年度は１０

０％、平成２８年度は９

４％となっており、中期

目標における所期の目

標を達成していると認

められ、Ｂ評定とした。 
 
＜今後の課題＞ 
特になし。 
 
＜その他事項＞ 
（外部有識者からの意

見） 
・中期計画を着実に実施

している。 
・政策効果の高い船舶等

の建造隻数比率が 99%
に達しており、所期の目

標を達していると評価

できる。 
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４．その他参考情報 
 特になし。 
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様式１－２－４－１ 中期目標管理法人 中期目標期間評価 項目別評定調書（国民に対して提供するサービスその他業務の質の向上に関する事項）様式 

 
１．当事務及び事業に関する基本情報 

１．（５）② 船舶建造等における技術支援 

業務に関連する政策・施

策 
政策目標 Ⅵ 国際競争力、観光交流、広域・地域間連携等の確保・

強化 
施策目標 19 海上物流基盤の強化等具体的な物流体系整備の推

進、みなとの振興、安全的な国際海上輸送の確保を

推進する。 

当該事業実施に係る根拠（個

別法条文など） 
独立行政法人鉄道建設・運輸施設整備支援機構法（平成 14 年法律第 180 号）第 13 条

第 1項第 8号 

当該項目の重要度、難易

度 
 関連する政策評価・行政事業

レビュー 
 

 
２．主要な経年データ 
 ①主要なアウトプット（アウトカム）情報  ②主要なインプット情報（財務情報及び人員に関する情報） 

指標等 達成目標 基準値 
（前中期目標期間最

終年度値等） 

２５年度 ２６年度 ２７年度 ２８年度 ２９年度  25 年度 26 年度 27 年度 28 年度 29 年度 

        予算額（千円） 79,896,018 82,553,130 113,230,064 54,355,974 49,024,381 
        決算額（千円） 68,753,133 66,072,594 104,312,163 41,096,969 46,985,952 

        経常費用（千円） 25,887,471 26,181,474  25,204,316 24,798,273 24,127,507 
        経常利益（千円） 2,459,674 6,736,183   4,556,292 4,520,647 4,146,310 
        行政サービス実施コ

スト（千円） 
△2,034,114 △6,470,461 △4,356,084 △5,032,449 △4,118,024 

        従事人員数 55 55 55 54 54 
注）予算額、決算額は支出額を記載。人件費については共通経費分を除き各業務に配賦した後の金額を記載 

３．中期目標期間の業務に係る目標、計画、業務実績、中期目標期間評価に係る自己評価及び主務大臣による評価 
 中期目標 中期計画 主な評価指標等 法人の業務実績・自己評価 主務大臣による評価 

業務実績 自己評価 （見込評価） （期間実績評価） 
 ② 船舶建造等における技術支援 

船舶の計画、設計、建造、就航

後の各段階での効果的な技術支

援を実施し、より良質な船舶を提

供するため、技術支援に係るノウ

ハウの形成、蓄積を図り技術力の

向上を目指す。 

② 船舶建造等における技術支援 

上記の国内海運政策の課題に

対応するとともに、航路や輸送ニ

ーズに適合する船舶、より経済性

の高い船舶、旅客の快適性や労働

環境により配慮した船舶の建造

に資するため、計画・設計・建造

の各段階、さらには就航後の技術

支援の充実を図る。 

このため、内航海運の諸課題、

事業者のニーズや社会的要請等

に対応するための技術調査を実

施するほか、技術に係る研修、交

＜主な定量的指標＞ 

・設定なし 

 

＜その他の指標＞ 

・設定なし 

 

＜評価の視点＞ 

・中期目標における所期の目標

を達成しているかどうか等。 

＜主要な業務実績＞ 

 機構では、より良質な船舶の建

造に資するため、共有船舶に対し

て計画・設計・建造・就航後の各段

階で技術支援を行っており、今中

期目標期間では、貨物船 90 隻、旅

客船 33 隻が竣工した。 

当該支援の実施に当たっては、

船舶の品質をより確実に確保する

ための取組みとして、ＰＤＣＡサ

イクルによるリスク管理を取り入

れ、より体系的な業務改善を図っ

ており、今中期目標期間では、計

＜自己評価＞ 

評定：Ｂ 

根拠：中期目標における所期の

目標を達成していると考え

られるため。 

 

＜課題と対応＞ 

・なし 

 

評定 Ｂ 評定 Ｂ 
＜評定に至った理由＞ 
第３期中期目標期間に

おいて建造される共有船

の計画・設計・建造各段

階で技術支援を行い、就

航後も技術的助言等の技

術支援を行った。 
また、ＳＥＳや先進二

酸化炭素低減化船などの

高技術を要する船舶につ

いても複数隻の実績があ

った。 

＜評定に至った理由＞ 
今中期目標期間にお

いて建造される共有船

の計画・設計・建造各段

階で技術支援を行い、就

航後も技術的助言等の

技術支援を行った。 
また、ＳＥＳが２隻、

先進二酸化炭素低減化

船が１１隻竣工するな

ど、高技術を要する船舶

について複数隻の実績
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流、マニュアルの充実等により、

技術支援に係わる職員の技術力

の維持・向上、ノウハウの体系的

な蓄積と承継を図る。 

画段階での船舶の性能予測の高度

化、建造進捗状況や工事監督結果

の共有事業者への通知等に関する

取組みを開始した。 

技術支援の中でも、特に、船舶建

造に関するノウハウが少ない地方

公共団体が建造する旅客船につい

ては、航路調査及び基本仕様策定

等の建造の初期段階からの支援が

必要とされている。今中期目標期

間中には、当該支援の実施により

3隻の旅客船が竣工した。 

ＳＥＳについては、タンデム・ハ

イブリッド方式を採用した「橘丸」

（シップ・オブ・ザ・イヤー2014 大

型客船部門賞受賞）を含むＳＥＳ2

隻が竣工するとともに、より経済

的なメンテナンス手法について検

討を行い、「予防保全管理方式に基

づくプロペラ軸検査方式」により、

二重反転プロペラ（以下「ＣＲＰ」

という。）の定期検査に係る負担軽

減に貢献した。 

先進二酸化炭素低減化船につい

ては、省エネ船型の開発、高効率

電子制御低速 2 サイクルエンジン

の採用により大幅なＣＯ2 削減を

図る「フェリーしまんと」（シップ・

オブ・ザ・イヤー2016 大型客船部

門賞受賞）を含む 11 隻が竣工し

た。 

また、機構の建造船舶のうち、政

策効果がより高いと認められる船

舶については金利低減措置を実施

しており、当該船舶が政策課題に

適合したものであることを確保す

るため、必要に応じて技術基準を

設け、申込み船の審査を行ってい

る。平成 29年度は、船員の労働負

担軽減・居住環境向上を目的とし

て平成 30 年度より金利低減措置

を実施する「労働環境改善船」に

ついて、搭載設備等を規定する労

働環境改善船基準を策定した。  

さらに、新技術や条約改正によ

る内航海運への影響関する知見を

共有船主等へ提供すること及び共

有建造制度の改善を図ることによ

り優れた内航船の建造を促進する

船舶建造ノウハウの少な

い離島航路においても建

造初期段階からの参画に

より建造をサポートし

た。 
また、安全規制の改正に

伴う騒音規制に対応した

騒音対策指針の策定や各

種技術調査研究を実施し

た。 
 以上のことを踏まえ、

中期目標にかかる所期の

目標の達成が見込まれる

としてＢとしたもの。 
 
＜今後の課題＞ 
 特になし。 
 
＜その他事項＞ 
（外部有識者からの意

見） 
・ＳＥＳ船をはじめとす

る広範な技術支援は着実

な成果を上げている。 

があったほか、船舶建造

ノウハウの少ない離島

航路においても建造初

期段階からの参画によ

り建造をサポートした。 
 以上のことを踏まえ、

中期目標における所期

の目標を達成している

と認められ、Ｂ評定とし

た。 
 
＜今後の課題＞ 
特になし。 
 
＜その他事項＞ 
（外部有識者からの意

見） 
・中期計画を着実に実施

している。 
・計画・設計・建造・就

航後の各段階でのきめ

の細かな技術支援、貨物

船 90 隻と旅客船 33 隻

について行い、スーパー

エコシップへの重点支

援を行うなど、目標通り

の成果を上げた。 
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ため、また、機構自身の技術水準

を高め、より適切な技術支援を実

施して船舶の性能・品質を確保す

るため、技術調査を実施しており、

今中期目標期間中には 15 件の技

術調査を実施した。 

これらの技術調査の結果及び機

構の技術支援に関する取組み等に

ついて、平成 25 年度から平成 28

年度までは全国 4 か所（東京、神

戸、広島及び福岡）、平成 29 年度

は今治を加えた全国 5 か所におい

て開催した「内航船舶技術支援セ

ミナー」やホームページ等を通じ

て幅広く情報提供を行った。 

 
４．その他参考情報 
 特になし。 
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様式１－２－４－１ 中期目標管理法人 中期目標期間評価 項目別評定調書（国民に対して提供するサービスその他業務の質の向上に関する事項）様式 

 
１．当事務及び事業に関する基本情報 

１．（５）③ 高度船舶技術の実用化の促進 

業務に関連する政策・施

策 
政策目標 Ⅵ 国際競争力、観光交流、広域・地域間連携等の確保・

強化 
施策目標 19 海上物流基盤の強化等具体的な物流体系整備の推

進、みなとの振興、安全的な国際海上輸送の確保を

推進する。 

当該事業実施に係る根拠（個

別法条文など） 
独立行政法人鉄道建設・運輸施設整備支援機構法（平成 14 年法律第 180 号）第 13 条

第 1項第 9号 

当該項目の重要度、難易

度 
 関連する政策評価・行政事業

レビュー 
 

 
２．主要な経年データ 
 ①主要なアウトプット（アウトカム）情報  ②主要なインプット情報（財務情報及び人員に関する情報） 

指標等 達成目標 基準値 
（前中期目標期間最

終年度値等） 

２５年度 ２６年度 ２７年度 ２８年度 ２９年度  
２５年度 ２６年度 ２７年度 ２８年度 ２９年度 

        予算額（千円） 79,896,018 82,553,130 113,230,064 54,355,974 49,024,381 
        決算額（千円） 68,753,133 66,072,594 104,312,163 41,096,969 46,985,952 
        経常費用（千円） 25,887,471 26,181,474  25,204,316 24,798,273 24,127,507 
        経常利益（千円） 2,459,674 6,736,183   4,556,292 4,520,647 4,146,310 
        行政サービス実施コ

スト（千円） 
△2,034,114 △6,470,461 △4,356,084 △5,032,449 △4,118,024 

        従事人員数 55 55 55 54 54 
注）予算額、決算額は支出額を記載。人件費については共通経費分を除き各業務に配賦した後の金額を記載 

３．中期目標期間の業務に係る目標、計画、業務実績、中期目標期間評価に係る自己評価及び主務大臣による評価 
 中期目標 中期計画 主な評価指標等 法人の業務実績・自己評価 主務大臣による評価 

業務実績 自己評価 （見込評価） （期間実績評価） 
 ③ 高度船舶技術の実用化の促進 

内航船舶の効率的な運航に資

するため、募集テーマを環境負荷

低減等の政策目的に沿ったもの

とし、実用化された場合の波及効

果を踏まえた助成を行うことに

より、高度船舶技術の実用化の促

進を図る。 
 
 
 
 
 

③ 高度船舶技術の実用化の促進 
内航船舶の輸送効率化に資す

ることに配慮しつつ、環境負荷低

減等の内航海運の政策目的に沿

い、かつ、事業者等へのヒアリン

グによりニーズ及び技術開発動

向を的確に捉えた募集テーマを

設定し、実用化された場合の波及

効果を踏まえて選考した事業に

対し、助成を行うことにより、高

度船舶技術の実用化の促進を図

る。また、事業者への説明・相談

会等を随時実施する。 

＜主な定量的指標＞ 

・設定なし 

 

＜その他の指標＞ 

・設定なし 

 

＜評価の視点＞ 

・中期目標における所期の目標を

達成しているかどうか等。 

＜主要な業務実績＞ 
船舶関係の団体、事業者及び研

究機関に対してヒアリングを行う

とともに、外部有識者で構成され

る「高度船舶技術審査委員会」（委

員長：大平英臣、東京大学名誉教

授）に対して諮問を行い、その審

議結果から募集テーマを設定し

た。当該募集テーマを踏まえてホ

ームページに募集要領を掲載し、

助成対象事業を公募するととも

に、事業者からの要望に応じて随

時個別の説明及び相談を行った。 

＜自己評価＞ 
評定：Ｂ 
根拠：中期目標における所

期の目標を達成している

と考えられるため。 
 
＜課題と対応＞ 
・なし 
 

評定 Ｂ 評定 Ｂ 
＜評定に至った理由＞ 
外部有識者で構成され

る「高度船舶技術審査委員

会」に諮問することにより

募集テーマ、申請事業の選

考を適切に実施し、先進技

術の実用化実績も４８隻

と着実に出ているところ、

中期計画における所期の

目標を達成すると見込ま

れることからＢ評価とし

た。 

＜評定に至った理由＞ 
外部有識者で構成さ

れる「高度船舶技術審査

委員会」に諮問すること

により募集テーマ、申請

事業の選考を適切に実

施し、先進技術の実用化

実績も５９隻と着実に

出ているところ、中期目

標における所期の目標

を達成していると認め

られ、Ｂ評定とした。 
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また、助成対象事業の選考・評

価等に際し、客観性、透明性を確

保するため、外部有識者による事

業計画及び実施結果の評価を行

うとともに、助成先等を公表す

る。 
 
なお、当該業務は平成２７年度

末をもって終了する。 

助成対象事業の選考・評価等に

際しては、客観性及び透明性を確

保するため、当該事業の事業計画

及び実施結果について外部有識

者から評価を受けるとともに、助

成対象者、助成の成果等を公表す

る。 
なお、当該業務は平成２７年度

末をもって終了する。 

助成対象事業の選考に当たって

は、同委員会において、客観性及

び透明性を確保しつつ、専門的か

つ公平な立場から審議を行った。

その結果、採択事業の概要及び採

択事業者をホームページで公表し

た。 
さらに、不正受給・不正使用の防

止を徹底するため、不正受給・不

正使用があった場合には、当該事

業者名をホームページで公表する

旨、募集要項に記載するとともに、

セミナー等において周知徹底を図

り、助成対象事業における法令遵

守体制を確保した。 
また、広報活動として機構が主

催した「内航船舶技術支援セミナ

ー」等において利用者への説明や

相談を実施した。 
なお、本事業は、平成 27 年度に

終了しているが、今中期目標期間

中には、59 隻の船舶に対して、こ

れまで実用化された技術が導入さ

れた。 

 
＜今後の課題＞ 
 特になし。 
 
＜その他事項＞ 
（外部有識者からの意見） 
・新技術の実用化を図るた

めの助成事業が当初の計

画を達成しえたことは評

価できる。 

 
＜今後の課題＞ 
特になし。 
 
＜その他事項＞ 
（外部有識者からの意

見） 
・中期計画を着実に実施

している。 
・目標通りの成果を上げ

た。 

 
４．その他参考情報 
特になし。 
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様式１－２－４－１ 中期目標管理法人 中期目標期間評価 項目別評定調書（国民に対して提供するサービスその他業務の質の向上に関する事項）様式 

 
１．当事務及び事業に関する基本情報 

１．（５）④ 船舶共有建造業務における財務内容の改善 

業務に関連する政策・施

策 
政策目標 Ⅵ 国際競争力、観光交流、広域・地域間連携等の確保・

強化 
施策目標 19 海上物流基盤の強化等総合的な物流体系整備の推

進、みなとの振興、安定的な国際海上輸送の確保を

推進する 

当該事業実施に係る根拠（個

別法条文など） 
独立行政法人鉄道建設・運輸施設整備支援機構法（平成 14 年法律第 180 号）第 13条

第 1項第 7号 

当該項目の重要度、難易

度 
 関連する政策評価・行政事業

レビュー 
 

 
２．主要な経年データ 
 ①主要なアウトプット（アウトカム）情報  ②主要なインプット情報（財務情報及び人員に関する情報） 

指標等 達成目標 基準値 
（前中期目標期間最

終年度値等） 

２５年度 ２６年度 ２７年度 ２８年度 ２９年度  
２５年度 ２６年度 ２７年度 ２８年度 ２９年度 

未収発生率 中期目標期

間において

1.3％以下 
－ 0.03％ 0％ 0％ 0.13％ 0％ 

予算額（千円） 
79,896,018 82,553,130 113,230,064 54,355,974 49,024,381 

未収金残高 中期目標期

間終了時に

31 億円以

下 

－ 24 億円 17 億円 11 億円 8 億円 4 億円 

決算額（千円） 

68,753,133 66,072,594 104,312,163 41,096,969 46,985,952 

        経常費用（千円） 25,887,471 26,181,474  25,204,316 24,798,273 24,127,507 
        経常利益（千円） 2,459,674 6,736,183   4,556,292 4,520,647 4,146,310 
        行政サービス実施コ

スト（千円） 
△2,034,114 △6,470,461 △4,356,084 △5,032,449 △4,118,024 

        従事人員数 55 55 55 54 54 
注）予算額、決算額は支出額を記載。人件費については共通経費分を除き各業務に配賦した後の金額を記載 
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３．中期目標期間の業務に係る目標、計画、業務実績、中期目標期間評価に係る自己評価及び主務大臣による評価 
 中期目標 中期計画 主な評価指標等 法人の業務実績・自己評価 主務大臣による評価 

業務実績 自己評価 （見込評価） （期間実績評価） 
 ④ 船舶共有建造業務における

財務内容の改善 

船舶共有建造業務について

は、「内航海運効率化のための鉄

道建設・運輸施設整備支援機構

船舶勘定見直し方針」(平成１６

年１２月２０日国土交通省及び

鉄道建設・運輸施設整備支援機

構)に基づく、平成１７年度から

２１年度までの重点集中改革期

間における未収金の発生防止、

債権管理及び回収の強化等の取

組みを引き続き行い、財務内容

の一層の改善を進める。 

 

平成２８年度までのできる限

り早い時期に未収金の回収、未

収金残高に相当する引当金の計

上等をすることにより第１期中

期目標に掲げた未収金の処理を

終了する。その後も引き続き、船

舶共有建造業務の実施に当た

り、未収金の発生防止・回収促進

等を図るための措置を講ずるこ

とにより、中期目標期間におけ

る未収発生率を１．３％ 

以下、当該期間終了時に未収金

残高を３１億円以下とする。 

 

 

また、適正な事業金利の設定

及び政策課題の実行等に留意し

つつ財務改善策を一層推進す

る。このため、繰越欠損金の発生

要因等を分析した上で、その解

消に向けた具体的な中期目標期

間中の削減計画を策定すること

により、その縮減を図る。 

 

 

 

 

さらに、海事勘定における財

務改善の状況については、特に、

繰越欠損金について、事業年度

④ 船舶共有建造業務における

財務内容の改善 

船舶共有建造業務について

は、「内航海運効率化のための鉄

道建設・運輸施設整備支援機構

船舶勘定見直し方針」（平成１６

年１２月２０日国土交通省及び

鉄道建設・運輸施設整備支援機

構）に基づく、平成１７年度か

ら２１年度までの重点集中改革

期間における未収金の発生防

止、債権管理及び回収の強化等

の取組みを引き続き行い、財務

内容の一層の改善を進める。 

 

平成２８年度までのできる限

り早い時期に未収金の回収、未

収金残高に相当する引当金の計

上等をすることにより第１期中

期目標に掲げられた未収金の処

理を終了する。その後も引き続

き、船舶共有建造業務の実施に

当たり、未収金の発生防止・回

収促進等を図るための措置を講

ずることにより、中期目標の期

間における未収発生率を１．

３％以下、当該期間終了時に未

収金残高を３１億円以下とす

る。 

 

また、適正な事業金利の設定

及び政策課題の実行等に留意し

つつ財務改善策を一層推進す

る。このため、未収金の発生防

止・回収促進等を図ることに加

え、繰越欠損金の発生要因等を

分析した上で、その解消に向け

た具体的な中期目標期間中の削

減計画を平成２５年度のできる

だけ早い時期に策定し、実行す

ることにより、その縮減を図る。 

 

さらに、海事勘定における財

務改善の状況については、特に、

繰越欠損金について、事業年度

＜主な定量的指標＞ 

・中期目標期間における未収発

生率 

・中期目標期間終了時の未収金

残高 

 

＜その他の指標＞ 

・繰越欠損金削減計画に基づく

取組み実施による繰越欠損金の

削減 

 

＜評価の視点＞ 

・中期目標における所期の目標

を達成しているかどうか等。 

＜主要な業務実績＞ 

信用ランク下位の事業者

への重点的な債権管理体制

を引き続き実施する等、未

収金の新規発生防止及び未

収金発生の最小化を図った

結果、未収発生率は、今中期

目標期間中で 0.03％とな

り、中期目標に定められた

数値目標 1.3%以下を引き続

き維持する結果となった。 

未収金残高については、

リスケジュール計画の策定

及び回収強化等、未収金の

発生防止・回収強化に努力

した結果、中期目標に定め

られた数値目標 31億円を下

回る 4億円となった。 

また、繰越欠損金につい

ては、繰越欠損金削減計画

に基づいた取組みを引き続

き実施した結果、228 億円の

当期総利益を計上したこと

で、繰越欠損金は同額減少

した。 

船舶共有建造業務におけ

る財務改善の状況につい

て、業務実績報告書及びホ

ームページで公表した。 

＜自己評価＞ 

評定：Ａ 

根拠：重点的な債権管理体制を実施

するとともに、適切な債権管理に

より未収金の発生防止や回収強

化に努めた結果、未収発生率につ

いては 今中期目標期間中 で

0.03％となり、未収金残高につい

ては、今中期目標における所期の

目標である 31 億円以下に対し 4 

億円となった。また、第 1期中期

目標に掲げられた未収金の処理

については、当初計画よりも 1年

前倒しとなる平成 27 年度中に処

理を終了している。 

繰越欠損金の縮減については、

新たな未収金発生の未然防止及

び船舶使用料収入の増加に努め

た結果、平成 26 年度中に今中期

目標期間中の削減目標額を達成

した。このため、平成 27 年度中

に計画の見直しを行い、更なる削

減目標額の設定を行ったことで、

今中期目標期間において繰越欠

損金額は 228 億円削減した。よっ

て、未収発生率、未収金残高及び

繰越欠損金額は、中期目標におけ

る所期の目標を上回る成果が得

られていると考えられる。 

 

＜課題と対応＞ 

・なし 

 

評定 Ａ 評定 Ａ 
＜評定に至った理由＞ 
中期目標における未収金

発生率を１．３％以下とす

る目標を設定していたとこ

ろ、平成２５年度から２８

年度の平均未収金発生率は

０．０４％となり、中期目標

の目標値を大幅に上回って

いる。 
 また未収金残高に関して

も、年々減少が見られ、目標

額３１億円を大きく下回る

８億円となり、残高が抑制

されている。 
 繰越欠損金に関しても、

１８７億円の当期利益を計

上したことで、繰越欠損金

は同額減少し、財務内容の

改善が見られた。 
 以上のことを踏まえ、中

期目標における所期の目標

を上回る成果が見込まれる

としてＡとしたもの。 
 
＜今後の課題＞ 
 特になし。 
 
＜その他事項＞ 
（外部有識者からの意見） 
・実際に財務内容は改善し

ているが、中期計画の数値

目標が低かった可能性もあ

る。過去の平均をとるだけ

でなく、傾向も見ながら次

期中期計画の数値目標を定

めるようにすべきではない

か。 
・未収金発生率と未収金残

高をともに目標値の１/４～

１/３のレベルに低く抑える

ことに成功したのみなら

ず、繰越欠損金も着実に削

減するなど、計画を大きく

上回る成果を上げたこと

＜評定に至った理由＞ 
中期目標において未収

金発生率を１．３％以下

とする目標を設定してい

たところ、今中期目標期

間の全ての年度において

目標を達成し、期間中の

平均未収金発生率も０．

０３％となり、中期目標

における目標値を大幅に

上回っている。 
 また未収金残高に関し

ても、年々減少が見られ、

目標額３１億円を大きく

下回る４億円となり、残

高が抑制されている。 
 繰越欠損金に関して

も、２２８億円の当期利

益を計上したことで、繰

越欠損金は同額減少し、

財務内容の改善が見られ

た。 
 以上のことを踏まえ、

中期目標における所期の

目標を上回る成果が得ら

れていると認められるこ

とからＡ評定とした。 
 
＜今後の課題＞ 
特になし。 
 
＜その他事項＞ 
（外部有識者からの意

見） 
・未収金の発生防止と繰

越欠損金の縮減に中期計

画期間中にわたり継続的

に成果を上げたことは評

価できる。 
・予定を大きく上回る立

派な成果を得た。 
・未収発生率・未収金残高

の 中 期 実 績 は 目 標 の

1.3%・31 億円を大きく上



37 
 

ごとにその要因を含めホームペ

ージ等において国民にわかりや

すく公表する。 

ごとにその要因を含めホームペ

ージ等において国民にわかりや

すく公表する。 

は、高く評価できる。 
・未収金の発生防止と繰越

欠損金の縮減に対する機構

の努力は評価できる。内航

海運が利益の出るビジネス

となるような政策誘導が国

として必要ではないか。 
・明確で疑いない成果と考

えます。 

回って、0.03%・４億円に

なり、優れた成果である

と評価できる。 
・目標を大きく下回る成

果をあげたのは予兆管理

に努めた結果であること

は評価できるが、未収金

残高 31億円という数値目

標が低すぎたのではない

か。また、繰越欠損金につ

いては削減額ではなく残

高を示すほうが良いので

はないか。 
 
 
 
４．その他参考情報 
 特になし。 
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様式１－２－４－１ 中期目標管理法人 中期目標期間評価 項目別評定調書（国民に対して提供するサービスその他業務の質の向上に関する事項）様式 

 
１．当事務及び事業に関する基本情報 

１．（６） 地域公共交通出資等業務 

関連する政策・施策  当該事業実施に係る根拠（個

別法条文など） 
独立行政法人鉄道建設・運輸施設整備支援機構法（平成 14 年法律第 180 号）第 13 条

第 1項第 9号 
当該項目の重要度、難易

度 
 関連する政策評価・行政事業

レビュー 
 

 
２．主要な経年データ 
 ①主要なアウトプット（アウトカム）情報  ②主要なインプット情報（財務情報及び人員に関する情報） 

指標等 達成目標 基準値 
（前中期目標期間最

終年度値等） 

２５年度 ２６年度 ２７年度 ２８年度 ２９年度  ２５年度 ２６年度 ２７年度 ２８年度 ２９年度 

出資等資金

の毀損発生

額 

毀損ゼロ 
－ 

  
－ － － 

予算額（千円）   
76,142,257 64,975,021 47,949,862 

        決算額（千円）   71,163,000 57,962,736 41,425,491 
        経常費用（千円）      190,156 207,572 130,609 
        経常利益（千円）    8,279 △5,524 △2,113 
        行政サービス実施コ

スト（千円） 
  

    20,191 79,416 52,328 

        従事人員数   11 11 10 
注）予算額、決算額は支出額を記載。人件費については共通経費分を除き各業務に配賦した後の金額を記載 

３．中期目標期間の業務に係る目標、計画、業務実績、中期目標期間評価に係る自己評価及び主務大臣による評価 
 中期目標 中期計画 主な評価指標等 法人の業務実績・自己評価 主務大臣による評価 

業務実績 自己評価 （見込評価） （期間実績評価） 
 （５）地域公共交通出資等業務 

地域公共交通の活性化及び再生

に関する法律（平成１９年法律第５

９号）第２９条の２の規定に基づ

き、認定軌道運送高度化事業等の実

施に必要な資金の出資及び貸付け

（以下「出資等」という。）を行う。 

 

本業務を行うに当たっては、国土

交通大臣の認可を受けた業務基準

に従い、出資等を行うか否かの決定

に際し、当該リスクを適切に評価

し、中長期的な収益性が見込まれる

こと等を確認する。 

 

（６）地域公共交通出資等業務 

地域公共交通の活性化及び再生

に関する法律（平成１９年法律第５

９号）第２９条の２の規定に基づ

き、認定軌道運送高度化事業等の実

施に必要な資金の出資及び貸付け

（以下「出資等」という。）を行う。 

 

本業務を行うに当たっては、国土

交通大臣の認可を受けた業務基準

に従い、出資等を行うか否かの決定

に際し、当該リスクを適切に評価

し、中長期的な収益性が見込まれる

こと等を確認する。 

 

＜主な定量的指標＞ 

・出資等資金の毀損発生額 

 

＜その他の指標＞ 

・設定なし 

 

＜評価の視点＞ 

・中期目標における所期の目標を達

成しているかどうか等。 

＜主要な業務実績＞ 

 本業務は、平成 27 年 8

月の機構法の改正・施行に

より、機構の新たな業務と

して実施することとなっ

たが、地域公共交通出資等

業務にかかる出資及び貸

付け（以下「出資等」とい

う。）の実施については、出

資等を受けようとする者

が調整に時間を要したこ

と等により申込みには至

らなかったため、当該期間

（平成 27 年度から平成 29

年度まで。以下同じ。）にお

＜自己評価＞ 

評定：Ｂ 

根拠：中期目標における所期

の目標を達成していると考

えられるため。 

 

＜課題と対応＞ 

・なし 

 

評定 Ｂ 評定 Ｂ 
＜評定に至った理由＞ 
現時点では正式な出資

申込みに至る案件がなく
出資等の実績はないもの
の、出資審査業務マニュ
アルの策定のほか、地方
公共団体から本制度の活
用の事前相談を受けてい
る案件について協議・分
析を進めている。 
また、出資等案件検討

に係る知見を深めるた
め、地域公共交通網形成
計画及び出資等業務に関
する調査等を実施してい
る。 
体制面でも、第三者委

＜評定に至った理由＞ 
現時点では正式な出資

申込みに至る案件がなく
出資等の実績はないもの
の、地方公共団体から本
制度の活用の事前相談を
受けている案件について
協議・分析を進めている。 
また、出資審査業務マ

ニュアルを策定したほ
か、出資実施後に必要な
知見であるモニタリング
手法の検討も行ってい
る。 
さらに、出資等案件検

討に係る知見を深めるた
め、地域公共交通網形成
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また、出資等を行った事業の進捗

状況を適切に把握・評価しつつ、出

資等資金の効率的使用及び適切な

回収を図る。 

 

これらにより、出資等資金の毀損

ゼロを目指す。 

また、出資等を行った事業の進捗

状況を適切に把握・評価しつつ、出

資等資金の効率的使用及び適切な

回収を図る。 

 

これらにより、出資等資金の毀損

ゼロを目指す。 

 

なお、第三者委員会の設置を含

め出資等に必要な組織体制を構築

し、地域公共交通の活性化及び再

生に向けた主体的な取組みに対す

る支援効果が最大となるよう努め

る。 

いて実績はなかった。ただ

し、今後の出資等の検討を

円滑に進めるため、国土交

通省と連携して、出資制度

の利用を検討する事業者

との情報交換や計画内容

に係る分析等を行った。 

員会を設置しており、出
資等に必要な組織体制を
構築していると言える。 
 これらの対応は、出資
等を行うか否かの決定に
際し、当該リスクを適切
に評価するうえで不可欠
なものであり、出資等資
金の毀損ゼロを目指すと
いう中期目標に資するも
のであると判断し、Ｂ評
価とした。 
 
＜今後の課題＞ 
特になし。 
 
＜その他事項＞ 
（外部有識者からの意
見） 
・計画期間中、業務の実
施に至っていないが、出
資に向けたハードルを越
えるべく機構内で適切な
作業を着実に進めてお
り、今後の進展に期待で
きる。 

計画及び出資等業務に関
する調査を実施してい
る。 
体制面でも、第三者委

員会を設置しており、出
資等に必要な組織体制を
構築していると言える。 
これらの対応は、出資

等に係るリスクを適切に
評価するうえで不可欠な
ものであり、出資等資金
の毀損ゼロを目指すとい
う中期目標に資するもの
であると判断し、Ｂ評定
とした。 
 
＜今後の課題＞ 
特になし。 
 
＜その他事項＞ 
（外部有識者からの意
見） 
・中期計画を着実に実施
している。 
・目標通りの成果を上げ
た。 

 
４．その他参考情報 
 特になし。 
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様式１－２－４－１ 中期目標管理法人 中期目標期間評価 項目別評定調書（国民に対して提供するサービスその他業務の質の向上に関する事項）様式 

 
１．当事務及び事業に関する基本情報 

１．（７）① 年金費用等の支払及び資産処分の円滑な実施等 

業務に関連する政策・施

策 
 当該事業実施に係る根拠（個

別法条文など） 
[年金費用等の支払の法令に則った適正な執行] 

日本国有鉄道清算事業団の債務等の処理に関する法律（平成 10 年法律第 136 号）第 13

条第 1項第 1号 

独立行政法人鉄道建設・運輸施設整備支援機構法（平成 14 年法律第 180 号）附則第 11

条第 2項第 1号 

[土地処分の実施][株式処分の検討] 

日本国有鉄道清算事業団の債務等の処理に関する法律（平成 10 年法律第 136 号）第 13

条第 1項第 2号 

独立行政法人鉄道建設・運輸施設整備支援機構法（平成 14 年法律第 180 号）附則第 11

条第 2項第 1号 

当該項目の重要度、難易

度 
 関連する政策評価・行政事業

レビュー 
 

 
２．主要な経年データ 
 ①主要なアウトプット（アウトカム）情報  ②主要なインプット情報（財務情報及び人員に関する情報） 

指標等 達成目標 基準値 
（前中期目標期間最

終年度値等） 

２５年度 ２６年度 ２７年度 ２８年度 ２９年度  ２５年度 ２６年度 ２７年度 ２８年度 ２９年度 

        予算額（千円） 234,753,376 235,034,971 210,379,551 198,323,178 218,663,460 
        決算額（千円） 220,838,771 217,796,356 203,318,229 175,995,017 192,445,237 

        経常費用（千円） 32,568,068 79,632,678 59,581,242 122,546,747 42,776,265 
        経常利益（千円） 73,917,874 14,735,589 32,383,489 370,935,916 37,726,297 
        行政サービス実施コ

スト（千円） 
△73,888,338 △14,579,868 △32,286,764 △370,907,483 △37,700,770 

        従事人員数 39 39 39 39 39 
注）予算額、決算額は支出額を記載。人件費については共通経費分を除き各業務に配賦した後の金額を記載 
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３．中期目標期間の業務に係る目標、計画、業務実績、中期目標期間評価に係る自己評価及び主務大臣による評価 
 中期目標 中期計画 主な評価指標等 法人の業務実績・自己評価 主務大臣による評価 

業務実績 自己評価 （見込評価） （期間実績評価） 
 （６）特例業務（国鉄清算業務） 

①年金費用等の支払及び資産

処分の円滑な実施等 

日本国有鉄道清算事業団の

債務等の処理に関する法律（平

成１０年法律第１３６号）（以

下「債務等処理法」という。）

第１３条の規定に基づき、旧国

鉄職員の年金の給付に要する

費用等について、適切な資金管

理を行いつつ、円滑かつ確実に

支払を実施する。 

 

また、土地処分については、

都市計画事業の工程等により

やむを得ず処分できていない

限られた物件を除き、終了して

いるところであるが、残存の土

地についても、適切かつ早期に

処分を図る。 

 

九州旅客鉄道株式会社の株

式については、株式市場の状

況、経済の動向、経済財政政策

との整合性等にも留意しつつ、

平成２８年度を目途に適切に

処分する。 

 

なお、北海道旅客鉄道株式

会社、四国旅客鉄道株式会社

及び日本貨物鉄道株式会社

（以下「旅客鉄道株式会社

等」という。）の株式につい

ては、各社の今後の経営状況

の推移等を見極めつつ、適切

な処分方法の検討等を行う。 

（７）特例業務（国鉄清算業務） 

①年金費用等の支払及び資産

処分の円滑な実施等 

旧国鉄職員の恩給及び年金

の給付に要する費用、旧国鉄時

代に発生した業務災害に係る

業務災害補償費等の各年度に

おける必要負担額については、

適切な資金管理を行いつつ、円

滑かつ確実に支払を実施する。 

 

 

 

また、土地処分については、

都市計画事業の工程等により

やむを得ず処分できていない

限られた物件を除き、終了して

いるところであるが、残存の土

地についても、適切かつ早期に

処分を図る。 

 

九州旅客鉄道株式会社の株

式については、株式市場の状

況、経済の動向、経済財政政策

との整合性等にも留意しつつ、

平成２８年度を目途に適切に

処分する。 

 

なお、北海道旅客鉄道株式

会社、四国旅客鉄道株式会社

及び日本貨物鉄道株式会社

（以下「旅客鉄道株式会社

等」という。）の株式について

は、国等の関係機関と連携を

図りつつ、各社の今後の経営

状況の推移等を見極めなが

ら、適切な処分方法の検討等

を行う。 

＜主な定量的指標＞ 

・設定なし 

 

＜その他の指標＞ 

・設定なし 

 

＜評価の視点＞ 

・中期目標における所期の目標

を達成しているかどうか等。 

＜主要な業務実績＞ 

［年金費用等の支払の法令に則った適

正な執行］ 

１．恩給及び年金の給付に要する費用の

支払 

旧国鉄職員の恩給及び年金の給付に

要する費用については、関係法令に則

り、適切な資金管理を行いつつ、円滑か

つ確実に支払を実施した。。 

 

２．業務災害補償 

旧国鉄職員に発生した業務災害に係

る業務災害補償については、適切な資金

管理を行いつつ、旧国鉄職員に対して円

滑かつ確実に支払を実施した。なお、大

きな社会問題となったアスベスト問題

については、アスベスト対策（健康診断、

業務災害補償（遺族救済を含む。））を実

施した。その際、定期的な新聞広告等へ

の掲載により周知を図った。 

 

［土地処分の実施］ 

第2期中期目標期間終了時に未処分の

土地（約 22ha）については、関係機関と

の協議・調整を進めた結果、平成 28 年度

末までに約 10ha の処分を終了し、平成

29 年度首において残存する土地は、梅田

駅（北）の一部（約 10ha）と長町駅〔38

街区〕（約 2ha）の計約 11ha（四捨五入の

関係で計が合わない。）のみとなり、旧国

鉄等から承継した土地（約 9,238ha）の

約 99.9％の処分を終了した。 

また、残存する土地のうち、長町駅〔38

街区〕（約 2ha）については、公開競争入

札方式により、平成 29 年 8 月に処分を

終了し、梅田駅（北）の土地（約 10 ha）

については、都市計画事業等に係る関係

機関との協議・調整を進めた結果、(独)

都市再生機構により、平成 29年 12 月 21

日から開発事業者募集が開始された。 

 

［株式処分の検討］ 

ＪＲ九州株式の売却については、平成

27 年 9 月 9 日の資産処分審議会（会長：

宮島 司、慶應義塾大学教授（当時））の

＜自己評価＞ 

［年金費用等の支払の法令に則

った適正な執行］ 

評定：Ｂ 

根拠：中期目標における所期の目

標を達成していると考えられ

るため。 

 

［土地処分の実施］ 

評定：Ｂ 

根拠：中期目標における所期の目

標を達成していると考えられ

るため。 

 

［株式処分の検討］ 

評定：Ａ 

根拠：所期の目標である「ＪＲ九

州株式の適切な売却」について

は、今中期目標期間中におい

て、売却に向けた長年の取組み

を重ねてきたことと合わせ、資

産処分審議会で示された売却

方法、売却規模、売却時期、主

幹事証券会社選定等の基本方

針に沿い、適切に実施した。 

これに加えて、ＪＲ九州株式

の売却については、以下の理由

から中期目標における所期の

目標を上回り、当機構として最

善の成果を得て完了した。 

・ 証券会社へ支払う引受

手数料については、投資家

に対する需要調査の結果

に基づいて売却価格を決

定するブックビルディン

グ方式導入後の民営化Ｉ

Ｐ Ｏ （ Initial Public 

Offering）案件としては過

去最低水準（1.64％）であ

ること。 

・ 上場後の株価について

は、急騰やＩＰＯ価格割れ

もなく堅調に推移したこ

とから、ＪＲ九州株式の処

分は広く市場に受け入れ

評定 Ｂ 評定 Ｂ 
＜評定に至った理由＞ 
年金、恩給や業務災

害補償の支払いについ
ては、適切な資金管理
のもと、確実に支払い
を実施している。 
第２期中期目標期間終
了後に残された約２２
ha の土地については、
平成２８年度末までに
約１０ha の処分を終了
した。平成２９年度首
において残存する土地
は、梅田駅（北）の一部
（約１０ha）と長町駅
〔３８街区〕（約２ha）
の計約１２ha のみとな
り、承継した土地の約
９９．９％の処分を終
了した。なお、２９年度
首に残存する土地につ
いても平成２９年度内
の処分を予定してお
り、第３期中期目標期
間内には機構が承継し
た土地全ての処分を終
了する見込みとなるに
至っている。 
ＪＲ九州株式の売却に
ついては、平成２８年
１０月２５日に１億６
千万株を一括売却し、
４,１６０億円の売却収
入を得るなど、所期の
目標を達成したことか
らＢ評価とした。 
 
＜今後の課題＞ 
特になし。 
 
＜その他事項＞ 
（外部有識者からの意
見） 
・ＪＲ九州株の上場・売
却によって、所期の目
標を上回る成果を上げ
たことは、長年の準備
期間中の努力が結実し
たものであり、評価で
きる。 

＜評定に至った理由＞ 
年金費用等の支払の

法令に則った適正な執
行及び土地処分の実施
については、見込評価時
から引き続き計画に沿
った着実な実施が行わ
れていることから、中期
目標における所期の目
標を達成していると認
められ、特に、第２期中
期目標期間終了後に残
された約２２ｈａの土
地については、平成２８
年度末までに約１０ｈ
ａの処分を終了し、平成
２９年度には長町駅〔３
８街区〕（約２ｈａ）の処
分を終了した。このこと
から、平成２９年度末に
おいて残存する土地は、
梅田駅（北）の一部（約
１０ｈａ）のみとなり、
承継した土地の約９９．
９％の処分を終了した。
また、残存する土地につ
いても、平成３０年度中
には処分が可能となる
計画となっており、これ
をもって機構が承継し
た土地全ての処分を終
了する見込みとなるに
至っている。 
株式処分の検討につ

いては、ＪＲ九州株式を
平成２８年１０月２５
日に１億６千万株を一
括売却し、４,１６０億円
の売却収入を得るなど、
中期目標における所期
の目標を達成している
と認められ、Ｂ評定とし
た。 
 
＜今後の課題＞ 
特になし。 
 
＜その他事項＞ 
（外部有識者からの意
見） 
・中期計画を着実に実施
している。JR 九州の株
式売却の成功は、基本的
には JR 九州の事業努力
によるものと考える。 
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答申を踏まえ、できる限り早期の売却に

向けて所要の準備を進め、ブックビルデ

ィング方式（投資家に対する需要調査の

結果に基づいて売却価格を決定）によ

り、平成 28 年 10 月 25 日に 1 億 6 千万

株を一括売却し、4,160 億円の売却収入

を得た。 

 

られたものと評価できる

こと。 

・ 売却価格の決定プロセ

スにおいて、関係者と緻密

な調整を行った結果、仮条

件の上限価格まで、十分な

需要を積上げることがで

きたこと。 

 

＜課題と対応＞ 

・なし 

 

・円滑な実施が着々と進
められた。 
・年金費用・土地処分に
ついては、目標通りの成
果を上げる一方で、JR
九州株の売却によって、
4160 憶円の優れた売却
収入を得た。 

 
４．その他参考情報 
 特になし。 
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様式１－２－４－１ 中期目標管理法人 中期目標期間評価 項目別評定調書（国民に対して提供するサービスその他業務の質の向上に関する事項）様式 

 
１．当事務及び事業に関する基本情報 

１．（７）② 旅客鉄道株式会社等の経営自立のための措置等 

業務に関連する政策・施

策 
 当該事業実施に係る根拠（個

別法条文など） 
日本国有鉄道清算事業団の債務等の処理に関する法律（平成 10 年法律第 136 号）附則

第 4条第 1項第 2号、附則第 5条第 1項及び附則第 6条第 3項 

独立行政法人鉄道建設・運輸施設整備支援機構法（平成 14年法律第 180 号）附則第 11

条第 2項第 3号及び第 4号 

当該項目の重要度、難易

度 
 関連する政策評価・行政事業

レビュー 
 

 
２．主要な経年データ 
 ①主要なアウトプット（アウトカム）情報  ②主要なインプット情報（財務情報及び人員に関する情報） 

指標等 達成目標 基準値 
（前中期目標期間最

終年度値等） 

２５年度 ２６年度 ２７年度 ２８年度 ２９年度  ２５年度 ２６年度 ２７年度 ２８年度 ２９年度 

        予算額（千円） 234,753,376 235,034,971 210,379,551 198,323,178 218,663,460 
        決算額（千円） 220,838,771 217,796,356 203,318,229 175,995,017 192,445,237 

        経常費用（千円） 32,568,068 79,632,678 59,581,242 122,546,747 42,776,265 
        経常利益（千円） 73,917,874 14,735,589 32,383,489 370,935,916 37,726,297 
        行政サービス実施コ

スト（千円） 
△73,888,338 △14,579,868 △32,286,764 △370,907,483 △37,700,770 

        従事人員数 39 39 39 39 39 
注）予算額、決算額は支出額を記載。人件費については共通経費分を除き各業務に配賦した後の金額を記載 

３．中期目標期間の業務に係る目標、計画、業務実績、中期目標期間評価に係る自己評価及び主務大臣による評価 
 中期目標 中期計画 主な評価指標等 法人の業務実績・自己評価 主務大臣による評価 

業務実績 自己評価 （見込評価） （期間実績評価） 
 ②旅客鉄道株式会社等の経営自立の

ための措置等 

機構の特例業務勘定における利益

剰余金等の取扱いに関する関係三大

臣合意（平成２２年１２月２１日。以

下「関係三大臣合意」という。）及び

「北海道旅客鉄道株式会社及び四国

旅客鉄道株式会社の安全対策に対す

る追加的支援措置について」（平成２

７年６月３０日国鉄事第７５号）並

びに債務等処理法附則第４条及び第

５条の規定に基づき、旅客鉄道株式

会社等（旅客鉄道株式会社及び日本

貨物鉄道株式会社に関する法律の一

部を改正する法律（平成２７年法律

②旅客鉄道株式会社等の経営自立の

ための措置等 

旅客鉄道株式会社等（旅客鉄道株

式会社及び日本貨物鉄道株式会社に

関する法律の一部を改正する法律

（平成２７年法律第３６号）の施行

前は、旅客鉄道株式会社等に九州旅

客鉄道株式会社を含む。）に対し、老

朽化した鉄道施設等の更新その他会

社の経営基盤の強化に必要な鉄道施

設等の整備に必要な資金に充てるた

めの無利子の資金の貸付け又は助成

金の交付等（以下「貸付け等」とい

う。）を実施する。また、貸付け等に

当たっては、適切な資金管理を行い

＜主な定量的指標＞ 

・設定なし 

 

＜その他の指標＞ 

・設定なし 

 

＜評価の視点＞ 

・中期目標における所期の目標を達

成しているかどうか等。 

＜主要な業務実績＞ 

１．ＪＲ北海道、ＪＲ四国及びＪ

Ｒ貨物（以下「旅客鉄道株式会社

等」という。）に対する支援措置 

旅客鉄道株式会社等に対し、

以下の支援措置を実施した。 

１．無利子の資金の貸付け又は

助成金の交付 

○既存支援 

・ＪＲ北海道：509 億円 

・ＪＲ四 国：212 億円 

・ＪＲ九 州：419 億円 

・ＪＲ貨 物：707 億円 

○追加支援 

・ＪＲ北海道：389 億円 

＜自己評価＞ 

評定：Ｂ 

根拠：中期目標における

所期の目標を達成して

いると考えられるた

め。 

 

＜課題と対応＞ 

・なし 

 

評定 Ｂ 評定 Ｂ 
＜評定に至った理由＞ 
機構の特例業務勘定

における利益剰余金等
の取扱いに関する関係
三大臣合意及び「北海
道旅客鉄道株式会社及
び四国旅客鉄道株式会
社の安全対策に対する
追加的支援措置につい
て」並びに債務等処理
法附則第４条及び第５
条の規定に基づき、適
切に支援措置を講じて
おり、中期計画におけ
る所期の目標を達成す
ると認められるためＢ
評価とした。 

＜評定に至った理由＞ 
見込評価時から引き

続き計画に沿った着実 
な実施が行われている
ことから、中期目標に
おける所期の目標を達
成していると認めら
れ、Ｂ評定とした。 
 
＜今後の課題＞ 
特になし。 
 
＜その他事項＞ 
（外部有識者からの意

見） 
・中期計画を着実に実
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第３６号）の施行前は、旅客鉄道株式

会社等に九州旅客鉄道株式会社を含

む。）に対し、老朽化した鉄道施設等

の更新その他会社の経営基盤の強化

に必要な鉄道施設等の整備に必要な

資金に充てるための無利子の資金の

貸付け又は助成金の交付等（以下「貸

付け等」という。）を適切に実施する。

また、貸付け等に当たっては、適切な

資金管理を行いつつ、法令その他の

基準を遵守し、誤処理なく適正にか

つ効率的に実施する。 

 

なお、関係三大臣合意並びに同法

附則第６条の規定に基づき、並行在

来線の支援のため、特例業務勘定か

ら建設勘定への繰入れを適切に実施

するものとする。 

つつ、法令その他の基準を遵守する

とともに、旅客鉄道株式会社等のモ

ラルハザードを防止し、誤処理なく

適正にかつ効率的に実施する。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

なお、並行在来線の支援のための

貨物調整金に要する費用に充てるた

め、特例業務勘定から建設勘定への

繰入れを実施する。 

・ＪＲ四 国： 69 億円 

 

２．特別債券の利子の支払い 

・ＪＲ北海道：275 億円 

・ＪＲ四 国：175 億円 

注：利率は、国土交通大臣が定

める利率（年利 2.5％）である。 

 

３．並行在来線の支援のための

貨物調整金に要する費用に充て

るための建設勘定への繰入れ 

509 億円 

 

 
＜今後の課題＞ 
特になし。 
 
＜その他事項＞ 
（外部有識者からの意
見） 
・計画期間中に、インフ
ラ更新や安全対策のた
めの経営自立支援が必
要であったＪＲ北海
道、四国、九州、貨物の
４社に対し、応分の無
利子貸し付けと助成を
実施したことは評価で
きる。 

施している。 
・目標通りの成果を上

げた。 

 
４．その他参考情報 
 特になし。 
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様式１－２－４－２ 中期目標管理法人 中期目標期間評価 項目別評定調書（業務運営の効率化に関する事項、財務内容の改善に関する事項及びその他業務運営に関する重要事項）様式 
 
１．当事務及び事業に関する基本情報 

２．（１） 組織の見直し 

当該項目の重要度、難易

度 
 関連する政策評価・行政事業

レビュー 
 

 
２．主要な経年データ 
 評価対象となる指標 達成目標 基準値 

（前中期目標期間最終年

度値等） 

２５年度 ２６年度 ２７年度 ２８年度 ２９年度 （参考情報） 
当該年度までの累積値等、必要な

情報 
         
         

         
         

 
３．中期目標期間の業務に係る目標、計画、業務実績、中期目標期間評価に係る自己評価及び主務大臣による評価 
 中期目標 中期計画 主な評価指標等 法人の業務実績・自己評価 主務大臣による評価 

業務実績 自己評価 （見込評価） （期間実績評価） 
 （１）組織の見直し 

組織については、業務の質的・量的

な変化に常に的確に対応できる効率

的かつ機動的な体制となるよう見直

しを行いながら、適切に運営する。 

 

 なお、国鉄清算事業西日本支社吹

田事務所については、吹田貨物ター

ミナル駅開業後、残業務の状況を見

極めた上で、中期目標期間中に廃止

する。 

（１）組織の見直し 

業務の質的・量的な変化を適切に把

握して、組織見直しに関する具体的な

計画を策定し、弾力的な組織の編成、

運営の効率化等を図る。 

 

なお、国鉄清算事業西日本支社吹田

事務所については、吹田貨物ターミナ

ル駅開業後における残業務の状況を

見極めた上で、中期目標期間中に廃止

する。あわせて、国鉄清算事業西日本

支社については、業務の進捗状況を踏

まえ、人員の合理化を進める。 

＜主な定量的指標＞ 

・設定なし 

 

＜その他の指標＞ 

・設定なし 

 

＜評価の視点＞ 

・中期目標における所期の目標を達

成しているかどうか等。 

＜主要な業務実績＞ 
業務の進捗等に対応した組

織の合理的、機動的な編成、運

営の効率化等を図るため、毎年

度「組織改正計画」を決定した

上で、本社及び地方機関の組織

の新設・改廃を以下のとおり行

った。 
○本社における組織の見直し 

・法令遵守体制の強化の一環

として内部監査の実効性

及び独立性の確保を図る

ため、監査室を監査部に改

組するとともに（平成26年

4 月）、理事長直轄の組織と

した（平成 26年 10 月）。 

・中央新幹線調査室を廃止

し、受託業務に係る執行体

制の整備のため「建設部」

を設置（平成 27 年 4 月）。 

・ 地域公共交通の活性化及

び再生に関する法律及び

独立行政法人鉄道建設・運

輸施設整備支援機構法の

＜自己評価＞ 
評定：Ｂ 
根拠：中期目標における所

期の目標を達成している

と考えられるため。 
 
＜課題と対応＞ 
・なし 
 

評定 Ｂ 評定 Ｂ 
＜評定に至った理由

＞ 
業務の質的・量的な変

化に常に的確に対応

できる効率的かつ機

動的な体制となるよ

う組織の適切な見直

しを行っており、中期

計画における所期の

目標を達成すると認

められるため、Ｂ評価

とした。 
 
＜今後の課題＞ 
特になし。 
 
＜その他事項＞ 
（外部有識者からの

意見） 
・本社組織・国鉄清算

事業関係組織・地方機

関の組織の在り方に

ついて必要な対応が

＜評定に至った理由

＞ 
見込評価時から引

き続き計画に沿った

着実な実施が行わ

れ、特に平成２９年

４月からは、鉄道建

設本部を廃止の上、

事業監理部を設置

し、事業費・工程管理

を適切に実施する体

制を整備していると

ころ、今後、より実効

性のある組織運営が

求められるが、中期

目標における所期の

目標を達成している

と認められ、Ｂ評定

とした。 
 
＜今後の課題＞ 
特になし。 
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一部を改正する法律（平成

27 年法律第 28号）により、

地域公共交通ネットワー

クの再構築を図る事業に

対する出資等の業務を機

構が行うことになったこ

とに伴い、企画調査部に

「地域公共交通出資課」を

設置（平成 27年 8月）。 

・ 機構全体が一体となって

事業を強力に推進する体

制を構築するため、鉄道建

設本部の廃止、鉄道建設関

係各部の再編等を実施し

（平成 29年 4月）、事業管

理の深化や理事会での事

業進捗状況の報告の充実

等が図られた。 

 

○国鉄清算事業関係組織の縮

小 

・吹田貨物ターミナル駅開業

後における残業務の進捗

に伴い、国鉄清算事業西日

本支社「吹田事務所」を廃

止（平成 27 年 9 月末）。 

・梅田駅・吹田信号場基盤整

備事業の進捗による業務

量の減少に伴い、国鉄清算

事業西日本支社を廃止（平

成 29年 3月末）。 

 

○地方機関の見直し 

・北陸新幹線（長野・金沢間）

が開業したことによる業

務量の減少に伴い、北陸新

幹線建設局、北陸新幹線第

二建設局について、組織体

制を縮小のうえ、それぞれ

「長野工事事務所」、「富山

工事事務所」に改組（平成

27 年 4 月）。 

・受託業務に係る執行体制の

整備のため「関東甲信工事

局」を設置（平成 27 年 4

月）。 

・北陸新幹線（長野・金沢間）

の開業後の残業務の進捗

に伴い、長野工事事務所の

着実に実行されたと

評価できる。 
＜その他事項＞ 
（外部有識者からの

意見） 
・中期計画を着実に

実施している。 
・目標通りの成果を

上げた。 



47 
 

組織体制を更に縮小し、東

京支社に編入（平成 27年 8

月）。 

・北海道新幹線（新青森・新

函館北斗間）が開業したこ

とによる業務量の減少に

伴い、青森新幹線建設局に

ついて、組織体制を縮小の

うえ、「青森工事事務所」に

改組（平成 28年 4月）。 

 
４．その他参考情報 
 特になし。 
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様式１－２－４－２ 中期目標管理法人 中期目標期間評価 項目別評定調書（業務運営の効率化に関する事項、財務内容の改善に関する事項及びその他業務運営に関する重要事項）様式 
 
１．当事務及び事業に関する基本情報 

２．（２） 経費・事業費の削減 

当該項目の重要度、難易

度 
 関連する政策評価・行政事業

レビュー 
 

 
２．主要な経年データ 
一般管理費、人件費の効率化 
 評価対象となる指標 達成目標 基準値 

（平成 24 年度の一

般管理費年度計画

額）（百万円） 

２５年度 ２６年度 ２７年度 ２８年度 ２９年度 （参考情報） 
当該年度までの累積値等、必要な

情報 

一般管理費（中期目

標）（百万円） 
平成 29 年度におい

て平成 24 年度比で

15％程度に相当す

る額の削減 

28,318 － － － － 24,070 程度  

一般管理費（年度計

画額）（百万円） 
 － 26,999 26,396 26,215  

 
（26,164） 

25,225  
＜25,268＞ 
（25,225） 
≪25,225≫ 

24,041  
＜24,101＞ 
（24,041） 
≪24,101≫ 

 

削減率（年度計画額

と 24 年度計画額と

の比較） 

 － △4.7％ △6.8％ △7.4％  
 

（△7.6％） 

△10.9％  
＜△10.8％＞ 
（△10.9％） 
≪△10.9％≫ 

△15.1％  
＜△14.9％＞ 
（△15.1％） 
≪△14.9％≫ 

 

＜参考＞ 
一般管理費（中期計

画上の推計額）（百万

円） 

 － 26,999 26,494 26,447  
 

（26,447） 

25,245  
＜25,288＞ 
（25,245） 
≪25,245≫ 

24,060  
＜24,124＞ 
（24,060） 
≪24,060≫ 

 

＜参考＞ 
達成度（中期計画上

の削減率と年度計画

の削減率の比較） 

 － 100％ 105.4％ 112.4％  
 

（115.1％） 

100.6％  
＜100.7％＞ 
（100.6％） 
≪102.1％≫ 

100.4％  
＜100.6％＞ 
（100.4％） 
≪99.0％≫ 

 

  （注１）本書は、特殊要因を除いた変更後の予算額 

＜＞は、特殊要因を含んだ変更後の予算額 

（）は、特殊要因を除いた当初計画の予算額 

≪≫は、特殊要因を含んだ当初計画の予算額 

（注２）特殊要因は、中央新幹線建設資金貸付等業務に係る経費である。（平成 28 年度予算額 43 百万円、平成 29年度予算額 60百万円） 

（注３）一般管理費については、人件費を含む。 
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事業費の効率化 
 評価対象となる指標 達成目標 基準値 

（平成 24 年度の事

業費年度計画額） 

２５年度 ２６年度 ２７年度 ２８年度 ２９年度 （参考情報） 
当該年度までの累積値等、必要な

情報 
事業費（中期目

標）（百万円） 
平成 29 年度におい

て平成 24 年度比で

5％程度に相当す

る額の削減 

1,501,548 － － － － 1,426,471 程度  

事業費（年度計画

額）（百万円） 
※（）書きは当初

計画の金額） 

 － 1,505,282  
 

（1,486,277） 

1,444,601  
 

（1,442,106） 
 

1,277,052  
 

（1,275,491） 
 

1,178,815  
＜2,678,815＞ 
（1,171,928） 
≪1,171,928≫ 

932,565  
＜2,459,070＞ 
（929,868） 

≪2,456,373≫ 

 

削減率（各年度

計画額と 24 年度

計画額との比較） 
※（）書きは当

初計画の金額 

 － 0.2％  
 

（△1.0％） 

△3.8％  
 

（△4.0％） 
 

△15.0％  
 

（△15.1％） 

△21.5％  
＜78.4％＞ 

（△22.0％） 
≪△22.0％≫ 

△37.9％ 

＜63.8％＞ 
（△38.1％） 
≪63.6％≫ 

 

＜参考＞ 
事業費（中期計画上

の推計額）（百万

円） 

 － 1,486,277  
 

（1,486,277） 

1,482,083  
 

（1,482,083） 

1,378,785  
 

（1,377,732） 
 

1,322,030  
＜2,822,030＞ 
（1,281,061） 
≪1,281,061≫ 

1,001,867  
＜2,515,367＞ 
（1,142,632） 
≪1,142,632≫ 

 

＜参考＞ 
達成率（中期計画上

の削減率と年度

計画の削減率の

比較） 
※（）書きは当初計画

の金額 
 

 － △24.5％  
 

（100％） 

292.6％  
 

（305.4％） 
 

182.9％  
 

（182.6％） 

179.8％  
＜89.2％＞ 

（183.6％） 
≪△25.0％≫ 

113.9％  
＜94.4％＞ 

（159.3％） 
≪△266.0％≫ 

 

  （注１）本書は、特殊要因を除いた変更後の予算額 

＜＞は、特殊要因を含んだ変更後の予算額 

（）は、特殊要因を除いた当初計画の予算額 

≪≫は、特殊要因を含んだ当初計画の予算額 

（注２）特殊要因は、中央新幹線建設資金貸付等業務に係る経費である。（平成 28 年度予算額 1,500,000 百万円、平成 29 年度予算額 1,526,505 百万円） 
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内航海運活性化融資業務 
 評価対象となる指標 達成目標 基準値 

（平成 24 年度の事

業費年度計画額） 

２５年度 ２６年度 ２７年度 ２８年度 ２９年度 （参考情報） 
当該年度までの累積値等、必要な

情報 
職員、契約職員の

削減 
中期目標期間終了

時に職員 1 人、契約

職員 4 人削減 

－ － 契約職員 2 人削減 契約職員 1 人削減 － 職員 1 人、契約職員

人名削減 
 

 
３．中期目標期間の業務に係る目標、計画、業務実績、中期目標期間評価に係る自己評価及び主務大臣による評価 
 中期目標 中期計画 主な評価指標等 法人の業務実績・自己評価 主務大臣による評価 

業務実績 自己評価 （見込評価） （期間実績評価） 
 （２）経費・事業費の削減 

業務運営に当たっては法人の

自主性、自律性をもって業務を遂

行するとともに、法人の不断の経

営努力により、効率性の高い業務

運営を図る。 

 

一般管理費（特殊要因により増

減する経費を除く。）については、

中期目標期間の最終年度（平成２

９年度）において、前中期目標期

間の最終年度(平成２４年度)比

で１５％程度に相当する額を削

減する。 

 

 

 

 

また、給与水準については、国

家公務員の給与水準も十分考慮

し、手当を含め役職員給与の在り

方について厳しく検証した上で、

目標水準・目標期限を設定してそ

の適正化に計画的に取り組むと

ともに、その検証結果及び取組状

況を公表する。 

 

なお、総人件費についても、政

府における総人件費削減の取組

みを踏まえ、厳しく見直す。 

 

さらに、事業費（特殊要因によ

り増減する経費を除く。）につい

ては、中期目標期間の最終年度

（平成２９年度）において、前中

（２）経費・事業費の削減 

 

 

 

 

 

 

一般管理費（特殊要因により増

減する経費を除く。）については、

業務量に対応した合理的、機動的

な組織の再編、効率性の高い業務

運営等を行うことにより、中期目

標期間の最終年度（平成２９年

度）において、前中期目標期間の

最終年度(平成２４年度)比で１

５％程度に相当する額を削減す

る。 

 

また、給与水準については、国

家公務員の給与水準も十分考慮

し、手当を含め役職員給与の在り

方について厳しく検証した上で、

目標水準・目標期限を設定してそ

の適正化に計画的に取り組むと

ともに、その検証結果及び取組状

況を公表する。 

 

なお、総人件費についても、政

府における総人件費削減の取組

みを踏まえ、厳しく見直す。 

 

さらに、事業費（特殊要因によ

り増減する経費を除く。）につい

ては、１．（１）④中の鉄道建設コ

ストの縮減に係る取組みや契約

＜主な定量的指標＞ 

［一般管理費、人件費の効率化］ 

・特殊要因を除いた一般管理費削

減率（対 24 年度比） 

 

［事業費の効率化］ 

・特殊要因を除いた事業費の削減

率（対 24 年度比） 

 

［内航海運活性化融資業務］ 

・職員及び契約職員削減数 

 

＜その他の指標＞ 

・設定なし 

 

＜評価の視点＞ 

［一般管理費、人件費の効率化］ 

・中期目標における所期の目標に

向け着実に進捗しているかどう

か等。 

 

［事業費の効率化］ 

・中期目標における所期の目標に

向け着実に進捗しているかどう

か等。 

 

［内航海運活性化融資業務］ 

・中期目標における所期の目標を

達成しているかどうか等。 

＜主要な業務実績＞ 

［一般管理費、人件費の効率

化］ 

・ 一般管理費の削減について

は、前記「主要な経年データ」

のとおりに推移してきてお

り、平成 29 年度において中

期目標における所期の目標

を達成した。 

・ 給与水準については、国家

公務員の給与水準も十分考

慮し、手当を含め役職員給与

の在り方について厳しく検

証した上で、目標水準・目標

期限を設定してその適正化

に計画的に取り組むととも

に、その検証結果及び取組状

況を公表した。 

なお、総人件費について

も、政府における総人件費削

減の取組みを踏まえ、厳しく

見直した。 

 

［事業費の効率化］ 

 事業費の削減については、前

記「主要な経年データ」のとお

りに推移してきており、平成 29

年度において中期目標におけ

る所期の目標を達成した。 

 

［内航海運活性化融資業務］ 

 今中期目標期間において、職

員 1人、契約職員 4人の削減を

目標としていたところ、担務の

見直しを実施したことにより、

＜自己評価＞ 

［一般管理費、人件費の効率化］ 

評定：Ｂ 

根拠：中期目標における所期の目標

に向け着実に進捗していると考

えられるため。 

 

［事業費の効率化］ 

評定：Ｂ 

根拠：中期目標における所期の目標

に向け着実に進捗していると考

えられるため。 

 

［内航海運活性化融資業務］ 

評定：Ｂ 

根拠：中期目標における所期の目標

に向け着実に進捗していると考

えられるため。 

 

＜課題と対応＞ 

・なし 

 

評定 Ｂ 評定 Ｂ 
＜評定に至った理由＞ 
一般管理費、事業費

については、中期計画

における所期の目標を

達成すると見込まれる

ことからＢ評価とし

た。 
内航海運活性化融資

業務については、中期

目標では、貸付金の規

模も踏まえつつ業務運

営の効率化を図り、同

融資業務に係る職員、

契約職員及び経費の節

減を行うとしている

中、平成２８年度まで

に契約職員３名の削減

を行ったが、平成２９

年度中に職員１名及び

契約職員１名の削減を

見込まれていることか

ら、平成２８年度に担

務の見直しを実施し

た。以上から、中期計画

の目標を達成できる見

込みである。 
 
＜今後の課題＞ 
特になし。 
 
＜その他事項＞ 
（外部有識者からの意

見） 
・いずれの項目も目標

＜評定に至った理由＞ 
一般管理費、事業費

については、見込評価

時から引き続き計画に

沿った着実な実施が行

われている。 
内航海運活性化融資

業務について、中期目

標においては、貸付金

の規模も踏まえつつ業

務運営の効率化を図

り、同融資業務に係る

職員、契約職員及び経

費の削減を行うとして

いる中、平成２９年度

までに、同融資業務に

係る職員を１人、契約

職員を４人、及びそれ

らにかかる経費につい

て削減を行うこととい

う、中期目標における

所期の目標を達成し

た。 
以上のことから、中

期目標における所期の

目標を達成していると

認められ、Ｂ評定とし

た。 
 
＜今後の課題＞ 
特になし。 
 
＜その他事項＞ 
（外部有識者からの意
見） 
・中期計画を着実に実
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期目標期間の最終年度(平成２４

年度)比で５％程度に相当する額

を削減する。 

 

 

 

 

 

上記に加え、内航海運活性化融

資業務については、機構の資金調

達額及び日本内航海運組合総連

合会（以下「内航総連」という。）

への貸付額は年々漸減していく

ことから、貸付金の規模も踏まえ

つつ業務運営の効率化を図り、同

融資業務に係る職員、契約職員及

び経費の削減を行うものとする。 

方式の改善等を通じて事業の効

率化を推進することにより、中期

目標期間の最終年度（平成２９年

度）において、前中期目標期間の

最終年度(平成２４年度)比で

５％程度に相当する額を削減す

る。 

 

上記に加え、内航海運活性化融

資業務については、貸付金の規模

も踏まえ、同融資業務を取り巻く

環境等を勘案しつつ、業務運営の

効率化を図り、国において将来の

輸送量、船腹量の推計に基づき策

定・公表されている資金管理計画

（以下、「資金管理計画」という。）

を基に、中期目標期間中に同融資

業務に係る職員を１人、契約職員

を４人、経費についてもこれらに

応じて削減を行う。 

職員 1人、契約職員 5人の削減

を実施し、今中期目標期間にお

ける目標を達成した。 

を達成しており、評価

できる。 
施している。 
・目標通りの成果を上
げた。 

 
４．その他参考情報 
 特になし。 
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様式１－２－４－２ 中期目標管理法人 中期目標期間評価 項目別評定調書（業務運営の効率化に関する事項、財務内容の改善に関する事項及びその他業務運営に関する重要事項）様式 
 
１．当事務及び事業に関する基本情報 

２．（３） 調達等合理化の取組 

当該項目の重要度、難易

度 
 関連する政策評価・行政事業

レビュー 
 

 
２．主要な経年データ 
 評価対象となる指標 達成目標 基準値 

（前中期目標期間最終年

度値等） 

２５年度 ２６年度 ２７年度 ２８年度 ２９年度 （参考情報） 
当該年度までの累積値等、必要な

情報 
         
         

         
         

 
３．中期目標期間の業務に係る目標、計画、業務実績、中期目標期間評価に係る自己評価及び主務大臣による評価 
 中期目標 中期計画 主な評価指標等 法人の業務実績・自己評価 主務大臣による評価 

業務実績 自己評価 （見込評価） （期間実績評価） 
 （３）調達等合理化の推進 

「独立行政法人における調達等

合理化の取組の推進について」（平

成 27 年 5 月 25 日総務大臣決定）

に基づく取組を着実に実施し、事

務・事業の特性を踏まえ、ＰＤＣＡ

サイクルにより、公正性・透明性を

確保しつつ、自律的かつ継続的に

調達等の合理化を推進する。 

（３）調達等合理化の取組 

「独立行政法人における調達等

合理化の取組の推進について」（平

成 27 年 5 月 25 日総務大臣決定）

に基づき、毎年度調達等合理化計

画を策定し、事務・事業の特性を踏

まえ、ＰＤＣＡサイクルにより、公

正性・透明性を確保しつつ、自律的

かつ継続的に調達等の合理化に取

り組む。また、入札・契約の適正な

実施について、監事監査及び契約

監視委員会等のチェックを受け

る。 

＜主な定量的指標＞ 

・設定なし 

 

＜その他の指標＞ 

・設定なし 

 

＜評価の視点＞ 

・中期計画における所期の目標を

達成しているかどうか等。 

＜主要な業務実績＞ 
「独立行政法人における調達等

合理化の取組の推進について」（平

成 27 年 5 月 25 日総務大臣決定）

に基づき、独立行政法人鉄道建設・

運輸施設整備支援機構調達等合理

化計画（以下「調達等合理化計画」

という。）を策定し、契約監視委員会

による点検を受けた上で公表する

とともに、国土交通大臣に報告し

た。 
また、調達等合理化計画に定めた重

点的に取り組む分野及び調達に関

するガバナンスの徹底等について

着実に実施し、事務・事業の特性を

踏まえ、ＰＤＣＡサイクルにより、

公正性・透明性を確保しつつ、自立

的かつ継続的に調達等の合理化に

取り組んだ。 
さらに、入札・契約の適正な実施に

ついて、監事監査、第三者機関であ

る契約監視委員会及び入札監視委

員会のチェックを受けた。 

＜自己評価＞ 
評定：Ｂ 
根拠：中期目標におけ

る所期の目標を達成

していると考えられ

るため。 
 
＜課題と対応＞ 
・なし 

評定 Ｂ 評定 Ｂ 
＜評定に至った理由＞ 
「独立行政法人における

調達等合理化の取組の推

進について」（平成２７年

５月２５日総務大臣決定）

に基づき、毎年度調達等合

理化計画を策定し、事務・

事業の特性を踏まえ、自律

的かつ継続的に調達等の

合理化に取り組んできて

おり、中期計画における所

期の目標を達成すること

からＢ評価とした 
 
＜今後の課題＞ 
特になし。 
 
＜その他事項＞ 
（外部有識者からの意見） 
・競争性のない随意契約の

金額割合を、２５年度の５

３％から、２８年度の２

１％に継続して低下させ

＜評定に至った理由＞ 
見込評価時から引き

続き計画に沿った着実 
な実施が行われている

ことから、中期目標にお

ける所期の目標を達成

していると認められ、Ｂ

評定とした。 
 
＜今後の課題＞ 
特になし。 
 
＜その他事項＞ 
（外部有識者からの意
見） 
・北陸新幹線談合問題の
ような不祥事の再発を
防止すべく、適切かつ公
正な調達が行える仕組
みを追求して頂きたい。 
・目標通りの成果を上げ
た。 
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たことは評価できる。ただ

随意契約の件数割合は逆

に上昇しており、なぜそう

なるのか、不思議に思う。 

 
４．その他参考情報 
 特になし。 
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様式１－２－４－２ 中期目標管理法人 中期目標期間評価 項目別評定調書（業務運営の効率化に関する事項、財務内容の改善に関する事項及びその他業務運営に関する重要事項）様式 
 
１．当事務及び事業に関する基本情報 

２．（４） 資産の有効活用 

当該項目の重要度、難易

度 
 関連する政策評価・行政事業

レビュー 
 

 
２．主要な経年データ 
 評価対象となる指標 達成目標 基準値 

（前中期目標期間最終年

度値等） 

２５年度 ２６年度 ２７年度 ２８年度 ２９年度 （参考情報） 
当該年度までの累積値等、必要な

情報 
         
         

         
         

 
３．中期目標期間の業務に係る目標、計画、業務実績、中期目標期間評価に係る自己評価及び主務大臣による評価 
 中期目標 中期計画 主な評価指標等 法人の業務実績・自己評価 主務大臣による評価 

業務実績 自己評価 （見込評価） （期間実績評価） 
 （４）資産の有効活用 

宿舎等の保有資産について、効率

的な活用を図るとともに、利用実態

等に照らして適切な場合には処分

を行う。 

（４）資産の有効活用 

宿舎等の保有資産について、「５．

重要な財産の譲渡等に関する計画」

に従って、資産の処分及び集約化を

図るほか、資産の効率的な活用を図

る。 

＜主な定量的指標＞ 

・設定なし 

 

＜その他の指標＞ 

・設定なし 

 

＜評価の視点＞ 

・中期目標における所期の目標を達

成しているかどうか等。 

＜主要な業務実績＞ 
・こずかた寮については、平成 25

年度に売却し、平成 26 年度に登

記手続きを完了した。 

・宿舎不用地（行田宿舎用地の一

部）については、平成 26年度に

売却し、登記手続きを完了した。 

・保土ヶ谷寮については、平成 28

年度に売却し、登記手続きを完

了した。 

・船橋宿舎については、平成 28

年度に売却し、平成 29 年度にお

いて登記手続きを完了した。 

＜自己評価＞ 
評定：Ｂ 
根拠：中期目標における

所期の目標を達成して

いると考えられるた

め。 
 
＜課題と対応＞ 
・なし 

評定 Ｂ 評定 Ｂ 
＜評定に至った理由＞ 
中期計画における所期

の目標を達成すること

からＢ評定とした。 
 
＜今後の課題＞ 
特になし。 
 
＜その他事項＞ 
（外部有識者からの意

見） 
・不要な資産の処分・集

約化を適切に実施して

いる。 

＜評定に至った理由＞ 
見込評価時から引き続

き計画に沿った着実な実

施が行われていることか

ら、中期目標における所

期の目標を達成している

と認められ、Ｂ評定とし

た。 
 
＜今後の課題＞ 
特になし。 
 
＜その他事項＞ 
（外部有識者からの意
見） 
・中期計画を着実に実施
している。 
・目標通りの成果を上げ
た。 

 
４．その他参考情報 
 特になし。 
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様式１－２－４－２ 中期目標管理法人 中期目標期間評価 項目別評定調書（業務運営の効率化に関する事項、財務内容の改善に関する事項及びその他業務運営に関する重要事項）様式 
 
１．当事務及び事業に関する基本情報 

３．（１） 予算、収支計画及び資金計画 

当該項目の重要度、難易

度 
 関連する研究開発評価、政策

評価・行政事業レビュー 
 

 
２．主要な経年データ 
 評価対象となる指標 達成目標 基準値 

（前中期目標期間最終年

度値等） 

２５年度 ２６年度 ２７年度 ２８年度 ２９年度 （参考情報） 
当該年度までの累積値等、必要な

情報 
         
         

         
         

 
３．中期目標期間の業務に係る目標、計画、業務実績、中期目標期間評価に係る自己評価及び主務大臣による評価 
 中期目標 中期計画 主な評価指標等 法人の業務実績・自己評価 主務大臣による評価 

業務実績 自己評価 （見込評価） （期間実績評価） 
  ３．予算、収支計画及び資金計画 

（１）予算、収支計画及び資金計

画（別紙） 

毎年の運営費交付金額の算定

については、運営費交付金債務残

高の発生状況にも留意した上で、

厳格に行う。 

＜主な定量的指標＞ 

・設定なし 

 

＜その他の指標＞ 

・設定なし 

 

＜評価の視点＞ 

・今中期目標期間において、一般

管理費、事業費の削減を織り込ん

だ中期計画の予算、収支計画及び

資金計画に基づき作成した各年

度の年度計画の予算、収支計画及

び資金計画について適正に実施

しているか等。 

＜主要な業務実績＞ 

・独立行政法人鉄道建設・運輸施

設整備支援機構 中期計画の予算

等（平成 25 年～29年度）（表１）

参照 

＜自己評価＞ 

評定：Ｂ 

根拠：中期計画の予算等に

基づき、適正に実施したと

考えられるため。 

 

＜課題と対応＞ 

・なし 

 

評定 Ｂ 評定 Ｂ 
＜評定に至った理由＞ 
 中期計画の予算等に基

づき、適正に実施したと認

められるため。 
 
＜今後の課題＞ 
特になし。 
 
＜その他事項＞ 
（外部有識者からの意見） 
・着実に実行されている。 

＜評定に至った理由＞ 
見込評価時から引き続き

計画に沿った着実な実施が

行われていることから、中

期計画の予算等に基づき、

適正に実施していると認め

られ、Ｂ評定とした。 
 
＜今後の課題＞ 
特になし。 
 
＜その他事項＞ 
（外部有識者からの意見） 
・中期計画を着実に実施し
ている。 
・目標通りの成果を上げ
た。 

 
４．その他参考情報 
 特になし。 
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表１ 中期計画の予算等（平成２５年度～２９年度） 
 

予算 （単位：百万円）

計画額
25年度

（実績額）
26年度

（実績額）
27年度

（実績額）
28年度

（実績額）
29年度

（実績額）
25年度～29年度

合計

収入

国庫補助金等 246,026 51,654 42,240 43,320 48,925 63,732 249,870

地方公共団体建設費負担金 197,112 46,404 36,269 34,627 35,299 51,357 203,956

地方公共団体建設費補助金 48,914 5,250 5,971 8,693 13,626 12,374 45,914

借入金等 2,508,526 335,109 387,273 304,581 1,025,000 313,500 2,365,464

財政融資資金借入金 1,002,676 30,800 27,200 22,800 852,200 13,400 946,400

民間借入金 826,094 146,809 203,073 165,781 54,300 51,100 621,063

鉄道建設・運輸施設整備支援機構債券 679,756 157,500 157,000 116,000 118,500 249,000 798,001

業務収入 1,162,308 206,681 199,381 432,768 198,040 204,550 1,241,419

受託収入 208,128 29,893 10,939 5,069 8,581 9,198 63,679

業務外収入 8,446 2,599 5,272 3,477 2,894 3,201 17,443

他勘定より受入 794,402 153,973 161,080 162,759 165,754 158,797 802,364

計 4,927,837 779,908 806,186 951,975 1,449,194 752,977 4,740,239

支出

業務経費

鉄道建設業務関係経費 1,199,040 293,087 228,373 190,703 242,884 312,597 1,267,644

受託経費

鉄道建設業務関係経費 187,961 28,500 9,596 4,167 6,829 7,501 56,594

借入金等償還 2,350,800 462,606 510,082 463,487 425,388 245,185 2,106,749

支払利息 123,824 21,813 18,233 14,911 12,756 13,902 81,615

一般管理費 26,024 4,166 3,958 4,249 3,801 3,968 20,141

人件費 84,956 14,042 14,245 14,293 13,860 13,926 70,366

業務外支出 48,881 7,025 5,784 8,923 10,952 10,972 43,656

他勘定へ繰入 146,241 24,170 28,353 34,078 30,920 30,094 147,615

計 4,167,727 855,410 818,624 734,812 747,391 638,145 3,794,381

［人件費の見積もり］　

（計画）61,309百万円を支出する。ただし、上記の額は、役員報酬並びに職員基本給、職員諸手当、超過勤務手当及び休職者給与に相当する範囲の費用である。

（実績）平成25年度～平成29年度までの実績額は54,298百万円である。

収支計画 （単位：百万円）

計画額
25年度

（実績額）
26年度

（実績額）
27年度

（実績額）
28年度

（実績額）
29年度

（実績額）
25年度～29年度

合計

費用の部 1,738,662 418,920 345,363 364,610 376,108 366,476 1,871,478

経常費用 1,626,643 397,503 327,476 345,687 363,349 354,786 1,788,801

鉄道建設業務費 1,434,705 274,381 273,543 340,215 347,574 353,409 1,589,122

受託経費 186,063 121,968 52,810 4,138 14,463 40 193,419

一般管理費 5,845 982 922 1,120 1,096 1,103 5,224

減価償却費 29 173 201 214 216 234 1,037

財務費用 111,564 20,978 17,535 14,702 12,591 10,755 76,561

雑損 455 439 352 439 127 853 2,210

臨時損失 - - - 3,782 41 82 3,906

収益の部 1,744,365 419,723 346,242 365,265 376,896 366,834 1,874,959

鉄道建設業務収入 983,251 202,769 192,899 210,439 208,436 213,433 1,027,977

鉄道建設事業費補助金収入 540 119 150 180 89 37 576

鉄道建設事業費利子補給金収入 1,008 200 200 134 129 89 752

受託収入 186,063 121,968 52,810 4,138 14,463 40 193,419

資産見返負債戻入

資産見返補助金等戻入 570,901 93,434 96,911 145,438 152,359 152,222 640,365

財務収益 117 118 67 17 14 16 232

雑益 2,484 1,115 3,205 1,195 991 995 7,502

臨時利益 - - - 3,723 415 0 4,139

純利益 5,703 803 879 655 788 357 3,482

目的積立金取崩額 0 - - - - - -

総利益 5,703 803 879 655 788 357 3,482

資金計画 （単位：百万円）

計画額
25年度

（実績額）
26年度

（実績額）
27年度

（実績額）
28年度

（実績額）
29年度

（実績額）
25年度～29年度

合計

資金支出 5,032,830 1,332,451 1,262,197 1,365,007 1,854,595 1,829,627 6,387,081

業務活動による支出 1,828,068 369,388 290,702 246,954 288,037 338,279 1,533,360

投資活動による支出 2,296 335,423 308,279 150,970 195,053 343,521 1,333,245

財務活動による支出 2,350,800 583,203 620,637 712,602 456,206 274,898 2,647,546

次期中期目標期間への繰越金 851,666 44,438 42,579 254,480 915,299 872,929 872,929

資金収入 5,032,830 1,332,451 1,262,197 1,365,007 1,854,595 1,829,627 6,387,081

業務活動による収入 2,427,215 464,089 421,157 647,037 421,858 434,719 2,388,859

受託収入 208,128 31,663 12,997 6,242 10,098 11,020 72,021

その他の収入 2,219,087 432,425 408,159 640,795 411,760 423,699 2,316,838

投資活動による収入 3,106 399,407 327,329 151,810 153,256 166,109 1,197,911

財務活動による収入 2,508,525 431,109 469,273 523,581 1,025,000 313,500 2,762,464

前期よりの繰越金 93,984 37,847 44,438 42,579 254,480 915,299 37,847

（注）単位未満四捨五入のため、合計額は一致しないことがある。

区　　　　　　　分

区　　　　　　　分

区　　　　　　　分

【建設勘定】
予算 （単位：百万円）

計画額
25年度

（実績額）
26年度

（実績額）
27年度

（実績額）
28年度

（実績額）
29年度

（実績額）
25年度～29年度

合計

収入

運営費交付金 24 8 9 8 - - 26

借入金等 192,900 36,300 29,600 70,300 12,800 13,300 162,300

財政融資資金借入金 105,900 25,300 14,600 28,300 9,300 13,300 90,800

民間借入金 - - - - - - -

鉄道建設・運輸施設整備支援機構債券 87,000 11,000 15,000 42,000 3,500 - 71,500

業務収入 156,664 30,567 37,275 30,697 28,961 29,958 157,458

受託収入 10 - - - - - -

業務外収入 1,170 235 680 591 641 187 2,334

他経理より受入 - - - - - - -

計 350,768 67,110 67,564 101,596 42,402 43,446 322,118

支出

業務経費

海事業務関係経費 154,623 38,049 26,607 33,002 15,107 18,103 130,869

受託経費

海事業務関係経費 10 - - - - - -

借入金等償還 183,579 28,392 37,317 69,208 22,042 27,207 184,165

支払利息 9,843 1,508 1,390 1,242 1,033 863 6,035

一般管理費 820 168 136 144 127 136 712

人件費 3,320 632 566 619 577 674 3,067

業務外支出 2,716 4 57 96 2,211 3 2,373

他経理へ繰入 - - - - - - -

計 354,912 68,753 66,073 104,312 41,097 46,986 327,221

［人件費の見積もり］　

（計画）2,739百万円を支出する。ただし、上記の額は、役員報酬並びに職員基本給、職員諸手当、超過勤務手当及び休職者給与に相当する範囲の費用である。　

（実績）平成25年度～平成29年度までの実績額は2,481百万円である。

収支計画 （単位：百万円）

計画額
25年度

（実績額）
26年度

（実績額）
27年度

（実績額）
28年度

（実績額）
29年度

（実績額）
25年度～29年度

合計

費用の部 143,223 25,888 26,181 25,399 24,971 24,128 126,566

経常費用 132,557 24,373 24,806 23,918 23,805 23,303 120,205

海事業務費 127,897 23,567 24,073 23,152 23,048 22,495 116,334

受託経費 10 - - - - - -

一般管理費 4,640 806 729 761 751 802 3,849

減価償却費 10 0 5 5 6 6 22

財務費用 10,666 1,514 1,373 1,287 994 824 5,992

雑損 - 0 2 0 - - 2

臨時損失 - 0 0 194 173 0 367

収益の部 147,766 28,347 32,918 29,761 30,057 28,277 149,360

運営費交付金収益 24 8 8 8 - - 25

海事業務収入 145,140 27,748 31,923 28,969 28,515 27,974 145,129

受託収入 10 - - - - - -

資産見返負債戻入

資産見返補助金等戻入 3 1 0 0 0 0 2

財務収益 40 3 5 4 0 0 13

雑益 2,548 587 982 779 804 299 3,450

臨時利益 - - - - 738 4 742

純利益 4,542 2,460 6,736 4,362 5,086 4,150 22,794

目的積立金取崩額 0 - - - - - -

総利益 4,542 2,460 6,736 4,362 5,086 4,150 22,794

資金計画 （単位：百万円）

計画額
25年度

（実績額）
26年度

（実績額）
27年度

（実績額）
28年度

（実績額）
29年度

（実績額）
25年度～29年度

合計

資金支出 355,863 74,889 74,944 193,609 58,769 61,192 443,150

業務活動による支出 169,137 40,432 28,941 2,443 2,186 1,898 75,901

投資活動による支出 28 3,021 4,003 82,608 14,565 25,526 129,722

財務活動による支出 185,779 28,392 37,317 106,508 31,543 27,207 230,966

次期中期目標期間への繰越金 920 3,045 4,683 2,050 10,476 6,562 6,562

資金収入 355,863 74,889 74,944 193,609 58,769 61,192 443,150

業務活動による収入 159,375 32,507 39,300 28,362 28,341 27,809 156,319

運営費交付金による収入 24 8 9 8 - - 26

受託収入 10 - - - - - -

その他の収入 159,341 32,499 39,291 28,354 28,341 27,809 156,294

投資活動による収入 192,900 2,500 3,000 52,964 8,278 9,607 76,349

財務活動による収入 - 36,300 29,600 107,600 20,100 13,300 206,900

前期よりの繰越金 3,588 3,582 3,045 4,683 2,050 10,476 3,582

（注1）単位未満四捨五入のため、合計額は一致しないことがある。

（注2） 「地域公共交通の活性化及び再生に関する法律及び独立行政法人鉄道建設・運輸施設整備支援機構法の一部を改正する法律」（平成27年法律第28号）

         の施行に伴い、海事勘定においては、平成27年8月26日に技術支援業務及び構造転換業務、平成28年4月1日に高度船舶技術実用化助成業務が廃止された。

区　　　　　　　分

区　　　　　　　分

区　　　　　　　分

【海事勘定】
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予算 （単位：百万円）

計画額
25年度

（実績額）
26年度

（実績額）
27年度

（実績額）
28年度

（実績額）
29年度

（実績額）
25年度～29年度

合計

収入

運営費交付金 1,036 217 225 220 214 209 1,085

国庫補助金等 478,703 90,571 96,036 93,386 99,847 109,668 489,508

国庫補助金 477,693 90,369 95,834 93,249 99,717 109,577 488,746

政府補給金 1,010 202 202 137 130 91 762

借入金等

　 財政融資資金借入金 3,000,000 - - - 1,500,000 1,500,000 3,000,000

業務収入 1,807,234 496,152 462,435 402,784 358,817 91,318 1,811,506

業務外収入 145 65 69 49 6 41 230

他勘定より受入 142,688 24,170 28,353 30,355 30,920 30,094 143,893

他経理より受入 - - - - - - -

計 5,429,806 611,175 587,119 526,794 1,989,804 1,731,330 5,446,222

支出

業務経費

鉄道助成業務関係経費 3,057,516 15,081 13,828 14,299 1,510,134 1,510,725 3,064,067

借入金等償還 764,003 243,221 220,021 169,075 131,687 - 764,003

支払利息 77,206 29,148 19,296 10,678 4,034 18,625 81,782

一般管理費 807 147 134 128 142 121 673

人件費 2,187 375 405 401 393 312 1,887

業務外支出 141 157 136 284 388 449 1,413

他勘定へ繰入 1,527,947 323,025 333,200 331,898 342,982 201,084 1,532,189

他経理へ繰入 - - - - - - -

計 5,429,806 611,153 587,020 526,763 1,989,761 1,731,315 5,446,013

［人件費の見積もり］　

（計画）1,889百万円を支出する。ただし、上記の額は、役員報酬並びに職員基本給、職員諸手当、超過勤務手当及び休職者給与に相当する範囲の費用である。　

（実績）平成25年度～平成29年度までの実績額は1,635百万円である。

収支計画 （単位：百万円）

計画額
25年度

（実績額）
26年度

（実績額）
27年度

（実績額）
28年度

（実績額）
29年度

（実績額）
25年度～29年度

合計

費用の部 2,569,953 644,088 622,766 563,500 515,508 244,377 2,590,239

経常費用 2,130,385 530,971 525,069 480,627 444,354 160,976 2,141,997

鉄道助成業務費 2,127,379 530,462 524,524 480,098 443,820 160,541 2,139,445

一般管理費 3,002 506 542 526 531 432 2,538

減価償却費 5 2 3 3 3 3 15

財務費用 439,558 113,006 97,415 82,506 71,091 82,915 446,935

雑損 10 111 282 366 62 486 1,306

臨時損失 - - - 2 - 0 2

収益の部 2,289,244 585,483 561,871 500,234 460,257 202,308 2,310,154

運営費交付金収益 1,036 193 205 200 215 209 1,022

鉄道助成業務収入 1,809,353 495,361 462,393 402,756 360,875 95,413 1,816,798

補助金等収益 478,703 89,768 98,950 96,870 99,044 106,137 490,769

退職給付引当金戻入益 - 10 - - 5 - 15

資産見返負債戻入 1 0 0 0 0 0 2

資産見返補助金等戻入 1 0 0 0 0 0 1

資産見返運営費交付金戻入 - 0 0 0 0 0 1

財務収益 137 40 40 41 0 0 122

雑益 12 111 282 367 63 486 1,308

臨時利益 - - - - 55 62 117

純利益 △ 280,710 △ 58,605 △ 60,895 △ 63,266 △ 55,251 △ 42,069 △ 280,086

前中期目標期間繰越積立金取崩額 282,857 58,628 60,889 63,265 55,336 42,148 280,265

総利益 2,148 23 △ 6 △ 2 85 79 180

資金計画 （単位：百万円）

計画額
25年度

（実績額）
26年度

（実績額）
27年度

（実績額）
28年度

（実績額）
29年度

（実績額）
25年度～29年度

合計

資金支出 5,430,218 1,048,755 987,609 858,481 2,022,895 1,755,324 6,671,187

業務活動による支出 4,247,446 273,819 270,853 246,759 1,731,658 1,734,381 4,257,469

投資活動による支出 25 363,111 329,101 285,602 301 0 978,116

財務活動による支出 1,182,348 411,445 387,196 325,630 290,388 20,411 1,435,070

次期中期目標期間への繰越金 399 381 459 489 548 531 531

資金収入 5,430,218 1,048,755 987,609 858,481 2,022,895 1,755,324 6,671,187

業務活動による収入 2,429,820 607,175 590,528 523,722 488,905 229,888 2,440,219

運営費交付金による収入 1,036 217 225 220 214 209 1,085

補助金等による収入 478,703 86,604 99,466 90,299 98,939 108,263 483,572

その他の収入 1,950,081 520,354 490,837 433,202 389,752 121,416 1,955,562

投資活動による収入 - 363,100 329,100 285,600 300 - 978,100

財務活動による収入 3,000,000 78,000 67,600 48,700 1,533,200 1,524,888 3,252,388

　 前期よりの繰越金 397 480 381 459 489 548 480

（注1）単位未満四捨五入のため、合計額は一致しないことがある。

（注2）「独立行政法人鉄道建設・運輸施設整備支援機構法の一部を改正する法律」(平成28年法律第79号)の施行に伴い、平成28年11月18日に、助成勘定に

         中央新幹線建設資金貸付等業務が創設された。

区　　　　　　　分

区　　　　　　　分

区　　　　　　　分

【助成勘定】
予算 （単位：百万円）

計画額
25年度

（実績額）
26年度

（実績額）
27年度

（実績額）
28年度

（実績額）
29年度

（実績額）
25年度～29年度

合計

収入

運営費交付金 154 - - 53 51 50 154

政府出資金 3,000 - - - - - -

借入金等

民間借入金 202,517 46,052 38,000 32,971 24,780 16,510 158,313

業務収入 227,226 53,052 46,258 38,179 33,103 24,863 195,455

業務外収入 0 1 1 0 0 0 3

計 432,897 99,105 84,259 71,203 57,934 41,423 353,925

支出

業務経費

地域公共交通等業務関係経費 205,980 46,099 38,064 33,023 24,860 16,536 158,582

借入金等償還 225,991 52,790 46,052 38,000 32,971 24,780 194,593

支払利息 290 41 23 26 11 - 102

一般管理費 138 31 23 24 23 17 119

人件費 474 65 64 85 96 90 400

業務外支出 44 24 5 4 2 2 37

計 432,916 99,051 84,231 71,163 57,963 41,425 353,833

［人件費の見積もり］　

（計画）402百万円を支出する。ただし、上記の額は、役員報酬並びに職員基本給、職員諸手当、超過勤務手当及び休職者給与に相当する範囲の費用である。　

（実績）平成25年度～平成29年度までの実績額は339百万円である。

収支計画 （単位：百万円）

計画額
25年度

（実績額）
26年度

（実績額）
27年度

（実績額）
28年度

（実績額）
29年度

（実績額）
25年度～29年度

合計

費用の部 1,390 181 166 190 208 131 876

経常費用 1,100 141 144 164 199 131 779

地域公共交通等業務費 392 24 30 37 62 18 171

一般管理費 707 117 113 126 136 112 603

減価償却費 1 0 1 1 1 1 4

財務費用 290 40 22 27 9 - 97

臨時損失 - 0 0 0 - 0 0

収益の部 1,390 255 197 198 204 128 983

運営費交付金収益 154 - - 26 78 50 154

地域公共交通等業務収入 1,235 254 196 173 124 78 824

資産見返負債戻入 0 0 0 0 0 0 0

資産見返補助金等戻入 0 0 0 0 0 0 0

資産見返運営費交付金戻入 0 0 0 0 0 0 0

財務収益 0 0 0 0 0 0 0

雑益 - 1 1 0 0 0 3

臨時利益 - - - - 2 0 2

純利益 0 74 31 8 △3 △2 108

目的積立金取崩額 - - - - - - -

総利益 0 74 31 8 △3 △2 108

資金計画 （単位：百万円）

計画額
25年度

（実績額）
26年度

（実績額）
27年度

（実績額）
28年度

（実績額）
29年度

（実績額）
25年度～29年度

合計

資金支出 433,220 99,376 84,334 71,305 58,076 41,551 354,197

業務活動による支出 207,178 46,388 38,172 33,163 24,979 16,664 159,366

投資活動による支出 6 4 8 1 0 - 13

財務活動による支出 225,991 52,909 46,052 38,000 32,971 24,780 194,712

次期中期目標期間への繰越金 45 74 102 141 126 107 107

資金収入 433,220 99,376 84,334 71,305 58,076 41,551 354,197

業務活動による収入 227,380 53,054 46,259 38,232 33,155 24,915 195,614

運営費交付金による収入 154 - - 53 51 50 154

その他の収入 227,226 53,054 46,259 38,180 33,103 24,865 195,460

財務活動による収入 205,517 46,152 38,000 32,971 24,780 16,510 158,413

前期よりの繰越金 323 170 74 102 141 126 170

（注1）単位未満四捨五入のため、合計額は一致しないことがある。

（注2） 「地域公共交通の活性化及び再生に関する法律及び独立行政法人鉄道建設・運輸施設整備支援機構法の一部を改正する法律」（平成27年法律第28号）

         の施行に伴い、地域公共交通等勘定においては、平成27年8月26日に基礎的研究等勘定における基礎的研究業務は廃止され、地域公共交通出資等業務が

         創設されるとともに、勘定名が基礎的研究等勘定から地域公共交通等勘定に改められた。

区　　　　　　　分

区　　　　　　　分

区　　　　　　　分

【地域公共交通等勘定】
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予算 （単位：百万円）

計画額
25年度

（実績額）
26年度

（実績額）
27年度

（実績額）
28年度

（実績額）
29年度

（実績額）
25年度～29年度

合計

収入

借入金等 160,400 32,100 29,000 - - - 61,100

民間借入金 73,400 10,100 - - - - 10,100

鉄道建設・運輸施設整備支援機構債券 87,000 22,000 29,000 - - - 51,000

業務収入 179,199 868 8,431 108,010 423,000 9,949 550,259

業務外収入 65 454 249 189 91 17 1,000

他勘定より受入 784,341 175,101 178,557 184,098 191,055 55,699 784,511

計 1,124,005 208,523 216,237 292,297 614,147 65,665 1,396,869

支出

業務経費

特例業務関係経費 949,910 192,963 179,114 171,372 151,344 168,430 863,224

借入金等償還 86,400 9,666 19,766 9,668 - - 39,100

支払利息 51,850 9,306 9,488 9,556 9,510 9,510 47,371

一般管理費 8,550 1,394 1,156 1,052 875 663 5,139

人件費 2,076 372 406 429 437 425 2,069

業務外支出 3,936 1,091 1,428 5 1 5 2,529

他勘定へ繰入 47,243 6,048 6,438 11,236 13,827 13,413 50,962

計 1,149,966 220,839 217,796 203,318 175,995 192,445 1,010,394

［人件費の見積もり］　

（計画）1,807百万円を支出する。ただし、上記の額は、役員報酬並びに職員基本給、職員諸手当、超過勤務手当及び休職者給与に相当する範囲の費用である。　

（実績）平成25年度～平成29年度までの実績額は1,795百万円である。

収支計画 （単位：百万円）

計画額
25年度

（実績額）
26年度

（実績額）
27年度

（実績額）
28年度

（実績額）
29年度

（実績額）
25年度～29年度

合計

費用の部 252,576 32,572 79,793 59,684 122,551 42,777 337,376

経常費用 200,420 23,138 70,036 50,024 113,036 33,265 289,498

特例業務費 186,807 19,395 67,018 48,535 111,655 32,204 278,807

一般管理費 13,511 3,690 2,958 1,455 1,328 1,037 10,467

減価償却費 103 53 60 34 53 24 223

財務費用 52,156 9,428 9,597 9,558 9,511 9,511 47,605

雑損 - 2 - - - 0 2

臨時損失 - 4 160 102 4 1 271

収益の部 502,518 106,486 94,368 95,688 493,483 80,503 870,527

特例業務収入 140,029 113 25 17,989 416,010 3,010 437,145

共済年金追加費用引当金戻入益 - 21,265 13,378 1,288 11,718 17,273 64,922

恩給負担金引当金戻入益 - 145 200 - 9 27 382

環境対策引当金戻入益 - - - 133 86 - 219

業務災害補償費引当金戻入益 - - 1,757 - - - 1,757

財務収益 362,443 84,879 78,983 72,522 65,563 60,181 362,128

雑益 46 84 25 32 97 12 250

臨時利益 - - - 3,723 - - 3,723

純利益 249,942 73,914 14,575 36,004 370,932 37,725 533,151

目的積立金取崩額 0 - - - - - -

総利益 249,942 73,914 14,575 36,004 370,932 37,725 533,151

資金計画 （単位：百万円）

計画額
25年度

（実績額）
26年度

（実績額）
27年度

（実績額）
28年度

（実績額）
29年度

（実績額）
25年度～29年度

合計

資金支出 1,158,957 376,622 370,773 495,269 823,958 752,470 2,231,192

業務活動による支出 1,056,702 214,319 197,901 195,423 175,238 192,842 975,724

投資活動による支出 13 19,083 36,314 61,126 178,211 216,905 511,639

財務活動による支出 93,250 118,168 135,267 147,669 1 - 401,105

次期中期目標期間への繰越金 8,992 25,051 1,290 91,050 470,509 342,724 342,724

資金収入 1,158,957 376,622 370,773 495,269 823,958 752,470 2,231,192

業務活動による収入 545,260 86,527 87,646 201,502 489,907 70,150 935,732

投資活動による収入 418,345 146,268 113,576 154,477 243,001 211,812 869,134

財務活動による収入 160,400 140,600 144,500 138,000 - - 423,100

前期よりの繰越金 34,953 3,226 25,051 1,290 91,050 470,509 3,226

（注）単位未満四捨五入のため、合計額は一致しないことがある。

区　　　　　　　分

区　　　　　　　分

区　　　　　　　分

【特例業務勘定】
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様式１－２－４－２ 中期目標管理法人 中期目標期間評価 項目別評定調書（業務運営の効率化に関する事項、財務内容の改善に関する事項及びその他業務運営に関する重要事項）様式 
 
１．当事務及び事業に関する基本情報 

３．（２） 財務内容の改善(円滑な資金調達と確実な貸付金の回収) 

当該項目の重要度、難易

度 
 関連する研究開発評価、政策

評価・行政事業レビュー 
 

 
２．主要な経年データ 
評価対象となる指標 達成目標 基準値 

（前目標期間最終

年度値等） 

２５年度 ２６年度 ２７年度 ２８年度 ２９年度 （参考情報） 
当該年度までの累積値等、必要な情報 

内航海運活性化融資  調達する借入金を

前年度以下 
461 億円 380 億円 330 億円 248 億円 165 億円 平成 24 年度末残高 528 億円 

 
３．中期目標期間の業務に係る目標、計画、業務実績、中期目標期間評価に係る自己評価及び主務大臣による評価 
 中期目標 中期計画 主な評価指標等 法人の業務実績・自己評価 主務大臣による評価 

業務実績 自己評価 （見込評価） （期間実績評価） 
 ４．財務内容の改善に関する事

項 

（１）資金調達 

毎年度の資金計画を策定す

るとともに、計画的な債券発行

等を通じて、資金調達コストの

抑制を図る。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（２）貸付金の回収 

貸付金について回収計画を

策定し、確実な回収を図るとと

（２）財務内容の改善（円滑な

資金調達と確実な貸付金の回

収） 

資金調達に当たっては、毎年

度の資金計画を策定し、資金の

一元管理を通じ、短期資金及び

長期資金の併用等による柔軟

かつ効率的な資金調達を行う

ことにより、調達コストの抑制

を図る。 

 

特に、整備新幹線事業の資金

調達については、北海道新幹線

（新函館北斗・札幌間）、北陸

新幹線（金沢・敦賀間）及び九

州新幹線（武雄温泉・長崎間）

の建設事業の着実な推進のた

め、平成２８年８月２日に閣議

決定された、「未来への投資を

実現する経済対策」等も踏ま

え、低金利状況を活かした財政

投融資の手法の積極的な活用・

工夫を図る。 

 

船舶の改造に係る貸付金に

ついては、毎年度回収計画を策

定し、確実な回収を図るととも

＜主な定量的指標＞ 

・内航海運活性化融資業務に

おいて、調達する借入金額（前

年度以下） 

 

＜その他の指標＞ 

・設定なし 

 

＜評価の視点＞ 

・中期目標における所期の目

標を達成しているかどうか等。 

＜主要な業務実績＞ 

１．資金調達 

資金調達について、資金計画

の策定、資金の一元管理を通じ

て、短期資金及び長期資金を併

用した柔軟かつ効率的な資金調

達を行い、資金調達コストの低

減を図った。 

また、投資家層の拡大を目的

とした個別ＩＲ活動等を多数実

施した。 

さらに、平成 29年度に発行し

た都市鉄道利便増進事業（神奈

川東部方面線）の建設を資金使

途とする債券は、環境省グリー

ンボンドガイドラインへの準拠

を確認したモデル発行事例とし

て、初の円建てグリーンボンド

となった。 

これにより、投資家層の拡大

を図るとともに、事業の社会的

意義を幅広く訴求する取り組み

を行った。また、平成 29年 11 月

に発行したグリーンボンドは、

日本におけるＥＳＧ投資の発展

に寄与した案件として、キャピ

タル・アイが選出する Best 

＜自己評価＞ 

評定：Ｂ 

根拠：中期目標における所期の

目標を達成していると考えら

れるため。 

 

＜課題と対応＞ 

・なし 

 

評定 Ｂ 評定 Ｂ 
＜評定に至った理由＞ 
整備新幹線事業の資金調達

については、北海道新幹線（新

函館北斗・札幌間）、北陸新幹

線（金沢・敦賀間）及び九州新

幹線（武雄温泉・長崎間）の建

設事業の着実な推進のため、

平成２８年８月２日に閣議決

定された、「未来への投資を実

現する経済対策」等も踏まえ、

平成２８年度第２次補正予算

成立後、速やかに低金利状況

を活かした財政投融資の手法

の積極的な活用したほか、貸

付金を適切に回収するなど、

中期計画における所期の目標

を達成することからＢ評価と

した。 
内航海運活性化融資業務に

ついては、中期計画期間内に

おいて、貸付金を約定どおり

回収し、内航総連の財務内容

等を慎重に審査した上で、政

府保証の範囲内で調達する借

入金が前年度以下となるよう

に、新規の融資を適切に行っ

＜評定に至った理由＞ 
資金調達及び貸付金回収

業務については、見込評価

時から引き続き計画に沿っ

た着実な実施が行われてい

る。 
内航海運活性化融資業務

については、今中期目標期

間において、貸付金を約定

どおり回収し、内航総連の

財務内容等を慎重に審査し

た上で、政府保証の範囲内

で調達する借入金が前年度

以下となるように、新規の

融資を適切に行った。 
以上のことから、中期目

標における所期の目標を達

成していると認められ、Ｂ

評定とした。 
 
＜今後の課題＞ 
特になし。 
 
＜その他事項＞ 
（外部有識者からの意見） 
・中期計画を着実に実施し
ている。 
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もに、内航海運活性化融資業務

による融資を受けて内航総連

が実施している内航海運暫定

措置事業については、廃止の方

針が決定しており、国が将来の

輸送量、船腹量の推計に基づき

策定・公表する資金管理計画を

基に、内航海運活性化融資業務

において調達する借入金が前

年度以下となるように貸付金

の回収を適切に行う。 

 

（３）運営費交付金 

毎年の運営費交付金額の算定

については、運営費交付金債務

残高の発生状況にも留意した

上で、厳格に行う。 

に、内航海運活性化融資業務に

ついては、資金管理計画を基

に、調達する借入金が前年度以

下となるように、新規の融資及

び貸付金の回収を適切に行う。 

Deals Of 2017（財投機関債部門）

を受賞した。 

整備新幹線事業の資金調達に

ついては、平成 28 年度第 2次補

正予算成立後（平成 28 年 10 月

11 日成立）速やかに低金利状況

を活かした財政投融資の手法の

積極的な活用を行った。 

 

２．貸付金回収業務（船舶改造融

資業務） 

既に廃止された船舶の改造融

資業務については、回収計画に

基づき、債権管理及び貸付金等

の回収を適切に実施した。 

 

３．内航海運活性化融資業務 

内航海運活性化融資業務につ

いては、貸付金を約定どおり回

収し、日本内航海運組合総連合

会（以下「内航総連」という。）

の財務内容等を慎重に審査した

上で、政府保証の範囲内で調達

する借入金が前年度以下となる

ように、新規の融資を適切に行

った。 

ている。以上から、中期計画

の目標は達成できる見込みで

ある。 
 
＜今後の課題＞ 
特になし。 
 
＜その他事項＞ 
（外部有識者からの意見） 
・とりわけ内航海運活性化融

資残高を、２４年度末に比し

て約７０％も減少させてお

り、高く評価できる。調達す

る借入金を前年度以下に抑え

るという中期目標は完全に達

成されている。 

・目標通りの成果を上げ
た。 

 
４．その他参考情報 
 特になし。 
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様式１－２－４－２ 中期目標管理法人 中期目標期間評価 項目別評定調書（業務運営の効率化に関する事項、財務内容の改善に関する事項及びその他業務運営に関する重要事項）様式 
 
１．当事務及び事業に関する基本情報 

４． 短期借入金の限度額 

当該項目の重要度、難易

度 
 関連する研究開発評価、政策

評価・行政事業レビュー 
 

 
２．主要な経年データ 
 評価対象となる指標 達成目標 基準値 

（前中期目標期間最終年

度値等） 

２５年度 ２６年度 ２７年度 ２８年度 ２９年度 （参考情報） 
当該年度までの累積値等、必要な

情報 
         
         

         
         

 
３．中期目標期間の業務に係る目標、計画、業務実績、中期目標期間評価に係る自己評価及び主務大臣による評価 
 中期目標 中期計画 主な評価指標等 法人の業務実績・自己評価 主務大臣による評価 

業務実績 自己評価 （見込評価） （期間実績評価） 
  ４．短期借入金の限度額 

年度内における一時的な資金

不足等に対応するための短期借

入金の限度額は、２６０，００

０百万円とする。 

＜主な定量的指標＞ 

・設定なし 

 

＜その他の指標＞ 

・設定なし 

 

＜評価の視点＞ 

・中期計画における所期の目標

を達成しているかどうか等。 

＜主要な業務実績＞ 

 各年度の目標では、短期借入金の

限度額は、260,000 百万円としてい

るなか、ピーク時借入額 149,900 百

万円（平成 27 年 6 月 19 日）であっ

たことから、中期計画に定めた数値

目標を達成した。 

＜自己評価＞ 

評定：Ｂ 

根拠：中期計画における所期の

目標を達成していると考え

られるため。 

 

＜課題と対応＞ 

・なし 

 

評定 Ｂ 評定 Ｂ 
＜評定に至った理由＞ 
中期計画における所期

の目標を達成することか

らＢ評価とした。 
 
＜今後の課題＞ 
特になし。 
 
＜その他事項＞ 
（外部有識者からの意見） 
・中期計画の目標を達成し

ている。 

＜評定に至った理由＞ 
見込評価時から引き続

き計画に沿った着実な実

施が行われていることか

ら、中期計画における所

期の目標を達成している

と認められ、Ｂ評定とし

た。 
 
＜今後の課題＞ 
特になし。 
 
＜その他事項＞ 
（外部有識者からの意
見） 
・中期計画を着実に実施
している。 
・目標通りの成果を上げ
た。 

 
４．その他参考情報 
 特になし。 
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様式１－２－４－２ 中期目標管理法人 中期目標期間評価 項目別評定調書（業務運営の効率化に関する事項、財務内容の改善に関する事項及びその他業務運営に関する重要事項）様式 
 
１．当事務及び事業に関する基本情報 

５．（１）① 内部統制の充実・強化 

当該項目の重要度、難易

度 
 関連する政策評価・行政事業

レビュー 
 

 
２．主要な経年データ 
 評価対象となる指標 達成目標 基準値 

（前中期目標期間最終年

度値等） 

２５年度 ２６年度 ２７年度 ２８年度 ２９年度 （参考情報） 
当該年度までの累積値等、必要な

情報 
         
         

         
         

 
３．中期目標期間の業務に係る目標、計画、業務実績、中期目標期間評価に係る自己評価及び主務大臣による評価 
 中期目標 中期計画 主な評価指標等 法人の業務実績・自己評価 主務大臣による評価 

業務実績 自己評価 （見込評価） （期間実績評価） 
 ①内部統制の充実・強化 

「独立行政法人の業務の適正

を確保するための体制等の整

備」（平成２６年１１月２８日総

務省行政管理局長通知）に基づ

き、業務方法書に定めた事項を

確実に実施する。 

 

特に、北陸新幹線融雪・消雪基

地機械設備工事の入札における

情報漏えい事案等の反省に立

ち、国の動向や他の独立行政法

人の取組みも参考にし、コンプ

ライアンス体制やガバナンスの

強化、入札・契約監視機能の強

化、入札契約手続きの見直し、情

報管理の徹底等を行い、入札談

合等関与行為等の再発防止に徹

底的に取組むとともに、業務の

適正を確保するための体制を整

備する。 

 

また、法人の長のリーダーシ

ップのもと、内部統制の取組み

①内部統制の充実・強化 

「独立行政法人の業務の適正

を確保するための体制等の整

備」（平成２６年１１月２８日総

務省行政管理局長通知）に基づ

き、業務方法書 に定めた事項

を確実に実施する。 

 

 

特に、北陸新幹線融雪・消雪基

地機械設備工 事の入札におけ

る情報漏えい事案等の反省に立

ち、国の動向や他の独立行政法

人の取組みも参考にし、理事長

の強いリーダーシップのもと、

コンプライアンス体制やガバナ

ンスの強化、入札・契約監視機能

の強化、入札契約手続きの見直

し、情報管理の徹底等を行い、入

札談合等関与行為等の再発防止

に徹底的に取組むとともに、業

務の適正を確保するための体制

を整備する。 

 

＜主な定量的指標＞ 

・設定なし 

 

＜その他の指標＞ 

・設定なし 

 

＜評価の視点＞ 

・中期目標における所期の目標

を達成しているかどうか等。 

＜主要な業務実績＞ 

１．北陸新幹線融雪・消雪基地機械設

備工事の入札における情報漏えい事

案等に係る再発防止対策の実施 

（１）コンプライアンス体制の強化 

（２）ガバナンスの強化 

（３）入札・契約監視機能の強化 

（４）入札契約手続きの見直し 

（５）情報管理の徹底 

 

２．独立行政法人通則法の改正を受け

た業務方法書の見直し 

 

３．内部統制委員会での取組み 

（１）統制環境の継続的な整備・運用 

（２）リスク管理に係る取組みの推進 

（３）統制活動の継続 

（４）円滑な情報の共有に係る取組み 

（５）情報システムの整備・利用に関

する基本方針に沿った対応 

（６）内部統制システムのモニタリン

グ 

 

４．金融業務に係る内部ガバナンスの

＜自己評価＞ 

評定：Ｂ 

根拠：平成 26 年 9 月 26 日に公表

した調査報告書に記載した北陸

新幹線融雪・消雪基地機械設備

工事の入札における情報漏えい

事案等に係る再発防止対策につ

いては、全ての項目について対

応を行い、講じた措置を実効あ

らしめるため、定期的な検証を

行っている。 

また、機構業務の適切な実施

のための取組みとして、理事長

を委員長とする内部統制委員会

で、統制環境の継続的な整備・運

用、リスク管理に係る取組みの

推進、統制活動の継続等に着実

に取り組んだ。 

 

＜課題と対応＞ 

北陸新幹線融雪・消雪基地機械

設備工事の入札における情報漏え

い事案等に関する調査報告書（平

成 26 年 9 月 26 日公表）に記載し

評定 Ｂ 評定 Ｂ 
＜評定に至った理由＞ 
北陸新幹線融雪・消

雪基地機械設備工事の

入札における情報漏え

い事案等の反省を踏ま

え、機構におけるコン

プライアンス体制の強

化、ガバナンスや入札・

契約監視機能を強化す

るほか、入札契約手続

きの見直し、情報管理

の徹底等を行い、入札

談合等関与行為等の再

発防止に徹底的に取組

むとともに、業務の適

正を確保するための体

制を整備し、再発防止

に向けた取り組みを行

っていることから、中

期計画に所期の目標を

達成することからＢ評

価とした。 
 

＜評定に至った理由＞ 
今中期目標期間につ

いては、平成２５年度

に、北陸新幹線融雪・消

雪基地機械設備工事の

入札における情報漏え

い事案等が発覚し、機

構職員２名が有罪判決

を受けた。国交省とし

ても、入札談合等の不

正行為はあってはなら

ない行為であり、不正

な入札行為が二度と発

生しないよう厳正な対

処等を求めたところで

ある。 
この反省を踏まえ、

機構としては、コンプ

ライアンス体制の強

化、ガバナンスや入札・

契約監視機能を強化す

るほか、入札契約手続

きの見直し、情報管理
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について実態把握、継続的な分

析、必要な見直しを行う。 

 

また、理事長のリーダーシッ

プのもと、理事長を委員長とし、

全役員が参画する内部統制委員

会を中心に、機構のミッション

や中期目標の達成を阻害する要

因（リスク）の把握・対応を行う

など、内部統制の取組みについ

て実態把握、継続的な分析、必要

な見直しを行い、内部統制の充

実・強化を図る。 

高度化 

「独立行政法人改革等に関する基

本的な方針」（平成 25 年 12 月 24 日

閣議決定）を踏まえ、財務の健全性及

び適正な業務運営を確保するため設

置された外部有識者により構成され

る「共有船舶関係リスク管理委員会」

（委員長：米山高生、東京経済大学教

授）を開催し、船舶共有建造業務にお

ける財務状況や、審査・管理業務につ

いてのリスク管理状況を専門的に点

検した。 

た再発防止対策の全ての項目につ

いて対応と運用状況のフォローア

ップを行った。今後は、コンプラ

イアンスの推進に係る取組みを形

骸化させず、組織全体に浸透させ

ていくため、コンプライアンスに

係る知識の習得、コンプライアン

ス意識の維持向上に継続的に取り

組んでいくとともに、これまでの

取組みを踏まえた上で、講じた再

発防止対策について必要に応じて

見直しを行い、同様の事案を二度

と発生させないよう不断の努力を

続けていく。 

また、内部統制については、業務

方法書に規定した内部統制システ

ムに基づく取組みを行いつつ検証

を実施し、適宜見直しを図り、そ

の強化を図っていく。 

＜今後の課題＞ 
今後も、再発防止の徹

底を図るべく、コンプ

ライアンスの推進に係

る取組みを継続して実

施していくことが必

要。 
 
＜その他事項＞ 
（外部有識者からの意

見） 
・内部統制委員会を通

じて内部統制の充実・

強化が着実に行われて

いると評価できる。 
・入札談合などの事案

を踏まえ、入札点契約

監視機能の強化、情報

管理の徹底を目指した

内部統制の強化が行わ

れているが、引き続き

緊張感を持って事業を

遂行して頂きたい。 
・ＰＤＣＡのサイクル

が実際に回っているこ

とは、何よりです。調

達・契約等に過剰な時

間制約がかからないよ

うに、常に留意された

い。 

の徹底等を行い、入札

談合等関与行為等の再

発防止に徹底的に取組

むとともに、業務の適

正を確保するための体

制を整備し、機構の信

頼回復、再発防止に向

けた取り組みを行って

きていることは評価で

きるが、今後、二度とこ

のような不正な入札行

為が発生しないよう、

上記取組を断続的に行

っていくことが重要で

ある。中期目標、中期計

画に盛り込まれた事項

については、現状、真摯

に取り組んでいるもの

と考えられることから

Ｂ評定とした。 
 
＜今後の課題＞ 
特になし。 
 
＜その他事項＞ 
（外部有識者からの意
見） 
・北陸新幹線談合問題
のような不祥事の再発
を防止すべく、内部統
制の充実・強化に継続
的に努めて頂きたい。 
・目標通りの成果を上
げた。 

 
４．その他参考情報 
 特になし。 
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様式１－２－４－２ 中期目標管理法人 中期目標期間評価 項目別評定調書（業務運営の効率化に関する事項、財務内容の改善に関する事項及びその他業務運営に関する重要事項）様式 
 
１．当事務及び事業に関する基本情報 

５．（１）② 情報セキュリティ対策の推進 

当該項目の重要度、難易

度 
 関連する政策評価・行政事業

レビュー 
 

 
２．主要な経年データ 
 評価対象となる指標 達成目標 基準値 

（前中期目標期間最終年

度値等） 

２５年度 ２６年度 ２７年度 ２８年度 ２９年度 （参考情報） 
当該年度までの累積値等、必要な

情報 
         
         

         
         

 
３．中期目標期間の業務に係る目標、計画、業務実績、中期目標期間評価に係る自己評価及び主務大臣による評価 
 中期目標 中期計画 主な評価指標等 法人の業務実績・自己評価 主務大臣による評価 

業務実績 自己評価 （見込評価） （期間実績評価） 
 ②情報セキュリティ対策の推進 

政府の方針に基づき、法人が保有

する情報システムに対するサイバ

ー攻撃への防御能力強化、攻撃に対

する組織的対応能力の強化等の適

切な情報セキュリティ対策を推進

する。 

②情報セキュリティ対策の推進 

政府の方針に基づき、情報セキュ

リティに関する研修・自己点検を行

うなど、情報セキュリティ対策を推

進する。 

＜主な定量的指標＞ 

・設定なし 

 

＜その他の指標＞ 

・設定なし 

 

＜評価の視点＞ 

・中期目標における所期の目標を

達成しているかどうか等。 

＜主要な業務実績＞ 

１．政府方針に基づく対応 

政府の平成 26年度版及び

平成 28 年度版「政府機関の

情報セキュリティ対策のた

めの統一基準群」の改正に

合わせ、「機構情報セキュリ

ティポリシー」等の関係規

程を改正し、政府の方針に

基づく対応を速やかに行っ

た。 

 

２．情報セキュリティ対策

の推進 

各年度（平成 25年度～平

成 29年度）において、情報

セキュリティ委員会（委員

長：理事(総務・企画担当)）

で決定した情報セキュリテ

ィ対策推進計画に基づき、

機構の情報セキュリティレ

ベルの維持・向上を図るた

め、情報セキュリティに関

する研修、自己点検及び監

＜自己評価＞ 

評定：Ｂ 

根拠：中期目標における所期の

目標を達成していると考え

られるため。 

 

＜課題と対応＞ 

・なし 

 

評定 Ｂ 評定 Ｂ 
＜評定に至った理由＞ 
情報セキュリティ対策

については、政府の方針

に基づき適切に対応する

など、中期計画の所期の

目標を達成することから

Ｂ評価とした。 
 
＜今後の課題＞ 
特になし。 
 
＜その他事項＞ 
（外部有識者からの意

見） 
・情報セキュリティ対策

は着実に実行されている

が、機構の高い技術力を

守るためにも、一層の対

策の強化が望まれる。 

＜評定に至った理由＞ 
見込評価時から引き

続き計画に沿った着実 
な実施が行われている

ことから、中期目標にお

ける所期の目標を達成

していると認められ、Ｂ

評定とした。 
 
＜今後の課題＞ 
特になし。 
 
＜その他事項＞ 
（外部有識者からの意
見） 
・北陸新幹線談合問題の
ような不祥事の再発を
防止すべく、情報管理に
努めて頂きたい。 
・目標通りの成果を上げ
た。 
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査等を行うことによりＰＤ

ＣＡサイクルを機能させ、

情報セキュリティ対策を推

進した。 

 
４．その他参考情報 
 特になし。 
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様式１－２－４－２ 中期目標管理法人 中期目標期間評価 項目別評定調書（業務運営の効率化に関する事項、財務内容の改善に関する事項及びその他業務運営に関する重要事項）様式 
 
１．当事務及び事業に関する基本情報 

５．（１）③ 情報公開の推進 

当該項目の重要度、難易

度 
 関連する政策評価・行政事業

レビュー 
 

 
２．主要な経年データ 
 評価対象となる指標 達成目標 基準値 

（前中期目標期間最終年

度値等） 

２５年度 ２６年度 ２７年度 ２８年度 ２９年度 （参考情報） 
当該年度までの累積値等、必要な

情報 
         
         

         
         

 
３．中期目標期間の業務に係る目標、計画、業務実績、中期目標期間評価に係る自己評価及び主務大臣による評価 
 中期目標 中期計画 主な評価指標等 法人の業務実績・自己評価 主務大臣による評価 

業務実績 自己評価 （見込評価） （期間実績評価） 
 ③情報公開の推進 

業務全般、独立行政法人会計

基準等に従って作成した財務情

報等について広く情報公開を推

進するとともに、外部の知見の

積極的な活用を図り、業務運営

の透明性を確保する。 

③情報公開の推進 

業務の透明性の確保と対外的

な情報提供を推進するため、主

な業務の実施状況、役職員の給

与水準、入札結果や契約の情報、

財務の状況等について、ホーム

ページ等においてわかりやすい

形で公表する。 

業務の実施に当たって、第三

者委員会を適切に活用するなど

外部の知見の積極的な活用を図

る。 

機構が果たしている役割、業

務について国民の理解を促進す

るため、ホームページや広報誌

を通じた広報はもとより、イベ

ント、現場見学会等の機会を通

じて、業務内容等の情報提供に

努める。 

＜主な定量的指標＞ 

・設定なし 

 

＜その他の指標＞ 

・設定なし 

 

＜評価の視点＞ 

・中期目標における所期の目標

を達成しているかどうか等。 

＜主要な業務実績＞ 

１．ホームページ等での公表 

主な業務の実施状況、役職員の給与

水準、入札結果や契約の情報、財務の

状況等について、適切にホームページ

等で公表した。 

 

２．第三者委員会の開催 

外部有識者で構成された第三者委員

会における意見等を踏まえ、外部の知

見を積極的に活用した。 

 

３．広報関係 

（１）マスコミ等対応 

プレスリリース、マスコミ等からの

取材等の対応を行った。 

（２）機構からの情報発信 

ホームページの活用、広報誌「鉄道・運

輸機構だより」の発行（年 4回季刊）、

各種パンフレットにより情報発信を行

った。 

 

４．国民に対する情報発信 

各地区における「鉄道の日」実行委員

＜自己評価＞ 

評定：Ｂ 

根拠：中期目標における所期

の目標を達成していると考

えられるため。 

 

＜課題と対応＞ 

・なし 

 

評定 Ｂ 評定 Ｂ 
＜評定に至った理由＞ 
中期計画の所期の目標

を達成することからＢ評

価とした。 
 
＜今後の課題＞ 
特になし。 
 
＜その他事項＞ 
（外部有識者からの意

見） 
・情報公開は着実に実行

されている。 

＜評定に至った理由＞ 
見込評価時から引き

続き計画に沿った着実 
な実施が行われている

ことから、中期目標にお

ける所期の目標を達成

していると認められ、Ｂ

評定とした。 
 
＜今後の課題＞ 
特になし。 
 
＜その他事項＞ 
（外部有識者からの意
見） 
・中期計画の変更は、鉄
道開業時期の変更など
社会的影響が大なるこ
とも多いので、広く情報
公開することを徹底し
て頂きたい。 
・目標通りの成果を上げ
た。 
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会が主催する「鉄道フェスティバル」

の記念イベントへの参加や鉄道技術展

2017 における「鉄道の未来～鉄道・運

輸機構が公的技術者集団として期待さ

れる役割」と題するパネルディスカッ

ションの実施及び「鉄道の運行を実現

する各種技術」に関する講演を行った

ほか、工事の進捗に合わせた鉄道建設

現場の見学会等を各地で開催するな

ど、国民に対する情報発信を積極的に

行った。 

 
４．その他参考情報 
 特になし。 
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様式１－２－４－２ 中期目標管理法人 中期目標期間評価 項目別評定調書（業務運営の効率化に関する事項、財務内容の改善に関する事項及びその他業務運営に関する重要事項）様式 
 
１．当事務及び事業に関する基本情報 

５．（１）④ 環境への配慮 

当該項目の重要度、難易

度 
 関連する政策評価・行政事業

レビュー 
 

 
２．主要な経年データ 
 評価対象となる指標 達成目標 基準値 

（前中期目標期間最終年

度値等） 

２５年度 ２６年度 ２７年度 ２８年度 ２９年度 （参考情報） 
当該年度までの累積値等、必要な

情報 
         
         

         
         

 
３．中期目標期間の業務に係る目標、計画、業務実績、中期目標期間評価に係る自己評価及び主務大臣による評価 
 中期目標 中期計画 主な評価指標等 法人の業務実績・自己評価 主務大臣による評価 

業務実績 自己評価 （見込評価） （期間実績評価） 
 ④環境への配慮 

業務の実施に当たっては、環

境の保全について配慮するとと

もに、自然環境保全対策、地球温

暖化対策等に努める。 

④環境への配慮 

業務の実施に際しての環境

負荷を低減するため、機構で定

める「環境行動計画」に基づき、

温室効果ガス（ＣＯ２）排出量

の削減に向けたオフィス活動

における取組みのほか、職員の

環境意識の向上に資する研修

等の実施、建設工事等により発

生する建設廃棄物のリサイク

ルやグリーン調達等の取組み

を強化する。また、これらの取

組みの状況や成果を盛り込ん

だ「環境報告書」を毎年作成し、

公表する。 

＜主な定量的指標＞ 

・設定なし 

 

＜その他の指標＞ 

・設定なし 

 

＜評価の視点＞ 

・中期目標における所期の目標

を達成しているかどうか等。 

＜主要な業務実績＞ 

平成 25 年度は、平成 19 年 7 月に策定

した「環境行動計画」に基づき、オフィス

活動により排出される温室効果ガス（ＣＯ

2）抑制等の環境への取組みを実施した。 

平成 26 年 4 月に、オフィス活動におけ

る環境負荷の低減や業務の実施に際して

の環境への配慮等の取組みをまとめた「環

境行動計画」を策定し、同計画に基づき、

今中期目標期間を通じ、環境負荷低減に向

けて取り組んだ。 

具体的には、オフィス活動に伴う温室効

果ガス（ＣＯ2）排出量を削減するため、

全業務従事者を対象とした｢環境対策に係

る業務研修」を実施するとともに、オフィ

ス活動に伴う環境負荷状況を全社的に共

有するため、四半期ごとの状況（データ等）

を機構内イントラネットに掲載し、また、

共有船舶建造においては、環境にやさしい

船舶の共有建造支援を推進した結果、政策

効果のより高い船舶の建造比率は 99％と

なった。 

さらに、鉄道建設工事等については、国

に準じて定めた「建設リサイクルガイドラ

＜自己評価＞ 

評定：Ｂ 

根拠：中期目標における所

期の目標を達成している

と考えられるため。 

 

＜課題と対応＞ 

・なし 

 

 

評定 Ｂ 評定 Ｂ 
＜評定に至った理由＞ 
機構の定める環境行

動計画に基づいて目標

期間を通じ、環境負荷

低減に向けて取り組ん

でいる。 
また、鉄道建設工事

等においては、国に準

じて定めた「建設リサ

イクルガイドライン」

に従うなど各事業にお

いても積極的に取り組

み、この取組みに関し

て、国民に分かりやす

く周知する観点から、

「環境報告書」を年度

ごとに公表するなど、

中期計画の所期の目標

を達成することからＢ

評価とした。 
 
＜今後の課題＞ 
特になし。 

＜評定に至った理由＞ 
見込評価時から引き続

き計画に沿った着実な実

施が行われていることか

ら、中期目標における所

期の目標を達成している

と認められ、Ｂ評定とし

た。 
 
＜今後の課題＞ 
特になし。 
 
＜その他事項＞ 
（外部有識者からの意
見） 
・中期計画を着実に実施
している。 
・目標通りの成果を上げ
た。 
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イン」に従い、建設リサイクル・廃棄物の

削減対策などの取組みを推進した。 

これらの取組みに関して、国民に分かり

やすく周知する観点から、「環境報告書」

を年度ごとに作成し、ホームページで公表

し、関係機関や「鉄道フェスティバル」で

配布するとともに、平成 29 年 11 月には、

独立行政法人として初めて温室効果ガス

（ＣＯ2）削減等の環境改善効果を有する

事業を資金使途とするグリーンボンドを

発行し、機構が鉄道・船舶の建設・整備を

通じて、地球環境にやさしい交通ネットワ

ークの構築に貢献していることをＰＲし

た。 

また、地域環境保全活動の一環として、

神奈川県が主唱している「かながわクリー

ン運動」に例年に引き続き協力し、職員に

よる本社周辺の歩道等の清掃活動を行っ

た。また、平成 29 年 8 月に横浜市水道局

が主催した「打ち水大作戦 2017＠横浜ア

イランドタワー」機構は(独)都市再生機構

とともに協賛し参加した。 

 
＜その他事項＞ 
（外部有識者からの意

見） 
・環境への配慮は着実

に行われている。 

 
４．その他参考情報 
 特になし。 
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様式１－２－４－２ 中期目標管理法人 中期目標期間評価 項目別評定調書（業務運営の効率化に関する事項、財務内容の改善に関する事項及びその他業務運営に関する重要事項）様式 
 
１．当事務及び事業に関する基本情報 

５．（２） 人事に関する計画 

当該項目の重要度、難易

度 
 関連する政策評価・行政事業

レビュー 
 

 
２．主要な経年データ 
 評価対象となる指標 達成目標 基準値 

（前中期目標期間最終年

度値等） 

２５年度 ２６年度 ２７年度 ２８年度 ２９年度 （参考情報） 
当該年度までの累積値等、必要な

情報 
         
         

         
         

 
３．中期目標期間の業務に係る目標、計画、業務実績、中期目標期間評価に係る自己評価及び主務大臣による評価 
 中期目標 中期計画 主な評価指標等 法人の業務実績・自己評価 主務大臣による評価 

業務実績 自己評価 （見込評価） （期間実績評価） 
  （２）人事に関する計画 

事業規模、事業内容等業務の

実情に応じて必要な人材を確

保するとともに、各業務の進捗

に対応するべく、人員の適正配

置と重点的な運用を行う。 

＜主な定量的指標＞ 

・設定なし 

 

＜その他の指標＞ 

・設定なし 

 

＜評価の視点＞ 

・中期計画における所期の目

標を達成しているかどうか等。 

＜主要な業務実績＞ 

 現在及び将来の業務の円滑な遂行を

見据えて、新卒者を採用するとともに

即戦力として期待される社会人を採用

した。また、定年退職者を引き続き雇

用する再雇用制度及び特定の事務所に

勤務し定例・定型的事務を行う職員を

雇用する事務所限定職員制度を活用す

るとともに、再雇用期間満了者の嘱託

（常勤・非常勤）採用により必要な人

材を確保した。さらに、技術契約職員

制度を導入した。 

さらに、各事業の工程、事業量等を勘

案の上、業務量に応じた適正な人員配

置に努めた。 

＜自己評価＞ 

評定：Ｂ 

根拠：中期計画における所期の目標

を達成していると考えられるた

め。 

 

＜課題と対応＞ 

・なし 

 

 

評定 Ｂ 評定 Ｂ 
＜評定に至った理由＞ 
中期計画の所期の目標を

達成することからＢ評価

とした。 
 
＜今後の課題＞ 
特になし。 
 
＜その他事項＞ 
（外部有識者からの意

見） 
・社会人の積極的採用を

含め、時代の要請を入れ

た人事制度の円滑な運用

は評価できる。 

＜評定に至った理由＞ 
見込評価時から引き

続き計画に沿った着実 
な実施が行われている

ことから、中期計画に

おける所期の目標を達

成していると認めら

れ、Ｂ評定とした。 
 
＜今後の課題＞ 
特になし。 
 
＜その他事項＞ 
（外部有識者からの意
見） 
・中期計画を着実に実
施している。 
・目標通りの成果を上
げた。 

 
４．その他参考情報 
 特になし。 
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